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午前１０時３０分開会 

○嶋崎分科会長 おはようございます。予算・決算特別委員会環境まちづくり分科会を開

会をいたします。以後、着座にて進めさせていただきます。 

 傍聴の方には、申し上げますけれども、撮影、録音、パソコンの使用は認めておりませ

んので、よろしくお願いいたします。 

 当分科会は、当分科会の日程、資料及び決算関係資料などの閲覧に限り、区対応のタブ

レットの使用を許可いたします。録音・録画機能は使用しないように、よろしくお願いい

たします。 

 決算調査の進め方につきまして、お諮りをいたします。 

 当分科会では、議案第３８号、令和４年度千代田区各会計歳入歳出決算の認定について

のうち、環境まちづくり委員会所管分を調査いたします。 

 お手元に、決算調査についての案を配付しておりますので、ご確認を頂きたいと存じま

す。 

 調査方法でありますけれども、理事者からの説明は、決算関係資料の配付をもって代え

させていただき、特に説明にある、要する場合には、のみ行うこととしたいと思いますの

で、理事者の皆さんもよろしくお願いします。 

 冒頭、令和４年度決算の特徴や成果などの説明を頂き、後、主要施策の成果等の説明が

ある場合は、目の冒頭で説明をお願いします。原則としては、目ごとに質疑を受けますが、

事項が少ない目については項でまとめて質疑を受けます。 

 理事者の出席につきましては、環境まちづくり部長及び環境まちづくり総務課長は常時

出席とし、ほかの理事者は所管分の調査時のみ出席とし、それ以外は自席待機といたしま

す。 

 調査日程につきましては、本日は、一般会計歳出の５、環境まちづくり費の項１、環境

まちづくり管理費及び項２、都市整備費の調査を行います。 

 次回は１０月２日、残りの環境まちづくり費及び環境まちづくり部所管の一般会計歳入

の調査を行います。 

 分科会の決算調査報告書につきましては、分科会で議論された項目及び総括質疑におい

て議論することとした項目を記載し、分科会の会議録を添付した上で、１０月５日木曜日、

午前中に予算・決算特別委員長に提出をいたします。 

 資料の確認をいたしますけれども、決算書、決算参考書、決算関係資料、主要施策の成

果、決算審査意見書、事務事業概要でありますけれども、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎分科会長 はい。なお、会計室から、分科会の報告を即刻行うための後方の席にパ

ソコンを持ち込んでタイピングしたいという旨の申出がありますので、これを許可します

ので、ご承認ください。 

 限られた時間での調査となりますので、説明、質問、答弁、いずれも簡潔に行われます

よう、皆様のご協力をお願いいたします。 

 それでは、早速調査に入ります。環境まちづくりの調査に入ります。 

 まず、４年度決算の特徴や成果などの説明をお願いします。 

○印出井環境まちづくり部長 それでは、私のほうから、令和４年度の環境まちづくり部
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所管の決算、ご審査いただく前に概括的なご説明を申し上げます。 

 主要施策の成果の１９ページをご覧いただければというふうに思います。 

 環境まちづくり部では、令和３年度に改定をいたしました都市計画マスタープランの将

来像「つながる都心」の実現に向けまして、１９ページの明るさや賑わいを『つくる』取

組みの中の二つ目の丸にございますけれども、ウォーカブルまちづくりデザイン、豊かな

地域資源を生かして多様な交流と活力ある都市活動を促すためのエリアマネジメント活動

推進ガイドラインの策定をはじめ、地域に資する活動を支援する区民に明るさや賑わいを

創出するための施策に取り組んでまいりました。 

 また、次のページにございますけれども、失礼しました、次のページではなくて、その

前ですね。前のページにございます、１７ページにございますが、命と健康を『まもる』

取組みといたしまして、三つ目の丸ですが、脱炭素化に向けたゼロカーボンをはじめとす

る地球温暖化対策の推進、地方連携による再生エネルギーの供給の促進といった取組を進

め、環境に配慮しながら、持続可能な人中心のまちづくりを進め、区民の生活の質の向上

を展開してまいりました。 

 決算の概括なんですけれども、決算参考書の２２５ページをご覧いただければというふ

うに思います。歳出の環境まちづくり費の執行率７４.４６％ということで、不用額は１

８億円余ということでございます。この１８億円余でございますけれども、バリアフリー

歩行空間の整備、いわゆる電線類地中化で４.２億円ほど、それから建物の耐震化の促進

等で２.５億円ほど、それから公園・児童遊園の整備等で２.５億円ほどということになっ

てございますけれども、これらにつきましても、いずれも想定しない事象による進捗の遅

れ等による執行残でございます。想定しないというようなことであったり、進捗の遅れ等

については、できるだけ、やはり我々のほうでも執行の前に必要な対応をする必要がある

だろうと、監査委員からも様々指摘を受けているところでございます。今後の予算の執行

につきましては、計画的に着実に執行してまいりたいというふうに考えてございます。 

 それから、また予算の流用についてですけれども、事業間の流用につきましては、都市

計画審議会の事業で開催回数の増があったことや、土木施設等維持管理費で土木事務所の

改修工事の追加が必要になったことなどがございました。これらにつきましては、後ほど

各科目の中で担当課長からもご説明をさせていただきたいと思います。 

 ご審査に当たりまして、概括の説明は以上でございます。 

○嶋崎分科会長 はい。説明を頂きました。 

 それでは、はい、基本的のところ。はい、林委員。 

○林委員 今、部長のほうから令和４年度の決算についてもるるあったんですけれども、

令和４年度というのは第３次基本構想と基本計画の最終年度に実質的に当たるわけです。

令和５年度からは第４次基本構想の下に書いたので。通称、みらいプロジェクトと言われ

ている第３次基本計画、この成果とか到達度というのを概括的にご説明いただかないと、

個々入るときも、もちろん個別でいきますけれども、掲載事業については、どういう認識

だったのか。要は行き先が明示されていたわけですよね。何年までにどの程度、区民生活

をよくするために計画していますよと。そのために各年度の予算を立てて事業執行してい

たので、それが全くないというのは、ちょっとびっくりしたものですから、改めて第３次

基本計画と令和４年度の決算の関係についてお話しください。 
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○印出井環境まちづくり部長 ご指摘のとおり、令和４年度においては、第３次基本計画

ということで、それに基づいて予算編成の中で重点的な取組ということで、先ほど冒頭ご

説明したとおり、主要施策の成果、１８から、失礼しました、１６から１９までに書かれ

ていたことを重点的に取り組むと。基本計画に基づく予算編成の重点のつけ方ということ

でお示しをしていたところでございます。それからまた、先ほど我々のほうとしては、第

３次の基本計画の下で策定した都市計画マスタープラン、それに沿った取組を推進してき

たところでございます。そこで示されている「つながる都心」という都市像、それはそれ

ぞれの施策、都市づくり施策、道路公園施策、それから環境施策という中で、これまでの

千代田区の都市の歴史的な経緯をつなげていく、あるいは将来に持続可能なものとしてし

ていく、それからコミュニティとコミュニティをつなげていく、情報をつなげていくとい

うような形で、分野別計画に基づいて各施策については取り組んできたところでございま

すけれども、先ほど申し上げたとおり、規模の大きい工事の中には執行が遅れたものもあ

るというところの中で、我々としては、今後、５年度の執行あるいは６年度に向けて適切

な事業の推進に努めてまいりたいというふうに認識しております。 

○林委員 そういうことではなくて、令和４年度の予算の概要、ここの２１８ページから

になるんですけれども、要はみらいプロジェクトと言われている第３次基本計画の掲げて

いた目標、これと令和４年度を別個に、まあ、区長も替わったので、新規で言われたのが

あけぼの予算とか、部長の言われていたものですね。この分類分けをしていただいて、第

３次基本計画上はここまでが達成できたんですよと、部としてですよ、大体。で、新たな

ウォーカブルみたいな新しいものは、基本計画、みらいプロジェクトには書いていないけ

れども、４年度事業として新たに目標設定をしてやっていったんですよと。この分類分け

の説明を概括的なところで言っていただかないと、個々個別で、これはみらいプロジェク

トに出ていたんですかから入らなくちゃいけないので、効率的にいくためには、部長のほ

うから事業部としてどうだったんだという話をしていただきたいんです。 

○印出井環境まちづくり部長 先ほど申し上げましたけれども、我々としては、第３次基

本計画の下で都市計画マスタープランを策定をしました。令和４年度の予算の概要の中の

２０９ページにも環境まちづくりの予算編成方針がありますけれども、それは基本計画を

実現するための部門別計画として、我々の部分の施策全般に関わる取組の方向性を示すと

ころのものでございます。確かに樋口区長の下で新しい取組、施策はありますけれども、

既存の基本計画の目指すべき方向と重なったものも非常に多いのかなということで考えて

おります。ですので、この２０９ページから、この令和４年の予算の２０９ページから２

１１ページに示されているような施策というのは、基本計画に基づく取組であるというふ

うに考えてございまして、それらについては個々具体的には、ちょっと私のほうからその

進捗状況について、今、ご説明することは詳細にはできませんけれども、一定程度のそれ

ぞれの進捗があったと。ただ、予算の執行の関係から言うと、大規模な事業等において想

定できない事象とか、そういったものの中で執行が遅れたものがありました。その辺りに

ついてはしっかり５年度あるいは６年度に向けて反省して計画的に取り組んでいくと、そ

ういうような認識でございます。 

○林委員 今ね、部長言われたのは、都市計画マスタープラン、これは昔で言うと都市整

備部の分野別計画みたいな形ですよね。そうじゃなくて、今、環境まちづくり部になって
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いるんで環境の生物多様性だとか、いろんな、地球温暖化だとか様々なのを全部まとめた

ものが私はみらいプロジェクトだったと思っているんですね、全庁的に。各部ばらばらで、

事業部ごととか分野別計画で、それぞれパラレルにやっていきますよと、整合性、行政で

取れなくなってしまう、総合的な計画ができなくなってしまう、だからパッケージとして

必要なんだというのが第３次基本構想であり、計画だったわけですよね。その最終年度な

わけですよ。今、５年度からは分野別計画は中止になっているのかもしれない、ばらばら

で。ただ、この４年度だけは最終年度に当たってしまうんで、計画ではあと２年後までだ

ったけれども、前倒しして終結するんで、そうすると、そこの到達度でどこまで計画どお

りにいったんだと、計画行政ができたんだと。ここの概括的な説明と分野別計画との違い

についてを決算で分かるような、事業部と言わないよね、今、条例部長のお話をしてもら

いたいんです。 

○印出井環境まちづくり部長 私のほうからは、我々の部全体にわたる分野別計画として

の都市計画マスタープランということをお示ししました。もう少し詳細に言うと、地球温

暖化対策の推進計画とか緑の基本計画とか、様々な部門別計画がございますが、それらに

ついては、その当時の基本計画との整合性を持っているというふうな立てつけでつくられ

たものでございます。そういった意味で、基本計画、部門別計画、それに沿った形で事務

事業を進めて、２０９ページにありますような地域ごとのルールを決める、地区計画の策

定や住環境づくりとか、それぞれの施策体系、施策の目標に沿った取組を進めてきたとい

うところで考えてございます。それは個々に、その成果については、また個別の事業の中

でご説明する部分はあると思うんですけれども、４年度については基本計画と整合を取ら

れた部門別計画に沿って事業を進めてきたと、そういう認識でございます。 

○林委員 うん、まあ、はい。では、もうあまり総論をやっても仕方がないんで、第３次

基本計画、基本構想に掲げられた目的というのは、令和４年度決算終わって、どの程度、

課題解決というか区民生活の寄与になった。言葉じゃ難しいのかもしれないなら点数でも

いいですけれども、どうなんだろうと。 

○印出井環境まちづくり部長 第３次基本構想については、もちろん改定のやはりきっか

けになる部分の人口の動向というのがございます。ですので、我々としては、第３次基本

計画の当初想定していたものと、徐々に状況が変わって人口が確保されて、人口増の見通

しがある中でのこれからの取組というところでございました。そういった意味では、我々

の部について、特にまちづくりを中心にして、これまでは定住人口の確保ということが非

常に大命題になっていたところが、これからは質とか住みやすさとか、そういった視点で

すよねという形で方向転換をしてきたというような状況、この前の基本計画の期間につい

てはそういう状況だったのかなというふうに思ってございます。そういう意味で言うと、

定住人口等については一定の目標を達成しつつ、一方で、それに対しての質ですとか持続

可能性ですとか、そういった部分については課題が残っているというふうに思ってござい

ます。特に新たに既存の基本計画の中でも温暖化対策というのは非常に重要な取組として、

施策として位置づけられてきましたけども、そういったものにこれからなお一層取り組ん

でいくというような契機になったのかなということで総括としてみたいと思います。 

○嶋崎分科会長 よろしいですか。 

○林委員 はい。 
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○嶋崎分科会長 はい。それでは、調査に入ります。 

 初めに、目でいきますと、１、環境まちづくり総務費、決算参考書２２４ページから２

２５ページについて、執行機関から説明があれば下さい。 

○平岡環境まちづくり総務課長 第１目、環境まちづくり総務費のうち、主要施策の成果

に掲載している事業につきましてご説明いたします。 

 主要施策の成果８０ページ、決算参考書２２４ページ、事務事業概要４４ページの放置

自転車対策でございます。 

 令和４年度は、秋葉原駅周辺の放置自転車の削減と一時利用者向けに利便性を確保する

べく一時利用方式の神田花岡町自転車駐車場の整備を行い、令和５年４月から運用を開始

いたしました。周辺の一時利用方式の秋葉原駅東側駅前広場、西側高架下、中央口高架下、

秋葉原公園、東口第１、西側歩道橋下の６か所の自転車駐車場、定期利用方式の秋葉原駅

東口第１・第２、岩本町臨時の計３か所の自転車駐車場と併せ、１０か所目となります自

転車駐車場の整備により、平成１３年度から指定し、拡大してきました秋葉原駅周辺自転

車等放置禁止区域におけます放置自転車対策を一層推進してまいります。令和４年度の区

内主要駅での放置自転車台数調査では、秋葉原駅周辺では２０７台と前年度比で微増でし

たが、主要駅の合計では１,４８９台で、前年度比で７.４％増となりました。今後も放置

禁止区域などの重点地区における巡回の強化や啓発活動を含めた放置自転車対策を推進し

てまいります。 

 ご説明は以上でございます。 

○嶋崎分科会長 はい。ご説明いただきました。質疑を受けます。 

○桜井委員 今の課長から説明を頂いた放置自転車対策について質問をしたいと思います。

この件については、主要施策の成果のほうに載っているとおり、千代田区のこの自転車、

駅に止められる自転車の放置については、かねてから課題として受け止められて、これは

千代田区だけでなく、各自治体も頭を悩ましているというところではないかと思います。

その中で、決算参考書の予算現額が２億４,２００万ということで、翌年度の繰越額が３,

２００万、不用額が５,３００万余計上されております。執行率は６４.８９％ということ

でございますが、まずはこの翌年度の繰越額、括弧の注釈のところに「放置自転車対策」

というふうに書かれておりますけども、ちょっともう少し具体的にお知らせいただきたい

と思います。翌年度繰越額と、それと不用額、これがなぜこんな５,３００万も出たのか

というところについて説明を頂けますか。 

○平岡環境まちづくり総務課長 今、桜井委員からご質問２点を頂きました。一つは繰越

明許の額、それともう一つは不用額の部分だと、になってございますが、まず、繰越明許

費でございます。こちらにつきましては、猿楽町自転車保管場所におきまして、管理事務

所の改築工事を行っておりましたが、近隣の方への工事の事前説明を行いました際に、土

曜日、日曜日、こちらはやっぱり工事を避けてほしいというようなご意見を頂きました。

工期を検討しまして、工期が不足するというような事態となりましたので、工事費の予算

額の８,９１７万７,０００円から前払金額２,０２０万円を差し引いた額を繰り越したとい

うような事情でこの３,２００万円を計上させていただいたというようなところでござい

ます。 

 それから、不用額５,３００万円ほど出ておりますが、こちらも執行によります残が大
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変に多うございまして、一番大きかったのは委託料でございます。区内にあります自転車

駐車場の管理業務委託を行いました際に、契約差金が生じたというようなことが大きな影

響で、こちらは委託料だけで２,３００万円ほどの残が出てございます。この中の大きな

部分を占めるところでございまして、この契約差金によります残が大きな影響になってい

るというようなところでございます。 

○桜井委員 はい。大きいですね、２,３００万、委託料。 

○平岡環境まちづくり総務課長 はい。 

○桜井委員 ねえ、大きいですよね。これ、毎年、このぐらい出ているんですかね、毎年、

はい。 

○平岡環境まちづくり総務課長 実は毎年入札をさせていただいておりますが、昨年度の

業者さんは大変に安価で応札されたというふうに認識をしてございます。その業者さんの

落札した額だけではないんですけれども、様々な世情を鑑みて業者さんも応札をしていた

だけるというようなこともございまして、今回は落札額が大きくなったと思っております

が、工事、あ、失礼しました、契約の内容、仕様の内容とかも毎年変更してございますの

で、変更に応じて、いろいろな事情を業者さんのほうも見ながら積算額を積算された上で

応札されていただいているというような事情も加味しますと、こういった大きな額が出て

きたことはちょっと、今回の件についてはちょっとまれなことかなというふうに認識して

ございます。 

○桜井委員 まあ、いずれにしても、こういう委託料というものが発生すると。今期につ

いては２,３００万という大きな金額にはなっているけども、そうはいっても、委託料と

いうのはそこそこの金額がやはりかかってくるんだろうというふうに思います。その中で、

先ほど駐車場の管理の１０か所でしたっけ、ご説明を頂きましたけども、この主要施策の

成果を見ると、定期利用が１６か所で、一時利用が１５か所と書いてあるんですよね、３

１か所。そうすると、その残りの２１か所というのは、民間か何かの駐輪場ということな

んですか。その管理の、これ全体が分かるような、さっき、委託をしているんですという

お話だと、そういう残りの２１か所のところにもそういう管理をされる方が張りついてい

るんですよとか、ちょっとそこら辺の、毎日こういう形で管理をしているんですというこ

とが分かるような説明いただけますか。 

○平岡環境まちづくり総務課長 この年間自転車駐車場及び一時利用自転車駐車場、こち

らにつきましても契約によりまして管理を業者委託しております。２０数か所というふう

に桜井委員おっしゃったんですが、年間登録自転車駐車場というのは、いわゆる定期利用

の駐車場のことを指しまして、これは１６か所。それから一時利用、これはコインパーキ

ングですね、こちらが１５か所で合わせて３１か所、本区では管理をしてございます。い

ずれも管理の仕方についてのお尋ねがございましたが、コインパーキングは精密機器でも

ありますし、お客さんの収納金を収納する機械もございますので、そういった点から管理

運営をさせていただいております。それから、定期利用の箇所も、それから一時利用の箇

所も不正に駐輪される方もなかなか散見されるところでございますので、巡回をさせてい

ただいて、不正をされるような事態がある場合は注意をするというようなことで業務委託

をさせていただいている。あと、それから駐輪場の清掃等もしていただいているというよ

うな形で業務委託をさせていただいております。 
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○桜井委員 区内の駐輪場がどれだけあって、どういうように運営をされているというの

は、ちょっと今分かりにくいところがあったんですけども、私はね、この駐車場、放置自

転車の駐輪対策というものは負の対策じゃないと思っているんです。というのは、勝手に

止められちゃう、自転車ね。そうすると、歩行者にとって危ない、または見ても汚らしい

とか、有事のときに非常に邪魔になるとか、この自転車の放置については、非常に、あん

まりいい話につながらない、負の施策みたいなようにいつも取り扱われるんですよ。ただ、

自転車という交通手段は決して悪い手段ではなくて、例えば車で移動するものが自転車で

移動する、環境的にも推奨されるべきものだと思いますし、ちよくるが今、千代田区とし

ても行われているように、やはりそれについては、むしろ奨励していく方向の中で、どの

ように整備についても安全・安心が保てていけるのかというところを、やはり求めていか

なければいけない。あまりにも負のほうばっかし見ていくと、この交通手段の自転車とい

うものがどうなのかって、間違った方向に行ってしまうというふうに僕は思うんです。 

 で、そういうときに、よく地方でも、東京都内でも、この近くだと錦糸町辺りでは、機

械式の駐輪場って、やっていますよね。あれは、やはり１か月２,０００円ぐらい、千代

田区と同じぐらいの金額ですよね。で、ＩＣカード１枚だけで、物の１０秒もあればぱっ

と入っていっちゃう。それで、表に出て、路上に出ている分については、本当にその自転

車を入れるところの、その建物だけですから非常にスペース的にも狭くて済む、下はとも

かくとしてね。というようなものが各駅の近くに整備をされている。で、この錦糸町なん

かでも、やはり９００台とか８００台とか、放置自転車で非常にクレームが多かったもの

が９０台ぐらいになくなって整備されたと。特に、こういう機械式というのはきちっと収

納されるので、今、自転車ブームで高級な自転車は多いですけど、そういう高価な自転車

も非常に人気があるし、またはママチャリと言われているお母さんたちが乗る電動自転車

も楽々そこに収納ができるというメリットもあるんだということを聞いたんですけども、

そういうようなものを整備をしていくことによって、先ほど委託料で２,０００万、２,３

００万という話がありましたけども、もう少し長い目で見て、むしろ千代田区は自転車を

奨励しているんだというような観点から、整備の仕方をもう一度見直すということも、こ

れ必要なんじゃないかと思うんですけども、そこら辺は区としてはどのように考えてらっ

しゃるんですか。 

○平岡環境まちづくり総務課長 桜井委員ご指摘のとおりでございまして、決して私ども

も負の遺産にならないように、区民の皆様に安全な利用、快適な利用を、交通安全施策の

中で交通安全推進という点で周知していくこと、これをやりつつ、さらに危険な形で放置

されますと、歩行者あるいはほかの自転車通行者との事故が起こるというようなことで、

交通安全の両面から駐輪場に止めていただくことで快適なマナーを実現していただくとい

うことで、区民の皆様をはじめ、皆様にマナーとルールを守っていただいた上で自転車を

ご利用いただくというようなことが必要であるということで、これはもう両輪のものとい

うふうに考えてございます。その上で、例えば安全な利用ということですと、例えば道路

上のナビライン等の整備によって通行をきちんと明確にする。全ての方が安全に走行して

いただけるような形のものを考える。その一方で、放置禁止区域等をかけさせていただい

ている地域は主に繁華街になっている部分、それから駅周辺というような実態もございま

す。様々な方がお買い物、あるいは公共施設とかサービスを受けられるというような点で、
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この部分については自転車を使う場合には放置しないと。ルールを守ってしっかり町場に

来ていただくというようなことで、この両輪がしっかり回るように施策を展開することが

重要であるというふうに考えております。放置禁止区域は現在１１か所ございますが、全

て周辺駅から同心円状に描いたエリアを指定させていただいておりまして、この地域に適

時適正な駐輪場を確保させていただくこと、それによりまして周辺の道路からつながるネ

ットワークの中で自転車を使っていただく方が安全・安心にご利用いただける、そういっ

た形の施策展開を私どものほうで考えながら進めていくというようなことが大事だという

ふうに考えております。ご指摘は本当にそのとおりであるというふうに考えております。 

○桜井委員 ぜひ検討して、こういったことも含めて、自動の駐輪場なんかも含めて長期

的な視点で検討してみてください。そういうことでしていただけるということなので、こ

このところについてはそこまでにしますけど、１点だけ、この主要施策の成果の中に撤去

が１年間で２,２１０台、それで返還が１,３４７台って書いてあるんですよね。で、これ

はあれなんですかね、その、いつも止めている人は一緒、そして返していただく方も一緒、

という何かそういった分析みたいなのをされたことってありますか。 

○平岡環境まちづくり総務課長 なかなか私どものほうも、同じ方がいつも撤去されて、

それから自転車保管場所へ取りに来られるというような事象は確認はしておりません。撤

去させていただいた車両は、おおむね毎年、大体比率は同じなんですが、６０％程度が返

還されております。何らかの形でお見えになって、駐輪場も見つからなくて、その店先に

止めたというようなことで、ただ、そこが放置禁止区域でありまして、我々も即時撤去を

させていただくというような機にあって、撤去された方が急ぎ返還を求められてきたんだ

なあとは思っておりますが、おなじみさんといいますか、毎回毎回同じ方が来られるとい

うような傾向は、私どものほうは存じ上げておりません。 

○桜井委員 ああ、そう。 

○平岡環境まちづくり総務課長 はい。 

 ただ、先ほど来お話ししておりますとおり、この撤去件数が増えることが私ども、目的

ではございませんで、やはり安全・安心な形で使っていただくと、交通路を使っていただ

くということがモットーでございますので、返還する際にも一つ、これまでのような形で

路上に止めることなくというようなことを周知させていただくというようなことも継続し

ながらやってまいりたいというふうに考えております。 

○嶋崎分科会長 よろしいですか。 

○桜井委員 はい。 

○嶋崎分科会長 はい。 

○春山委員 この決算額のうち、放置自転車対策の割合がどのくらいなのか、それと、何

でしたっけ、自転車駐車場の委託料がどのくらいなのかの内訳を教えてください。それと、

放置自転車対策にかかっている費用は、ここ３年、どのくらいの推移をしているのかを併

せて教えてください。 

○嶋崎分科会長 分かる。 

○平岡環境まちづくり総務課長 分科会長、環境まちづくり総務課長。 

○嶋崎分科会長 はい。 

○平岡環境まちづくり総務課長 まず自転車の経費ですね、自転車対策にどのくらい経費
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がかかっているかということなんですが、今年度は、放置自転車対策で決算額はお示しさ

せていただいたとおり１億５,０００万円余でございます。これは大体、毎年あまり変わ

っておりませんで、今年度は工事請負費が先ほど申しましたとおり、猿楽町の自転車保管

場所の工事が４年度はございましたので、少しそれが増えておりますが、おおむね１億３,

０００万から１億５,０００万以下のクラスで経費は推移してございます。 

 あと、それから、これに関する維持管理料ということでよろしかったですか。 

○春山委員 放置自転車の撤去・返還に係る。 

○平岡環境まちづくり総務課長 はい。放置自転車の撤去は、これは年度によっても、や

はり差異がございまして、令和４年度は１,４４２台、令和３年度は１,９４５台、令和２

年度が１,６７２台でございます。大体１,５００台ぐらいで波を打っているような形です。

返還も大体それに比しておりまして、令和４年度は１,０２５台、令和３年度は１,４４６

台、令和２年度は１,１１３台、これはいずれも自転車だけでございますけれども、その

台数で推移しておりまして、返還率は、先ほど桜井委員のご質問の中で少しお答えしまし

たが、令和４年度は６１.０％、令和３年度は６４.５％、令和２年度は５６.７％と、大体

６割程度と、の方が返還にお申し出になってこられているということで、撤去した分の６

割は大体、毎年コンスタントにお返ししていると。 

○春山委員 その撤去・返還。 

○嶋崎分科会長 はい、春山委員。 

○春山委員 はい。この撤去・返還に係る今年のコスト、教えてください。今のご説明い

ただくと、この少なくとも３年間、いたちごっこ的な数字で、放置自転車対策の撤去・返

還というのが変わっていないというふうな認識でよろしいでしょうか。先ほど桜井委員、

今このご質問をさせていただいているのは、桜井委員の話にも関連することなんですけれ

ども、千代田区として、この自転車というのをどう捉えていくかというのがすごく重要な

のかなというふうに思います。ちよくるとの、例えばサイクル・アンド・ライドというか、

交通結節点との自転車の関係性をどうしていくのかということも含めて検討していただき

たいという意味でのコストの質問です。 

○平岡環境まちづくり総務課長 実は、今、副委員長からお尋ねいただい――あ、春山委

員からお尋ねいただいた撤去に関するコストということなんですが、実は、これ撤去は

様々な経費がかかっておりまして、自転車保管場所の管理運営、それから撤去するために

車両を配置しまして、その車両に乗せ換える経費、あと、それから撤去をする前には警告

をするという手続がありますので、これはうちの区の職員が直接警告札をつけて警告する

というような、大体おおむね３点から成ってございます。 

 ちょっとご紹介させていただくと、おおむね自転車保管場所の運営は、先ほどの自転車

の駐輪場の運営と一緒の契約の中で執行させていただいておりますが、ちょっとその部分

だけ抜き取れないんですが、委託料は大体、おおむねこれら自転車の保管場所から自転車

駐輪場も含めまして、おおむね７,０００万円強ぐらい、昨年度かかってございますので、

ちょっと抜き出しが難しいんですけれども、自転車総体で維持管理をするとなると、その

ぐらいのコストはかかります。プラス、先ほど申しましたとおり直接的な人件費と申しま

すか、職員が３人体制で区内を道路観察をしたり、あと、それから放置自転車の警告をや

ったりというようなこともありまして、ほぼ平日は毎日のように出て警告を行っていると
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いうような形です。 

 それから、２番目のお尋ねは、自転車施策としまして、例えば私どもでさせていただい

ているコミュニティサイクルとの関連でございます。コミュニティサイクルちよくるをは

じめ、コミュニティサイクル事業自体は、これまで自転車を使っておられた方も環境にも

配慮すると同時に、手軽に乗る乗り物ということで、シェアしながら乗っていただくとい

うようなことです。直接的、放置自転車がこれで減ったというような数字はまとめてはお

りませんが、近年はコロナ禍が明けまして、自転車の利用者は、実は増えてございます。

そういった増えた利用者の方も、例えば会社に、千代田区に通勤される場合に駐輪場所が

なければ、お近くの隣接区から乗り入れてくるというような形で、放置自転車対策の一助

になっているということは間接的には言えるかなというように思っておりまして、これか

らもコミュニティサイクルのポートを増やしていくことで区民の方の利便性を高めると。

それとともに、間接的にはなりますが、放置自転車対策の一助にもなっていくと。正しく

ポートに入れていただいて返却していただく、そして正しく乗って地元のほうに帰ってい

ただくというようなことを、私どものほうもしきりとそこは周知させていただいておりま

すので、そういうことが総じて自転車施策の一環になっているというふうにお考えいただ

ければと考えてございます。 

○嶋崎分科会長 いいですか。 

○春山委員 はい。 

○嶋崎分科会長 はい。関連はありますか。関連、はい、はやお委員。 

○はやお委員 るる答弁いただきまして、まず一つは、ちょっと私の聞き違いか、不用額

の大きなところが契約差金、契約差異であるというお話だったんですけど、これが２,３

００万円なのかどうか、もう一度確認をしたい。 

 それと、先ほど職員が３人いて、結局はここのところの警告を貼りに行くのは区職員で

すよと言ったんですけれども、もう一度そうなのかどうなのか。というのは何を聞きたい

かというと、区職員であれば、人件費になるのに、ここの中の費用というのは何なのか。

だから、区職員というのがどういう契約スタイル、本当の直接の職員ではないという意味

なのかどうかをお答えいただきたい。 

○平岡環境まちづくり総務課長 先ほど申しました大きな不用額ということでご説明させ

ていただきました。令和４年度の予算額１億円余に対して委託料の部分だけですが、執行

済額が７,６００万ということで２,３００万の残ということです。こちら、いろいろな委

託契約をさせてはいただいておりますが、委託料総体でというふうにお考えいただければ

と思っております。 

 それからもう一つ、区の体制のことについてお尋ねがございました。現在、放置自転車

対策をするための職員が３名おりまして、その３名は区の職員でございます。区の職員が

直接行って警告札を貼るというようなことをさせていただいておりますが、これ、いわゆ

る行政行為に当たるものでございますので、区の職員が直接やらせていただいているとい

うような形で対応しております。 

○はやお委員 はい、委員長。 

○嶋崎分科会長 はやお委員。 

○はやお委員 ああ、すみません、分科会長。ということであれば、ここのところの費用
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について、さっき等々の７,０００万かかる中の人件費ということについては、職員の部

分は入っていないということなのか、入っているということなのか、ちょっとそこのとこ

ろがちょっと意味が。 

○嶋崎分科会長 明確に。 

○平岡環境まちづくり総務課長 すみません、説明が不足しておりまして申し訳ありませ

ん。区の直接人件費はこの中には入ってございません。 

○嶋崎分科会長 入っていない。はい。 

○はやお委員 分かりました。じゃあ、ちょっと説明側のところは、入っているかのよう

な説明だったので、それは入っていないということですね。あと、結局は２,３００万ま

での不用額が発生する、たといったところが、経費が削減されたということは非常にいい

ことなんだけれども、やっぱりなかなか積算根拠で予算を、その業務委託をしたといった

ときに、これだけの違いが発生したときに、いいとか悪いとかではないけど、実際終わっ

てみて具体的な課題というか問題点があったのかどうなのか。２,３００万円安くなりま

したけれども、いや、サービスが悪くなりましたよという話になっているのかなっていな

いのかお答えいただきたい。 

○平岡環境まちづくり総務課長 今、はやお委員からご指摘いただいた点は、毎年、私ど

もも課題となってございます。利用される方からもいろいろなお話もあるんですが、現場

サイドからも意見はございます。やはり気持ちよく止めていただくためには、周りにごみ

が散らかっているというようなことはなかなかちょっと環境美化のためにもよくありませ

んというようなことで、巡回の回数を増やして、なかなかこう、夜遅くになりますと、ご

みを周辺に置いていかれる方もいらっしゃるようでございまして、できるだけそういうこ

とがないように、巡回をしながらそういった美化にも努めるというようなことを契約、毎

年毎年見直す中で、業務として少しずつ変えながら対応させていただいているというよう

なところもございます。 

○はやお委員 というのはちょっと、はい、分科会長。だから結局、何かといったら、そ

の適正な、その契約の金額になっているのかというところをチェックしていかなくちゃい

けないと。今、例えば、そうでしょう、足りなかったものを追加させていただきながら、

いや、自分たちの要求水準に対して、それができているのか、できていないのかというと

ころを答えていただきたい。 

○平岡環境まちづくり総務課長 申し訳ございません、ちょっとお答えが漏れておりまし

た。要求水準といたしましては、おおむねできているというふうに考えております。契約

の仕様の中で巡回の回数を見直すであるとか、巡回の体制を改めていただくとか、そうい

ったことは検討を毎年続けておりますので、そういった中での業務としては一定程度、成

果は上がっているというふうに考えてございます。 

○はやお委員 こういうところで、何年の頃だったかちょっと私も覚えていないですけれ

ども、読売新聞か何かに、東京駅がワーストワンだということでなって、で、そのときに

様々に対応を考えていく必要があるんじゃないのか、プロジェクトでやっていく必要があ

るんじゃないのか、こういう、こんな問題になってきたら区長自らがプロジェクトリーダ

ーになってやるべきじゃないのかって言ったわけですね。で、それが今、秋葉原駅が非常

に問題である、ワーストワンであるといったところが出てきているんで、この辺のところ
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についてのね、やっぱり一番分かりにくいのは、この１５か所のところの箇所のそれぞれ

のね、定期利用だとか、コインパーキングの一時利用ということでなっているんですけれ

ども、ここに、適材適所にこの放置自転車の対策する場所になっているのかどうか。それ

で、結局は秋葉原ということで重点しているんだけど、じゃあ、かつて東京駅がそういう

問題が起きていたんだけど、そういうものについてはどうだったのかというところをお答

えいただきたい。 

○平岡環境まちづくり総務課長 はやお委員からご指摘いただいた点は、私ども毎年、そ

こは肝に据えてさせていただいております。今年度、先ほど申しましたとおり、花岡町に

駐輪場を造らせていただいたのは、まさにそういうことでございます。苦情もございまし

て、ちょうどヨドバシカメラさんの前であります。あのところは、もともとちよくるのポ

ートがあったんですが、そのちよくるのポートに輪を描いて駐輪が増えていったというこ

とで苦情も大変あったと。そういったところに即応していくのが私たちの仕事の一つだろ

うというふうに考えておりまして、ちょうどちよくるのポートを一回外させていただいて、

コインパーキング式のものを取り入れさせていただいたというような経緯がございます。 

 お尋ねのもう一つは、コインパーキングと定期利用、このすみ分けと申しますか、どう

いう形で力点を置いているのかというところでございます。従前は、やはり商売をやって

らっしゃる方とかが自転車をお使いになられるようなこともあったので、定期利用を中心

に自転車駐車場は整備してまいりましたが、近年は、やはり自転車の使われ方が相当やっ

ぱり変わってきているのかなというふうに感じておりまして、やはり来街者も含めて区民

の方も、毎日はお使いにならない方も増えてきているというようなところで、近年整備さ

せていただいている自転車駐車場は、おおむね一時利用の形を取らせていただいておりま

す。そのほうが、実際に来て、空いているところに止められるというような利点が高いと

いうことと、お買い物にも最初の２時間は無料とさせていただいておりますので利便性も

高いというようなことで、ルールを守って、適切に利用していただく機会が設けられてい

るのかなというふうに思います。 

 それからあと、３番目が、たしか放置禁止区域、東京駅の例を挙げられておりました。

東京駅に関しましては、有楽町も含めて、駐輪場を昨年度、整備させていただいておりま

す。やはり社会経済情勢も含めて動きがありますと、その地域に自転車が増えてくる、何

か建物が建てば、その建物の周辺に集客があるというようなことは予想されるところでは

ございますので、そういった適宜を見ながら、自転車駐輪場もこの地域にできるだけ早期

に整備したいというような考え方をもってして、昨年度も有楽町を整備させていただいた

経緯もございますので、今後、そういった放置自転車の動きもにらみながら、適時適切に

駐輪場の整備を図ってまいりたいというふうに考えてございます。 

○はやお委員 今の話の中でね、決して努力をしていないということを言うつもりもなく

て、やっぱり我々としては疑義をしっかりと確認していかなくちゃいけない。ちょっと、

だから厳しめの話を。でも、やっぱりここのところの、例えば８０ページのところの、こ

の主要施策を見ると、ちょっと分かりにくいんですね。事業が、何というんですかね、並

列にばらばらと書いてあって、ああ、そうだよね。本来であれば、そこの対に執行済額を

書いていただくと、ああ、この対策についてはこうだったのね。これは今後、財政課のほ

うに言う話なのかもしれないんだけれども、まあ、それはそれでいいんですけど、特にこ
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の放置自転車に対しては、普通はですよ、この対策について現状はこういう状況です、そ

れが今言った撤去だとか返還だとかというのはあるのかもしれないけど、実態がどういう

ふうになっていて、それで我々の対策はこういうふうに打ってきました、そして、結果こ

うなりましたって書いていないから分かりにくいんですよ。それが普通なんですよ。 

 だから、放置自転車対策、何をやっているか。一生懸命やっているのは分かりますよ。

だけども、それが我々のほうに、もしくは私たちが分からないと言ったら、さらに区民な

んて分からないんですよ。だから、やっぱり分かりやすく説明するという点について、こ

れは一つの方法なのかもしれないけど、ちょっとこれは分かりにくい。やっぱり重要な施

策の一つですから、このほうの整理について、どういうふうに考えているのかお答えいた

だきたい。 

○平岡環境まちづくり総務課長 今、はやお委員からご指摘を賜りました。まさにおっし

ゃるとおりでございます。ちょっと説明が足りずに大変恐縮でございました。花岡町の現

状は今お話をさせていただいたとおりでございますが、今後、自転車対策をしていくとい

うことは、区民の生活、これを安全・安心に保っていくためには、我々、交通施策として

何が必要なのかということの視点でこういう取組をしていかなければいけないということ

は、まさにおっしゃるとおりだというふうに考えております。今後、そういったことでご

報告をさせていただくときは、こういう地域にこういう課題があって、それを解決するた

めに、例えば私たちが放置自転車対策をこうやっていますというようなストーリーが分か

るような形で今後展開をしてまいりたいというふうに考えております。 

○はやお委員 最後にします。これについて、何を確認したいかというと、先ほどのちよ

くるの話です。だから、これが所管を超えるから、僕はあえて質問するつもりはなかった

のが、ちょっと出たので、今後は自転車対策というのがどういうふうにあるのか、総合的

にどういうふうにしていくのかといったときに、そのちよくる含めて、どういうふうにプ

ロジェクトで庁内でやっていくのかということは検討していただきたい。まあ、できるの

かどうか、そうなってくると部長答弁になるのかもしれない。で、あと道路だとか何かの

ところとなってくると、たしか書いてあった後のところでも見ますけれども、公共空間活

用検討会というのが新規で入っておりますけども、ここに書いてあるのは、道路や公園な

どの公共空間をどうするのかということなんで、これがまさしく放置自転車が多いと、そ

ういう部門との総合的な検討というのはどういうふうにあるべきなのかというところを、

もう少し総合的にやっていかないといけないと思うんですけど、この辺について、それな

りの方の答弁いただくとありがたいです。 

○印出井環境まちづくり部長 はやお委員からのご指摘でございます。自転車関係の施策

につきましては、走る際、走行環境、それから止める場所とか、それからシェアサイクル

に活用の展開というようなこともあります。それから、今般の本会議でもご指摘ございま

したけれども、自転車以外の自転車同等のモビリティーの普及とかというようなところも

ありますので、我々としては、その走行環境の整備、それから駐車・駐輪環境の整備、そ

れからこの時代に即応した環境対策も含めたシェアリングですとか、先ほど春山委員から

ご指摘ありましたけれども、拠点との他の交通手段との連携ということを総合的に検討し

ていかなきゃいけないというふうに思っています。現状、自転車のガイドライン等もあり

ますけれども、こういった状況の変化を踏まえまして、どういうふうに全体の体系化につ
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いて見直す必要があるのかということについて引き続き検討してまいりたいというふうに

思います。 

 さらに先ほど、桜井委員からも指摘がありましたけれども、駐輪に関わる技術の進展等

もあります。一方、我々の区の土地というのはなかなか駐輪場に割ける土地というのがな

い、新たに取得するのも大変だということもありますので、その辺りについては、まちづ

くり部隊、まちづくりのほうともしっかり連携して、民間開発の中で、そういった機能も

充実させるとか、総合的にこれからも検討を深めて推進してまいりたいというふうに思い

ます。 

○嶋崎分科会長 よろしいですか。 

○はやお委員 はい。 

○嶋崎分科会長 関連。 

○林委員 うん。 

○嶋崎分科会長 関連、はい、林委員。 

○林委員 この目でみらいプロジェクトの掲載指標というのがこちらなんで確認していき

たいんですけれども、ちょっと個別のほうで、まず４年度から新規で民間に自転車駐輪場

を整備する際の一部を助成すると、これ２００万、事務事業概要の５１ページに当たるん

ですけれども、補助金上限額２００万と。土地代の高い千代田区で２００万というのは非

常に、どうしてなのかなと、最初の予算を編成した２００万の根拠と令和４年度であった

実績、ここをお答えください。 

○平岡環境まちづくり総務課長 今、林委員からお尋ねいただいた２００万円なんですが、

おおむね区内で１か所、民間の駐輪場を誘致したいというようなことで他区の実情を踏ま

えながら２００万円という金額を計上させていただいたところでございます。ただし、主

要施策の成果にも触れておりますところではございますが、昨年度中、様々な事業者の方

にもヒアリングをさせていただいたんですが、なかなか千代田区内で自転車駐輪場の民地

をご提供いただけるという事業者の方は、なかなかいらっしゃらない。周辺区でも、民間

の駐輪場というのは公営の駐輪場と別に設けられているところはあるんですけれども、地

型の悪い土地で、自転車の駐輪場として使うぐらいがちょうどいいような場所も転用され

ているというようなことをお聞きしております。本区の場合はなかなか、地型の悪い土地

というのはなかなか区内には存在しないというようなところで、例えばマンションのちょ

っとしたデッドスペースでありますとか、そういったところでも、もし駐輪スペースが生

み出せればというようなことで考えていきたいというふうに考えております。それから、

実は駐輪場の偏在性についてはお尋ねもございましたが、麹町地区が特に駐輪場が足りな

い状況でありますので、そういった点も含めて地域の偏在をないように、この民間駐輪場

のほうを整備していきたいというふうに考えてございます。 

○林委員 いや、もうちょっと短く。２００万円でやってくれるところが、駅前ですよね、

駐輪場、大きなお店とか、まあ、大きな店は自分のところで商売でやらなくちゃ、まあ、

駅前、交差点のところ。ここであると思われた理由は何なんですかという聞き方なんです

よ。難しいのはおっしゃるとおりで、高いんですから、土地代が。 

○平岡環境まちづくり総務課長 先ほど申しましたとおり、自転車駐輪場が偏在性といい

ますか、地域によって駅周辺でありますとか、そういったところを目途として造らせてい
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ただいているんですが、その自転車放置禁止区域をかける上でも、そのスポットとなって

空いてしまっているような部分が、やはり麹町地区には散見されるというふうに思ってお

ります。そういったところに民間の土地を使って何がしかの整備ができないかというよう

なことで考えさせていただいたというようなところではございます。２００万円の根拠は

先ほど申しましたとおりなんですが、他自治体の事例も見ながら、この２００万円という

ようなことで想定をしておったというようなところでございます。 

○林委員 要は２００万上限で、どうしてそうなったのか。課題意識で麹町地域に、駅前

に駐輪場できれば、これはいいことだと思うんですけれども、幾らだったら造ってくれそ

うなのとか、４年度の実績を踏まえて、５年度も、もう半分以上終わったわけですから、

課題認識を聞きたいんですよ。もう一個、まだヘルメットについてもちょっとあるんです

けれども、要は基本、みらいプロジェクトできてから違う事業が出てきたところですので。 

○平岡環境まちづくり総務課長 既にこの制度につきましては要綱も定めさせていただい

ておりまして、１か所２００万円ということで考えております。その経費につきましても、

ラックの経費でありますとか精算機の経費、そういった単価も設定させていただいており

ますが、おおむね区が整備した場合を標準として捉えて、同じような形で一部補助になる

ように計算はさせていただいております。ただ、業界といいますか、事業者の方にはヒア

リングさせていただいたときも、この経費云々よりは、むしろ提供できる土地が見当たら

ないというようなところがネックでございますので、この経費を上げても、なかなかちょ

っと適地な地点が見つからないとすれば、ちょっとその手法も変えなければならないとい

うことで検討は進めていきたいとは思っております。 

○林委員 そうですよね。分かりやすく言うと、車でコインパーキングは民間でたくさん

やるわけですよ、採算性が合うから、レンタカーもやって。ただ、自転車のほうは採算性

が合わないから、一部、二輪はありますよ。じゃあ、オートバイはね、単車、原チャリも、

やらないんですよ。そうすると、放置自転車対策というのは地方公共団体としてのやらな

くちゃいけない仕事なんじゃないかと思うわけですよ。すると、土地を借りるも借り上げ

るとか、何らかの手法をしない限り採算性が合わないところに、いや、１００万だって、

たばこの喫煙所よりも低いようなお金をやって、実現可能性があると思われたこと自体が

本当に残念だ。で、来年度以降、ちょっと本格的に変えてもらいたい。最後のところでも、

また、この地方公共団体のをやりますので、というのをいきます。一応、わきまえて、承

知しておいて。 

 もう一つが、みらいプロジェクト以降で、やっぱり補正予算だったヘルメットを努力義

務でつけなくちゃいけなくなったと。これは行く行く義務になってしまうかもしれない。

で、単車とか原チャリの場合はヘルメット入れたり、自転車の場合、通勤・通学の方がヘ

ルメットかぶって駅のそばまで行って自転車を止めて、ヘルメットを抱えてなかなか行け

ないではないですか。こういった新たな補助制度も出すんで、この放置自転車対策、駐輪

場のどういうやり方をトライしてみようかというのは考えられているんですかね。 

○平岡環境まちづくり総務課長 ２点お話がありまして、まず前段の民間補助、民間駐輪

場のほうについての手法は、ご指摘のとおり、少し検討の幅を広げて対応してまいりたい

と思います。 

 それから、後段でお尋ねのヘルメットの、何というんでしょうか、使われている方の利
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便と申しますか、そういったところの点でございます。確かにヘルメットは折りたためな

いと、その現状、大きなものでありますから、当然持って歩くのが非常に大変というよう

なことは意見として私どものほうも聞いておるところではございます。ただ、そのヘルメ

ットをどのように管理するのか。コインロッカーのような形で駐輪場につけて、そういう

サービスをやったほうがいいのかというのは非常に検討のあるところ、余地のあるところ

かなというように考えております。駐輪場を確保した中で、そういったヘルメットの保管

場所、コインロッカーのようなものを造っていくというようなことですと、やはりなかな

か、その整備場所の確保であるとか、そういった課題も出てまいりますので、そういった

ことも将来的な方向も見ながら検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

○林委員 はい。それで基本計画構想のほうへ入るんですけれども、地方公共団体として

放置自転車対策をやらないといけないというので、ずっと区の最上位計画で出てきたと思

うんですけれども、そもそも、これ、平成１１年から放置自転車対策をやられたと。みら

いプロジェクトができたのが１３年、ああ、基本計画ができたのがね、第３次の。これで

一つが対象者というのをどういうふうに捉えられたのか、です。要は区内に自転車を駐輪

しなくちゃいけない人というのは何人ぐらいをずっと想定されていて、今後、どれぐらい

なのかと。ずっとやり取りの中では、放置自転車が９０台ありますから、何とか駅の前に。

じゃあ、その台数の分を駐輪場という、いたちごっこのようなことではなくて、大きなこ

う、大体、千代田区というのは人口どれぐらいになるんだろうと、自転車保有率はこれぐ

らいだろうと、だから駅前にはこれぐらい必要なんじゃないかという想定というのは、行

政計画上、これまで第３次基本計画を最初にやった２００１年から改定かけて、改定かけ

てってやってきたときに、最初のときはやられているんですよね、実態調査って、一番最

初の石川区政の。改定のときはやっておられるんですかね。 

○平岡環境まちづくり総務課長 今、林委員からご指摘いただいた目標と申しますか、補

足する数字としては、例えばこのぐらいの台数があって、これを放置自転車対策として駐

輪場にこれだけ入れたいというような行政計画は私どものほうでは持ち合わせてはおりま

せん。ただ、私どものほうも、これまで放置自転車が最もピークになった時期、近時で言

いますと平成２６、２７ぐらいで、大変に多かった時期もございます。こういったことに

ならないように徐々に徐々に放置禁止区域を、その地域の実情に合わせながらかけさせて

いただく、拡大させていただきながら進めさせていただいたというような経緯がございま

して、放置台数をできるだけ減らしていくというような努力をさせていただきました。今

後は、そういったことも視野に入れながら放置自転車対策を進めてまいりたいというふう

に考えてございます。 

○林委員 要は目標設定で、まあ、今、できるだけとおっしゃいましたけど、基本的には

もう永遠の目標で解決はできないんだけど、ゼロにしたいという究極の目標があるんです

か。第３次基本構想のときは、誰もが安心して歩ける、安心して自由に歩けるまちにする、

これが究極目標で、看板もない、自転車もない、歩道空間はしっかりと歩けると、路地か

ら駅前から全て、これが掲げられた。この目標設定というのは変えていない、変わってい

ない。基本計画が変わり、そして最後のみらいプロジェクトというのが、目標は平成３７

年度、６年度、だったから、あと２年後か３、ぐらいでしょ。だけど打ち切られるんで、

今の時点まで変えていない状態で究極の目標に向けてやられているという受け止めでよろ
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しいんですかね。で、今後も同じ目標を続けていく。 

○平岡環境まちづくり総務課長 先ほども申しましたとおり、区では具体的な目標は定め

ておりませんが、東京都におきまして、自転車安全利用推進計画というのがありまして、

これで、ここ５年間で放置の台数を都内全体で１.５万台以下にするというような目標は

掲げられております。それに基づいて、各区でおおむねこの秋に放置自転車の、駅前放置

自転車のクリーンキャンペーンを全都を挙げて展開するというような形で、自治体がスク

ラムを組むというような立ち位置で進めさせていただいております。そうした展開の中で

も今後必要な地域、例えば地域の実情として非常に放置が高くて、区民の生活に非常に支

障が出ているというようなところは酌み取りながら進めさせていただきたいというふうに

考えてございます。 

○林委員 そうしますと、第３次基本構想になるとちょっと長いんで、ちよだみらいプロ

ジェクト、２０１５年にできた、これで放置自転車対策というのは総額幾らつぎ込んで、

で、効果というのはどの程度だと把握されているんですかね。 

○平岡環境まちづくり総務課長 今、林委員からお尋ねの、ちょっと経費的に総額という

のは、ちょっと捕捉ができておりません。なかなかちょっとそこの部分の分析はちょっと

難しいかと思っておりますが、成果として最終的に放置をゼロにしていくというようなこ

とはもう私どもも究極な目標として持ってございます。それに目指して、何が必要でとい

うようなことも、今後、そういったところも含めて、布石を持っていかなければいけない

という認識はもちろんございますが、今現状として長期的な展望がないと、なかなかそう

いった布石をどこに持っていくというようなところがないところは確かに現状ではござい

ますので、今後、そういった計画的な視点で事業運営を図れるように調整をしてまいりた

いと思います。 

○林委員 さっき春山委員が３年と言いましたけど、まさしく計画行政で、基本計画で、

５年間に財源幾ら投入しますよと、で、年度予算はこうですよと、何億ずつつぎ込んでい

きますよと、５か年で５億ですよと、これが計画行政なんですよ。僕ら議会のほうも目標

値に向かってちゃんと決算いっているねと、予算は５億円。だけど執行率が悪くて、予算

はいっているけど、３億しか使っていないじゃないかと、おかしいじゃないかと、もっと

努力しなくちゃいけないというのが決算審査になるわけですよ。で、トータルで、計画は

基本、みらいプロジェクトのときに出ていたと。金額までは出ていないけどね、途中で基

本構想の、基本計画、第３次基本計画の中でなくなってしまったけど、見えなくなったけ

れども、決算のときぐらい、あるいは計画の最終年度ぐらいは、そういった総括的なもの

を出してもらわないと、一体幾らつぎ込んだらいいんだろうと。このまま見えない目標に

向かって、遠く放置自転車ゼロに向かって、じゃあ、来年は３億使えばいいのか、４億使

えばいいのか分からなくなってしまうんですよ。で、やっぱり職員の方も、日々業務、大

変だと思いますけれども、こういった重点施策のところから言えば、示してもらいたいん

ですよ。 

 で、僕らも身近に言われるわけですよ、放置自転車、あの自転車、いつも止まっている

よねとか、何とかならないのと。理由は簡単で、駐輪場がないから撤去できないんですよ

ね、そういうところというのは。課題認識もあって、現状課題もあって、やらなくちゃい

けないのもあると。だったら幾らまでつぎ込めばいいんだというのを分かるには、この決
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算しかないんですよ。予算はどーんといって駐輪場を造りたいですと、でもやったら駄目

でしたと、交渉したら駄目でしたとなっているんで、決算審査にならないようなものにな

ってしまうんですよ。 

 で、主要施策の成果のほうも、先ほどちょっとありましたけれども、来年度、６年度の

当初予算に向けては、いいですよ、４次構想に向けたで。ただ、令和４年の決算ぐらいは、

みらいプロジェクトの最終年度ですよ、どこまでできたんですかというのぐらいは書いて

もらわないと困るんですよ。で、これ僕の意見というよりも、令和４年度の当初予算のと

きに、きっかりみらいプロジェクトに向けて、実現に向けてって、皆さん方が作った資料

で書いてあるわけですよ。要は一致しなくなっちゃうんですよ、こういうものだと。今ま

で使ったけど、まあ、よく分からないけど、頑張ったと。一生懸命こいでいったよと。西

海岸に、アメリカのね、例えがいいのかどうか分からないけど、行こうと思ったけど、こ

いでいったと。だけど、気づいてみたら、何かフィリピンのほうが見えてきちゃったとか、

方向がこれ違ったんじゃないかとならないように目標設定しっかりやって、燃料、あと幾

ら必要なの、何ガロン必要なのというのを見極めるには、指標、目標がないとできないん

ですよ。そこについて、今後、これからどういった目標設定を、基本計画がないわけなん

で、していこうとされているのか。先ほど都市計画マスタープランと部長は言われました

けど、どこを見ればよくなるのか。で、僕らが決算審査で議会がどこを見れば目標に向か

って決算、まあ、予算もいっているねというのがチェックできるようになるのか、ここを

ちょっとお答えしていただきたいんですよ。 

○印出井環境まちづくり部長 今、林委員からご指摘がございました。令和４年度まで前

基本計画の計画期間であるということで、例えば放置自転車等々についても、みらいプロ

ジェクトの中では、その具体的な数字とか示しているところではなく、一方で、そのめざ

すべき将来像の中で自転車も含めた移動環境の向上というようなところの中で、我々とし

ては具体的な現象として発生する違法な駐輪の是正というものを極小化するところで取り

組んできたところでございます。それらについて、確かにこの前計画における、そういう

良好な移動環境の整備に向けて違法駐輪を減らしていくという、その計画期間における取

組はどういうふうに進められ、現状としてどうなのか、それから次の基本構想の中でも、

ある種、めざすべき将来像で、人にやさしいまちづくりにより、便利で快適な都心生活を

送っていますという形で示されておりますけれども、それの具現化に向けて、今後、各年

度の予算、あるいは複数年で財政措置が必要な取組については、そういったものもお示し

できるような形で取り組んでいきたいというふうに考えております。自転車施策について

は、先ほど、はやお委員からのご指摘にもございましたとおり、少しその、これまでの自

転車ガイドライン等の部門別計画みたいなものも現代的にアップデートしなきゃいけない

部分もありますので、今日頂いたご指摘を踏まえて、ちょっと今回の決算の中では、今日、

これまでの取組をご説明できていないところがありますが、今後、ご指摘の点も踏まえて

計画的に進め、その事後の検証もしていただけるような形でご説明できるよう尽くしてい

きたいというふうに思います。 

○林委員 ぜひ、そうしていただきたいと思います。自転車、先ほど民間の話を出しまし

たけど、やっぱり地方公共団体がやるしかないと。東京都はやってくれないですよね、そ

こまで。で、もう一つがちよくるの関係で、ちよくるもヘルメット対応になったときに、
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本当に稼働率、大丈夫ですかと。今まで展開して、私もよく利用していましたけど、ヘル

メットをかぶらなくちゃいけなくなったら乗れなくなってしまうわけですよね、自転車持

っていない人は。どうするんですかとかという課題をしっかりと体系的に少し出してもら

いたいというのが一つです。 

 もう一つが、第４次基本構想ではないので、これ言うと嫌われるかもしれないですけど、

僕はね、例えば九段一丁目の再開発事業があると。駅前直結なわけですよ。まさしく駐輪

所を造る、これ以上の機会はないと思っているんですよね。いろんな、秋葉原駅もいろい

ろ賛否両論あるかもしれないけれども、公共性のあるものって何だろうというと、先ほど

の議論のをやって、民間じゃやってくれないことを、日常的なものを地方公共団体がやる

しかないんですよ。それは納税者から税金を納めてもらって、誰もにひとしく道を快適に

歩いてもらわなくちゃいけない責務を負っているのは地方公共団体だけですから。そうす

ると、土地を、区道があった、これを部屋にするというのも一つの考え方かもしれないで

すよ、床面積って。だけども、そうじゃなくて、こういった放置自転車のような地方公共

団体しかできないようなものを中に組み込んでいく、それは、その開発ごとに適当にやっ

ちゃまずいと思うんですよ。方針をつくって、駅前には土地があったり区道を、もし廃道

する場合には、駐輪所造るような方策を考えましょうよという話を入れなくちゃいけない

わけですよ。で、不便な場所に、桜井委員も錦糸町、お詳しいので、まあ、いいのもあっ

たかも、ああいうのだって、再開発とか、区の区道を変えたりするときにしかできないと

思うんですよ。それは皆さんしかできないこと。地方公共団体しかできない役割を、課長

が替わったら忘れちゃうんじゃなくて、やっぱり計画、方針、構想で出してもらいたいん

ですよね、みらいプロジェクトに掲げられている大事なものを。そうしないと、どこかで

忘れ去られたり、その都度、ここはこうだけどって、別途とか臨機応変とかになるよりも、

やっぱりどこかでいくと、ああ、これは公共性がある開発事業なんだねとかになっていく

と思うんですけれども、どうなんだろう、都市計画マスタープランだけで、それいけるも

のなんですかね。 

○印出井環境まちづくり部長 林委員からのご指摘でございます。なかなか区が新たに土

地を取得して、駐輪場の整備等をするような形というのは、一般的、普遍的な手法として

は難しいと。そういった中で、ご提案のとおり、一つは民間の開発の公共貢献に位置づけ

るというような考え方、それはあるんだろうと思いますし、これまでもそういった形で公

共貢献を受け止めたケースはあるかと思います。その辺りのメニューについて、開発の場

所とかニーズとか、そういったことを踏まえて、どういった形でメニューとして我々とし

て受け止めて、開発事業者と交渉していくかということについては、これまでの考え方と

今後のモビリティーの多様化も含めて検討させていただきたいと思います。あわせて、そ

ういった既存の区の財産を変えるような場合について、その公共性の中で自転車駐輪場の

確保ということについてもプライオリティーのあるものとして認識してございますので、

それも併せて部内で検討してまいりたいと思います。 

 さらには、公園等の整備ですね。公共施設の再整備の中でも、これは各区事例ございま

すけれども、駐輪場機能を併設するとかというようなこともございますので、その辺も含

めて考えていきたいと思います。その辺りも含めて、先ほどご答弁申し上げましたが、今

後の自転車施策の少し体系化の中で検討していきたいというふうに思います。（「関連」
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と呼ぶ者あり） 

○林委員 あ、ちょっと…… 

○嶋崎分科会長 ちょっと待って。はい。林委員。 

○林委員 部長はね、そうおっしゃる。だけど、それが部長が変わって、部長がもっと偉

くなっちゃうかもしれないんでね。 

○印出井環境まちづくり部長 いいえ。 

○林委員 そうすると、なくなっちゃうんですよ。で、やっぱり区道の廃道とかというの

は、今まで千代田区民の先人たちも、まさしく公共的な空間、税金もかからない、こうい

った部分を廃道するときとかに、変える方針なり構想なりというのをつくっていただきた

いというのが、あれなんですよ。考えていきます、受け止めます、検討しますというのは

いいんですけど、もうそれっ切りで、個々、個別になっちゃうんですよ、開発も。やっぱ

り柱として、この開発するんですけども、公共性を持たせるのは、今までなかった放置対

策の解決として、駐輪場を作る方針があるんですと。例えでいいかどうか分からないです

が、万世会館、清掃事務所だけじゃないんですみたいな形とか、生涯学習館とか図書館と

か入れるだけじゃないものになるんですと。区道の廃道が。床に変わるんじゃないんです

と。公共性のある、誰もが使えるもので、誰もが利便性、快適な道を使えるんですという

方針を立てていただかないと、部長限りで終わっちゃうんですよ。検討で。別途で終わっ

ちゃうんですよ。だから、それを更新なり、構想をつくっていただくのを考えるんだった

らいいんですけど、個々・個別の政策を考えるんだったら、ちょっと残念過ぎてしまいま

すし、みらいプロジェクトの検証作業にもならなくなってしまいますので、どうですかね。 

○印出井環境まちづくり部長 先ほどの答弁の後半のところで述べさせていただきました

自転車施策の中で、やはり走ると、止めると、使うというようなことから考えたときに、

止めるということについて、どういった形で整備をしていくのかと。駐輪場の課題をどう

解決していくのかというのも含めて、今後の自転車施策の体系化、既存の自転車関係の計

画の見直しとか、そういった中で、重要な論点として検討させていただきたいと思います。

○嶋崎分科会長 はい。 

○林委員 駄目か。 

○嶋崎分科会長 よろしいですか。 

 はい。はい。小枝委員。関連だよね。 

○小枝委員 関連です。 

○嶋崎分科会長 はい。 

○小枝委員 はい。論点は、もう皆様から十分出ている話だとは思うんですけれども、私、

一番気になりますのは、是非論は言いませんが、やはり２００万の民間借上げのところで

すね。ここが、本当はまちというのはゆっくりと動いていく、先の見えない中で、そうい

う、どうしてもいろんなタイムラグの中でまちが動いていくという。今まで私の視野の中

で見えてきたのは、あそこの神保町の交差点の靖国通りのところに、１か所民間借上げ型

のようなものがあるけど、あれがそういう対象なのか。要はですね、まちの発意も含めて、

いろいろな商店街の中にも空き地が出てくる場合はあるわけで、また、開発の是非論はと

もかくとして、開発に至るまでにタイムラグというのが出てくるわけですよね。その間に、

適正な価格をもって借り上げて、かつ公共の責任が果たせる適正価格とは幾らなのかとい
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うことも、やはり十分に検証する必要があるんじゃないかと。麹町価格と神田価格は違う

のかもしれない、秋葉原価格と神保町価格は違うのかもしれないけれども、それも含めて、

やっぱり公共の責任が成り立つように、これだけまちの変遷の激しい中で、何かこう、再

開発をしないと物が始まらないという考え、硬直化にはまらないように、そのプロセスの

中でも、よく緑の問題では、ニューヨークは、空き地ができると、そこに緑の、一時的だ

けれども、空間ができるなんて本が出ていましたけど、そういう暫定的な利用というもの

を、定期借地なり、定期時限でね、３年であるとか、そういうふうなことをやっていくと

いうことが、非常に先送りしないために重要だと思うので、そうした検討を可及的速やか

にやっていただきたいなというふうに思います。 

 で、この２００万を適用しているところがあれば、今まであれば、何か所なのか、どこ

なのかというのを教えていただきたい。制度がいつからなのかも教えていただきたい。 

○平岡環境まちづくり総務課長 今お尋ねいただきました、後段でお尋ねいただいた２０

０万を提供できる場所は何か所あるのかという点ですが、こちらは決算でお示しさせてい

ただいたとおり、様々な事業者を当たりましたけれども、今のところは…… 

○小枝委員 ゼロ。 

○平岡環境まちづくり総務課長 なしです。 

 それから…… 

○小枝委員 それ、ゼロ。（発言する者あり） 

○平岡環境まちづくり総務課長 なかなか民間の事業者様もですね、こういった土地をご

用意するというところは難しいかなというふうに考えてございます。 

○小枝委員 本当に。 

○平岡環境まちづくり総務課長 それから、あと、この事業に当たりましては、ちょっと

そごがないようにさせていただきたいのですが、あくまで遊休地と申しますか、活用とし

てなかなか目途が立たないような土地があれば、あるいは民間のマンションの一角でも、

デッドスペースになっているようなところがありましたら、ぜひそういったところで活用

ができないかということが原点で創設させていただいたものであります。ですので、ちょ

っと開発によって得られた用地を生み出して、そこに２００万円をやるというようなスタ

ンスではなくて、そういった事業として進めさせていただいておる、その中で、なかなか

昨年度実績が生まれなかったというようなことで、林委員からもご指摘いただきましたと

おり、事業の執行の見直し、それから組替え等も含めながら検討させていただきたいと考

えております。 

○小枝委員 じゃあ、はい。 

○嶋崎分科会長 小枝委員。 

○小枝委員 私は開発の流れでと言ったわけではなくて、先ほど例で挙げた、そうすると、

靖国通りでやっている元中華料理屋さんが、たまたまそこをやめて空地になったので、そ

の間、民間駐輪場になって、採算どうなっているのかなって、いつも、固定資産税ぐらい

払えているのかなって、こう、気になるところなんですけれども、そういう民間が自発的

にやっていることと、千代田区は何もリンクしていないということなんですかね。あるい

は、その場所をご存じないですかね。ほかの事業ですか。 

○平岡環境まちづくり総務課長 今お尋ねなのは、事務事業概要ですと４７ページにござ
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います神保町交差点自転車駐車場のことを指して言われているのかどうなのか、ちょっと

私も分からないんですが、もしこちらでありますれば、民間の敷地だった部分、かつて民

間の敷地だった部分に対して、同じように公共駐輪場として整備をさせていただいた駐輪

場、６４台を確保させていただいたというようなところでございます。 

 一方で、公共の駐輪場で整備ができれば、私どものほうも整備をさせていただきたいん

ですが、公共で整備できない点が、今回のこの助成制度で、民間の力を借りて整備をして

いただくというようなところで、ちょっと主体者を異にして、駐輪場をできるだけ増やし

ていくという仕組みで考えさせていただいているところでございます。 

○小枝委員 はい。 

○嶋崎分科会長 小枝委員。 

○小枝委員 ４７ページ、１０番、恐らくそうなんだと思います。これは民間敷地借上げ

型になるわけですよね。ということは。民間敷地の借上げ型ということがですね、ほかの

遊休地でも、年数を１０年とか言っちゃうと困難かもしれませんけれども、ちゃんと賃料

を払って、固定資産税、さらに見合うだけの価格、収入が見合うだけのことをやっていけ

ば、それは手を挙げるところというのは、それこそ何ですか、車のパーキングと同じよう

な、遜色ないぐらいになれば、それは手を挙げるところはあるだろうと思うので、これ以

上言いませんけど、価格設定を、ここも参考になると思うんですよ。それともお金払って

いないのかな。賃料を払わないで、何とかそちらの運営で、駐輪場の運営費で何とかして

くださいってやっているのか、その辺もちょっと、ちゃんと研究課題としてですね、まと

めた上で、また事業運営を努めてやっていただければ、再開発がまあ動かなくても、動く

部分が出てくるんじゃないですかということを、隙間でね、やれることはやりましょうよ

ということを言っています。意味分かりますか。 

○平岡環境まちづくり総務課長 今、委員からお尋ねいただいた点は、受け止めさせてい

ただきたいと思っております。自転車は、コインパーキングでやります場合、回転率と申

しますか、利用率ですね、これがどのぐらい高まるのか、それと、あと料金設定にもより

ます。私どもは、公共の駐輪場は２時間無料とさせていただいておりますが、別にそれが

必ずしもその地域の実情に合っていなければ、料金体系も含めた検討がなされて十分かな

というふうに思っておりますので、そういったところを総合的に見ながら、駐輪場の整備

というのが図られるようなこと、そういったことも検討してまいりたいというふうに考え

てございます。 

○嶋崎分科会長 いいですね。はい。（発言する者あり）関連。 

○岩田委員 はい。 

○嶋崎分科会長 今、放置、放置自転車。 

○岩田委員 はい、そうです。 

○嶋崎分科会長 はい、岩田委員。 

○岩田委員 すみません。先ほどのところにちょっと戻っちゃうんですけど、はやお委員

のところでありましたよね、委託費７,６００万強のところで。巡回するのに３人体制で

いるって。それは職員なので、これはお金が入っていないというんですけど、この職員と

いうのは、正職員じゃなくて、臨時に雇った職員ということなんでしょうか。それとも正

職員なんでしょうか。 
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○平岡環境まちづくり総務課長 本区の当課に配属されております会計年度任用職員が行

っておりまして（発言する者あり）それが２人、それから、あと正規の職員が１人という

形で、３名職員という形になっております。 

○岩田委員 あと、撤去とか管理なんかにも人が要るわけですよね、当然。その人たちと

いうのは、ちょっと言いづらいかもしれないですけど、どれぐらいの金額で見ているんで

しょう。 

○平岡環境まちづくり総務課長 業務委託は、総括的に車の借上げ等と一緒にやらせてい

ただいているので、ちょっと細かくは分析はできないんですが、その中で、従事していた

だく方も含めて、車に同乗していただくというような契約とさせていただいてございます。

そういった方々の力も借りながら、本区の職員も警告をやりながら、撤去自転車を搬送す

るというような業務に今当たっているというようなところでございます。 

○岩田委員 あー、パックになっているのか。 

○嶋崎分科会長 よろしいですか。はい。 

 ５０……。放置自転車はいいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）この目１は、まだあり

ますか。（発言する者あり）いや、やれるんだったら、目１まで終わりたいんだけれども。

（発言する者あり）はい、何ですか。 

○林委員 ホームドア。 

○嶋崎分科会長 ホームドア。はい、どうぞ。林委員。 

○林委員 決算参考書、２２４ページ、７番のホームドア整備の推進です。事務事業概要

だと２３ページになります。 

 順次、ＪＲ等々の鉄道会社とお金を出し合って、やってきて、これまでできた駅のホー

ムと、残されたところというのは、令和４年度終わって幾らなのかというのと、４年度の

実施の内訳です。 

○平岡環境まちづくり総務課長 まず、今年度の実績でございますが、決算額１億９９０

万円、こちらは飯田橋駅の緩行線ホームに２列、ホーム２本分ですね、２列を整備させて

いただいたものでございます。 

 お尋ねのもう一つが、これまでにやってきた整備駅のお尋ねがございました。区内の鉄

道事業者は数社ございますが、東京メトロ、東京都交通局、つくばエクスプレス、この３

鉄道事業者は全て整備が完了してございます。整備が完了しておりませんのは、ＪＲ東日

本のみとなってございまして、整備が完了していない駅は、東京駅の一部、それから神田

駅の一部、秋葉原駅の一部、御茶ノ水駅全て、四ツ谷駅全てとなってございます。 

○林委員 最初、これ、税金を入れると言ったとき、僕もかなり違和感あったんですよ。

何で鉄道事業者がやらないでって。ただ、実際、地下鉄は全部できて、子どもと行くのも

怖くないですけども、やっぱりＪＲというのは怖いんですよね。子どもはやっぱり怖がる

わけですよ。急にどーんと落ちるのが見えて。市ヶ谷駅なんかも、こう細いバーみたいな

のになっているので、子どももすっとこう、抜ける危険性もあるようなところ。要は補助

するときに、行政のほうで、何だろう、子どもがくぐり抜けられないようなものとかとい

うのは、指定はできないものなんですかね。雨が降ったり、地下じゃないから。なんです

けれども、まあ、ホームは屋根がついていたりするので、こう、ちょっと怖くないような

ものというのは、できないものなんですか。 



令和 5年 9月29日 予算・決算特別委員会 環境まちづくり分科会（未定稿） 

 ２４ 

○平岡環境まちづくり総務課長 林委員がおっしゃっていらっしゃるのは、何ていうんで

しょうか、フルのドアのものと、ガラス戸を含めたフルのドアのものと、簡易式と申しま

すか、バーの高さが少し若干異なっておりまして、それがスライドするタイプと、２種類

というふうに受け止めてございます。これは鉄道事業者が駅の利用者ごとにあの状況を見

て、どの形がその駅に最も適しているのかということを判断しながら、ドアの形状をセレ

クトしているというようなところでございます。例えば乗降客の方の客層が、どうしても

フルのものがいいということであれば、鉄道事業者がそれを、客層を見ながら選択し、そ

れに伴って、本区のほうが必要なものと認める場合は、それを補助するというような仕組

みという形になってございます。 

○林委員 うん。 

 はい、分科会長。 

○嶋崎分科会長 林委員。 

○林委員 要は、できるだけフルスペックというのかな、見えてもいいけれども、バギー

も落ちない、ちっちゃい子もくぐり抜けられない、車椅子の方も大丈夫なものに指定って、

なかなかできないんですか。これから東京駅と神田駅と秋葉原駅、御茶ノ水、四ツ谷駅で

すよね。これこそ分かりやすい計画行政のやつで、補助対象の駅はもう決まっていて、ホ

ームが増えないわけなんですよね。と、１個当たりの単価というのは、ＪＲも負担になっ

てしまうかもしれないし、東京都も負担になってしまうかもしれないけれども、より安全

なホームドア、要はスペックを上げる。分かる……。例えはあまり僕得意じゃないけど、

本当は子どものタブレットとか、スペックを上げて、千代田の子どもは喜んでいるわけで

すよ。ほかの自治体のよりも。同じような形で、千代田区内の駅のホームドアの質、ここ

を少し上げるような取組を、もうゴールが見えているので、次年度以降できないものなの

かなという問いかけなんです。それは千代田区のオーダーとして、地方公共団体としてオ

ーダーをかけると。 

○平岡環境まちづくり総務課長 今、林委員からおっしゃっていただいた、フルのサイズ

のホームドアにするというようなところですね。 

○林委員 うん。 

○平岡環境まちづくり総務課長 鉄道事業者のほうに、そういったことができない、全駅

でそういう取組ができないかどうかという点は、申し入れることはできますので、私ども

のほうからお話をしてみたいというふうに考えてございます。鉄道事業者も、バーが短い

ものも基本的には転落防止という機能としては十分果たしているというようなことで、選

択の中で、安全基準を満たしたホームドアを入れておりますので、その点も含めて、今、

ご意見のあった点は、鉄道事業者に私どものほうから伝えてまいりたいというふうに考え

てございます。 

○林委員 はい。 

○嶋崎分科会長 いいですか。 

○桜井委員 ちょっと今のに関連。 

○嶋崎分科会長 はい、関連で。どうぞ、桜井委員。 

○桜井委員 特別な千代田のスペックという話が、今、林委員からもありましたので、一

つだけ聞かせてください。 
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 このホームドアを設置するときにいろいろと議論にもなっていましたけども、視覚障害

の方、聴覚障害の方、また、いろいろとお体に、段差のご不自由を解決しなきゃいけない

というような、そこら辺は既にもう鉄道事業者のほうで対応しますということでお話があ

るようでございますけども、特に聴覚・視覚に対する、特にあの中というのは非常に騒音

があってですね、分かりづらいと。ここまでそういうホームドアで安全対策をやろうとい

う話が出ているわけですから、そこら辺のところの話というのは、少しは進んでいるんで

しょうか。（「道路公園課」と呼ぶ者あり） 

○平岡環境まちづくり総務課長 今、桜井委員からお話を頂いた点、総合的に、やはり視

覚障害の方も、それから健常者の方も、皆さんが安全に駅を利用できるというような形が

求められるというふうに受け止めてございます。 

○桜井委員 聴覚もね。 

○平岡環境まちづくり総務課長 はい。まさにそのとおりでございます。 

 今、平成２８年度から、区のほうは鉄道事業者を入れた形で、鉄道駅バリアフリー連絡

会という会議体を発足させて、その中でバリアフリー、総合的に、今おっしゃったような

点も含めてですね、バリアフリーの取組というようなことは進めてまいるというようなと

ころでございますので、そういったところをより一層充実していくように、鉄道事業者に、

この連絡会を通じながら、しっかりとした取組を求めていただけるようなご協力をお願い

するというようなところは、私ども区としての責務があるかなと思っておりますので、

（発言する者あり）そういったところを取り組んでまいりたいというふうに考えてござい

ます。 

○桜井委員 はい。よろしくお願いします。 

○嶋崎分科会長 よろしいですか。はい。 

 小枝委員は、いいの。 

○小枝委員 うん。 

○嶋崎分科会長 はい。 

 じゃあ、ここの目１のまちづくり総務費は、調査は終了していいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎分科会長 はい。 

 それじゃあ、この時間なんで、暫時休憩します。 

午後０時１０分休憩 

午後０時５９分再開 

○嶋崎分科会長 はい。それでは、休憩前に引き続きまして、分科会を再開いたします。 

 目２、環境保全費、決算参考書２２４ページから２２７ページにつきまして、執行機関

から、まず環境保全費について、執行機関から説明はありますか。 

 はい、どうぞ。 

○山﨑環境政策課長 それでは、まず私のほうから、第２目、環境保全費のうち、主要施

策の成果に記載の事業の中で、初めにヒートアイランド対策・暑熱対策の推進についてご

説明いたします。決算参考書は２２６、２２７ページ、主要施策の成果では８１ページの

６０番をご覧ください。 

 区は、平成１８年に策定した「千代田区ヒートアイランド対策計画」に基づき、新築の
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建物に対する緑化の推進や、ドライ型ミストなどのクールスポットの創出に取り組むとと

もに、区民や事業所に対して、高反射塗料や日射調整フィルムなどのヒートアイランド対

策助成ですとか、打ち水、緑のカーテン事業などの普及啓発を実施しています。 

 また、令和３年度から、ヒートアイランド対策計画の見直しに向けた検討を続けており、

令和４年度には、航空機観測による熱分布調査など、ヒートアイランド現象の現状調査を

行うとともに、学識経験者や環境省、東京都の担当職員などにより構成された、計画の見

直し検討部会を３回開催いたしました。 

 今年度は、これまでの見直しの方向性を踏まえながら、ヒートアイランド対策計画の改

定を行ってまいります。また、子ども施設への日除け設備を麹町保育園に加え西神田保育

園など、要望のあった４施設に対し、新たに設置をいたしました。 

 次に、生物多様性の推進についてでございます。主要施策の成果は、８４ページの６３

番をご覧ください。 

 平成２５年３月に策定した「ちよだ生物多様性推進プラン」は、令和元年度に目標年度

を迎えていることから、推進プランの見直しが必要となっております。 

 令和４年度は、区内の生物多様性の現状を検証するため、区内１７か所において、生物

モニタリング調査や区民を対象とした生物多様性に関するアンケート調査を実施するとと

もに、推進プランの改定に向けて、その方向性を学識経験者や区民、事業者、学校関係者

などで構成された生物多様性推進会議において検討したところです。また、区民参加型モ

ニタリング調査（生きものさがし）やセミ羽化観察、どんぐり観察などの生物多様性の普

及啓発を実施しております。 

 今年度は、生きものさがしに多くの方が参加していただくために、スマートフォンアプ

リを活用した投稿も可能としました。また、昨年度の生物モニタリング調査結果や、この

たび改定された国や都の生物多様性戦略との整合性を図りつつ、千代田区の推進プランを

改定してまいります。 

○古川ゼロカーボン推進担当課長 併せまして、私のほうから、決算参考書２２６ページ、

環境保全費、４項目め、地球温暖化対策についてご説明いたします。主要施策の成果にお

きましては、８２ページ、６１番をご覧ください。 

 令和４年度は、主に「千代田区気候非常事態宣言」で掲げました「２０５０ゼロカーボ

ンちよだ」の実現に向けた取組を実施してまいりました。その取組の一つといたしまして、

令和４年１０月にゼロカーボンフォーラムを開催し、企業や団体などの取組や次世代の意

見を発表するなどし、区内の脱炭素化に向けた機運醸成や取組の促進を図りました。また、

地方連携によります区内の産地指定再エネ電力供給につきましては、新たに茨城県神栖市

と再エネ電力の供給に関する協定を締結いたしました。また、令和４年度より、新たに電

力契約を再エネ電力へ切替えを行った家庭及び事業者に対する切替促進事業、及び電気自

動車などのクリーンエネルギー自動車購入や充電設備などを設置された方への助成事業を

開始いたしました。なお、令和４年度に予定しておりました区役所本庁舎地下３階駐車場

の充電設備の設置でございますが、合同庁舎であることから、国と充電設備の設置方法に

つきまして協議したところ、設置方法の変更を求められたことなどにより、協議に時間を

要した結果、令和４年度中の設置には至らず、誠に恐れ入りますが、令和５年度に１,４

４５万９,０００円を繰り越しさせていただきました。 
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 今年度は、より実効性のある取組を推進するため、再エネ電力に切り替えた世帯に対し、

これまでの啓発品に代え、現金２万円を支給いたします。また、地方連携による再エネ電

力の供給につきましては、７月の委員会でもご報告しましたとおり、電力契約を不要とす

る非化石証書方式の導入ですとか、さらに、ＥＶ用充電設備の普及に向けまして、充電設

備の公道への設置の可否などを含めた調査・検討などに取り組んでまいります。 

 私からは以上です。 

○嶋崎分科会長 はい。以上ですか、説明は。はい。 

 理事者の説明が終わりました。質疑を受けます。 

○岩田委員 ６０番のヒートアイランド対策のところで、ドライ型ミストの設置、はい、

これも何度か言っているんですけども、この設置箇所、区内、区内公園５か所と緑道１か

所、場所をちょっとそれぞれ教えていただけますか。（発言する者あり） 

○山﨑環境政策課長 まず、ドライミストの場所なんですが、神田児童公園、和泉公園、

芳林公園、千鳥ヶ淵公園、九段坂公園、千鳥ヶ淵緑道。 

○岩田委員 うん。うん。 

○山﨑環境政策課長 以上６か所になります。 

○嶋崎分科会長 岩田委員さ、今のところはさ、事務事業概要に書いてあるよ。 

○岩田委員 はい。６５ページですね。はい。確認で。はい。 

○嶋崎分科会長 いや、確認はしていただいても構わないけど、書いてあるんだから、そ

れを踏まえて質疑してください。 

○岩田委員 はい。はい、すみません。 

○嶋崎分科会長 岩田委員。 

○岩田委員 はい。ですね。ありがとうございます。 

 それで、神保町の交差点のところにある箱、あれは、なぜ入っていないのか、ちょっと

聞きたいんです。 

○山﨑環境政策課長 神保町の交差点のところにある、設置してあるドライミストにつき

ましては、あれは商店街のほうで設置をしているとなっています。その設置をする際に、

当時、区のほうから補助をしている、そういった状況でございます。 

○岩田委員 うん。最初、補助をして、その後は定期的に支出は何かしているんでしょう

か。例えば電気代の補助だったり、お水の何か補助だったりとか、そういうのはしている

んでしょうか。 

○山﨑環境政策課長 ドライミストの補助については、作るときに補助するもので、今で

もヒートアイランド助成の中では入っているんですけど、特に維持管理について補助はし

ていないというような状況です。はい。 

○岩田委員 この今言った５か所と１か所のところで、千鳥ヶ淵の緑道、あったんですけ

ども、あそこも確かにいいんですけども、いつやっているのかとか、そういう、何か広報

とかって、どれぐらい皆さんに行き届いているのかなって。僕も行って初めて分かるぐら

いで、区民の方がどれぐらいそれを知っているのかなというと、ちょっと、この広報の仕

方はちょっと問題あるような気もするんです。皆さん、あまり知られていない。自分も近

くの方に「こういうのをあそこやっていますよね、今」と言っても、「え、そうなの」と

いう方が、まあ、大半というよりも、ほぼ全員だったので、いつ、どういうふうな感じで
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やっているのかというのは、どういうふうに広報しているんでしょう。 

○山﨑環境政策課長 これから始めますよというような形では、たしか広報はしていなく

て…… 

○岩田委員 うん。 

○山﨑環境政策課長 ホームページ上には載せているというような状況です。センサーも

ついておりまして、２５度以上設定で動くような形になっているんですね。ですので、そ

れで暑くなり始めた頃にスタートする設定。うちのほうで設置準備が済んでからというこ

とになりますけど。で、終わりは９月末までというふうにしております。はい。 

○岩田委員 ２５度以上で稼働するということなんですけど、じゃあ、これって、どれぐ

らい稼働して、幾らぐらいかかったんでしょう、あそこの緑道だけで。 

○山﨑環境政策課長 ちょっと待ってくださいね。稼働時間については、まだちょっと、

すみません、集計等々出ていないような状況なんです。ですね。 

 あとは（発言する者あり）はい。そういう状況です。すみません。（発言する者あり）

○岩田委員 日数も。日数。あ、時間だけでなく、日数もまだ把握はできていないという

ことでしょうか。 

○嶋崎分科会長 休憩します。 

午後１時１０分休憩 

午後１時１２分再開 

○嶋崎分科会長 分科会を再開します。 

 今のところは、調査が必要だということで、今、調査をしていただいていますので、同

じところでの質疑を続けてください。 

 岩田委員。 

○岩田委員 今年は特に暑くて、真夏日が、都心、東京都で、東京都心で９０日という、

何か記録的な猛暑だったということで、こういうのは、ほかにもこう、続けていくんでし

ょう、広げていくんでしょうか、場所として。ここも含めて続けていくんでしょうか。 

○山﨑環境政策課長 なかなか、ドライミストを設置するには、場所等、条件がかなり決

まっておりまして、今の公園のところでも、公園だったらどこにでも設置できるというわ

けでもないんですよね。当然、直結の水道はなきゃいけないし…… 

○岩田委員 ああ。 

○山﨑環境政策課長 電気もなきゃいけない。あとは、設置するような場所というのをつ

くることができる場所というふうに限られておりますので、もし要望があって、場所が可

能であれば、そういうふうなところには設置をしていきたいという思いはありますが、今

のところ、来年度、ここを増やすとかというような計画はありません。 

○岩田委員 ああ、なるほど。はい。はい。 

○嶋崎分科会長 民間でたしか補助金を出して、自分のなんかで、結構、不特定多数が来

場されるような場所にも、設置は、民間の努力もしていただいているよね。そうだよね。 

○山﨑環境政策課長 はい。 

○嶋崎分科会長 それも含めての話だからね。 

○岩田委員 うん。 

○嶋崎分科会長 はい。だそうです。 
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 どうぞ。 

○岩田委員 ちょっと特定の場所を言っていいのかな。神楽坂のところなんかは、商店街

のところが、こう、神楽坂、うちじゃないですよ、だから新宿区ですよ、もちろん。 

○山﨑環境政策課長 はい。 

○岩田委員 はい。神楽坂の、他区で。はい。神楽坂のところで商店街があって、そこに

こう、まあ、何十メートルか、ずっとドライミストが、こう出るような感じになっていて、

やっぱりある程度の長さが必要だと思うんです。で、もちろんこれも直結の水道とか電気

も必要で、そういう商店街の方たちとかの協力も必要で、なかなか難しいということなん

ですけども、前もちょっと言ったんですけども、そういうときに、今、千代田区にある大

径木、つまり緑陰ですよね、日陰、街路樹、そういうのがどれぐらいの温度を下げるとか、

そういうのをちゃんと検討したのかというのを前聞いたら、あんまりしていなかったみた

いなんですけど、あれからどうですか。検討はされましたか。街路樹によって、どれぐら

い気温が下がって、どれぐらいの効果があるのかみたいな話は。 

○山﨑環境政策課長 昨年度、ヒートアイランド対策のこれまでの計画の検証の中で、３

８か所ぐらい気温の測定等々もやっています。その中で、特にビルの日陰になっていて、

さらに木が生い茂っているようなところは、気温としては低かったよというのは、報告は

上がってきたりもしていますけど、それが、当然、それ、条件もいろいろありますので、

結局のところ、気温の測定というところに関しては、その場所の１日の夜と昼間と朝とと

いうような、その時間軸の中での判断の仕方ということになっています。ほかと比べて、

その平均の気温とかというところでは、当然、そういう日陰になっているような部分とい

うことに関しては、効果があるんだろうなというふうになっております。 

○岩田委員 はい。 

○嶋崎分科会長 岩田委員。 

○印出井環境まちづくり部長 補足です。よろしいでしょうか。 

○嶋崎分科会長 はい。どうぞ。 

○印出井環境まちづくり部長 今の調査、ヒートアイランドで調査していますけども、大

径木ということで調査しているので、街路樹等ということでしていますので、そこだけち

ょっと補足させていただきます。 

○岩田委員 なるほど。 

 はい。 

○嶋崎分科会長 岩田委員。 

○岩田委員 で、その、何だ、ヒートアイランド対策では、敷地内緑化だったり、塗料を

塗ったり、何だ、フィルムを貼ったりとか、そういうのがあるみたいなんですけど、費用

対効果として、街路樹と比べてどうでしょう。そういう研究とかはされていますか。 

○嶋崎分科会長 どうぞ。 

○山﨑環境政策課長 直接、それで比べるということはしておりませんが、あまりにもち

ょっと条件を、どういうふうな条件で今想定されておっしゃっているのか、ちょっと分か

らないんですけど、屋内の話ですかね。日射フィルムというと、ガラスにフィルムを貼っ

てということになるので、屋内になってくるかと思うんですね。 

○岩田委員 うん。 
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○山﨑環境政策課長 ええ。そうすると、そうじゃなくて、窓のところに木が植わってい

て、樹木で日陰になっていてというようなことと比べるのは、ちょっと、そういった形で

は比べてはいません。はい。 

○岩田委員 ふーん。 

○小枝委員 ちょっと、そこのところは。はい。 

○嶋崎分科会長 はい。小枝委員。 

○小枝委員 前区長のときに、環境モデル都市ということで、そのモデルプランの中に、

緑の何でしたっけね、緑道、緑道を整備するみたいな計画があって、それは実施はされた

のかされないのかも、何か記憶が、一体、どこが緑道として整備される。計画にはあった

んですよ。それは引き継がれていないんですか。計画をつくったきりで、やっぱりやめた

になっているんですか。 

○山﨑環境政策課長 当時、涼風の道の考えとかというようなことだと思うんですけど…

… 

○小枝委員 うんうんうん。 

○山﨑環境政策課長 その考えの下、千鳥ヶ淵の緑道のところをそういうふうな形で考え

て、ドライミストも整備してというようなことをやっております。はい。 

○小枝委員 でしたら、それでしたら、その答弁は涼風の道をプロジェクトとしてやり、

熱分布の調査もしているわけですから、その効果はそれなりに見られたというような、こ

う、計画の中で続いていく答弁であると好ましいのかなって。ちょっと差し出がましいよ

うですけども、今回の第４次基本構想の目指す姿として、良好な環境が次世代に継承され、

このまちに愛着や誇りを感じていますという状況に向かうために、この位置づけがあって、

それは行政としては継続されているわけですから、樹木との関係、そして道を整備して、

心地よい道を次世代に継承していくために、これをやったらこうだった、そして調査をし

たらやっぱりこうだったと、そういうふうな思考のまとめ方をしていただけると、つなが

っていけるかなというふうに思いまして、そこはそのように押さえていただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○山﨑環境政策課長 ご指摘ありがとうございます。それも含めて、今までのヒートアイ

ランド対策の計画を見直さなきゃいけないというところで、昨年度、いろいろ検証のほう

を行ってきて、その中で、千鳥ヶ淵緑道というふうなところで、ここに限ったようなこと

じゃないんですけど、ヒートアイランド対策を行っている場合といない場合、そのシミュ

レーションを行って、それも緑化対策ですとか遮熱舗装、あとはドライミストの設置、そ

ういったものを検証して、効果があったというふうに報告が上がってきております。はい。

引き続き、必要な検証を行いながら、また今回、計画のほうも見直すというようなところ

でございます。 

○小枝委員 関連で入っちゃっていいのかな。（発言する者あり）いいですか。ごめん。 

○嶋崎分科会長 はい。 

○小枝委員 あ、でも一応質問…… 

○嶋崎分科会長 分かったの。 

○山﨑環境政策課長 分かりました。 

○嶋崎分科会長 はい。じゃあ、さっきの岩田委員の答弁から入りましょう。 
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 どうぞ。 

○山﨑環境政策課長 先ほどの岩田委員の千鳥ヶ淵緑道、こちらのほうの昨年度の実施日

数ですね、そちらのほうは７８日間実施をしました。未実施だったのは、１４日間でござ

います。 

○嶋崎分科会長 岩田委員。 

○岩田委員 そのときにかかった経費はお幾らでしょう。 

○山﨑環境政策課長 ちょっと計算をしないと…… 

○嶋崎分科会長 はい。休憩します。 

午後１時２１分休憩 

午後１時２４分再開 

○嶋崎分科会長 はい。分科会を再開します。 

 答弁からお願いします。 

○山﨑環境政策課長 縁ヶ淵――じゃない、すみません。千鳥ヶ淵緑道、こちらの７８日

間の中でかかった費用、そのうち水道料金は５万３,８２０円でございます。主立った経

費としては、大体、それかなというふうに考えております。すみません。 

○嶋崎分科会長 岩田委員。 

○岩田委員 ということは、ほかも大体それぐらいな感じで考えていいんでしょうかね。

ほかの５か所、６か所、全部であるんですけど、大体同じぐらいというふうに考えていい

んでしょうか。 

○山﨑環境政策課長 規模によって、当然、水道使用量も変わってくるんですが、千鳥ヶ

淵緑道は、ほかのところと比べると、一番、数としては多い状況ですので、ここが一番大

きいかなというところです。 

○岩田委員 うん。 

○山﨑環境政策課長 一番少ないところですと、これの、そうですね、３分の１、４分の

１ぐらいの規模のところもあります。はい。 

○岩田委員 先ほど場所も限られているって、公園だったりとか、この緑道だったりとか、

場所は限られているという話で、この金額が出たと。それで、それに対して、区民の方々

の反応というのはどうだったんでしょうか。 

○山﨑環境政策課長 比較的、例えば散歩される方から言われたのは、例えば先ほどセン

サーの話をしましたけど、止まっているときに、どうして止まっているのという問合せを

受けるぐらいですね。あとは朝散歩されている方、特に千鳥ヶ淵とかですね、散歩されて

いる方は多いんですけど、朝早くても、もう今年は特に暑かったじゃないですか、という

ところで、もうちょっと早く動かしてくれとか、そういうお話もあったということなので、

非常に望まれているものなのかなというふうには認識しております。 

○岩田委員 はい。じゃあ、最後で。 

 これ、場所は限られているということなんですけども、今後、ちょっといろいろ検討し

て、広げていく可能性はあるのかどうかだけお答えください。（「答えた」と呼ぶ者あり） 

○嶋崎分科会長 さっき答えたよね。 

○岩田委員 はい。あの……。あ、ごめんなさい。えーと、ごめんなさい、言い方。すみ

ません。 
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○嶋崎分科会長 はい、岩田委員。 

○岩田委員 全域でどれぐらいまで広げる可能性があるのかお答えください。 

○山﨑環境政策課長 今現在も、ドライミストの設置については、民間の方といいますか

ね、設置したいという方には、補助体制を、制度を組んでおります。ですので、当然、ヒ

ートアイランド対策という意味では、できるだけ活用して、つけていただきたいなという

のは思っております。 

○嶋崎分科会長 はい、関連。はい、どうぞ。春山委員。 

○春山委員 まず初めの全体のヒートアイランド対策、地球温暖化対策、生物多様性の推

進、それぞれ関連性がある事業になると思うんですけれども、それぞれの事業のかかった

コストの内訳がもう少し分かるようにご説明いただきたいです。ドライミスト型がどのく

らいなのか、ヒートアイランド対策助成がどのくらいなのかというのが分かるように説明

いただきたいのと、この三つの関連する事業において、これって対策と緩和策と適応策、

それぞれが含まれていると思うんです。で、その全体像が全くどこに向かっていくのかが

見えてこない、この資料で。千代田区として対策はどういうふうにしていくのか、緩和策

はどうしていくのか、適応策をどう考えていくのかというのを、４年度の事業の、どう取

り組んだのかと、今後どう目指していくのかというところのご説明を頂きたいのが２点目。 

 それと、もう一つ、それぞれの事業の中で、例えば緑化であれば、それもヒートアイラ

ンドと地球温暖化と生物多様性とリンクすると思うんですけど、その横串にどういうふう

に事業を見ているのかということをご説明いただきたい。 

 令和４年、ＰＬＡＴＥＡＵを使っての検証をされたということなんですけれども、ここ

について、今後、この結果をどういうふうに生かしていくのか、また今後、定点観測的な、

どこかのエリアを定点観測ゾーンみたいのを使って、対策を取るということを検証してい

くのかという、そこについてどうお考えで、もう今年度やって、この観測をしました、こ

ういう対策をつくっていきますというだけのものなのか、お答えいただきたい。 

 ３番目。３番目が、最初の…… 

○嶋崎分科会長 ちょっと待って。ちょっと、あんまり盛りだくさんだと分からなくなっ

ちゃうから。（発言する者あり）今、俺、４点、（発言する者あり）今で３点目。４点な

かったかな。 

○春山委員 はい。 

○嶋崎分科会長 取りあえず、分かる。 

○山﨑環境政策課長 内訳からですね。（発言する者あり） 

○嶋崎分科会長 内訳から。まず、まず、じゃあ、答えて。はい。はい、どうぞ。 

○山﨑環境政策課長 それぞれ、ヒート、地球温暖化対策、生物多様性の主な内訳という

ご質問だったかと思います。 

 まず、ヒートアイランドにつきまして、決算で示している費用ですね、支出費用の４,

０００の、大体、約４,８００万、そのうちの主な内訳としましては、ヒート対策助成、

ヒートアイランド対策助成、こちらのほうが１１７万５,０００円。ドライ型ミストの設

置、こちらの業務委託が１,７３８万。あと、日除け設備の設置業務、こちらが２,７９７

万３,０００円。あとはゴーヤですとかツルムラサキなどの苗の配布を行う緑のカーテン

事業、こちらが７２万５,８９０円と。打ち水等につきましては、これは貸出しするのに、
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なくなれば買うということなんですけど、コロナ禍ということもあって、こちらはあるも

のを使ったということで、特にかかっておりません。あと、緑化指導等についても、特に

かかっていないというような状況です。 

 続いて、地球温暖化対策の推進、こちらもちょっと私のほうからそのまま続けて話させ

てもらいます。こちらの参考書のほうの（１）の部分になるかなと思うんですけど、地球

温暖化対策の推進、こちらの主な事業としましては、地球温暖化対策推進懇談会の実施、

これ、報償費等で３５万３,６００円。温暖化配慮行動計画諸制度、こちらは事例書の作

成等で６０万８,２８０円。（発言する者あり）あ、２２７ページの――２２６ページ、

２２７ページの地球温暖化対策の…… 

○嶋崎分科会長 三つ、三つ目のところに行っちゃっているんだけど、関連があるから答

えてもらっているわけなんで、そこはちょっと１回整理しますけど、取りあえず答えてく

ださい。（発言する者あり） 

○山﨑環境政策課長 はい。（発言する者あり）ええ。地球温暖化対策の、今、内訳にな

って…… 

○嶋崎分科会長 ヒートアイランドと地球温暖化と…… 

○山﨑環境政策課長 生物多様性。 

○嶋崎分科会長 関連しているのでという質疑だったから。 

 はい、どうぞ。 

○山﨑環境政策課長 はい。 

 あと、地方との連携による森林整備、こちらは１７１万４,０００円。（発言する者あ

り）はい。（発言する者あり）これも地球温暖化対策のところですね。続きまして（発言

する者あり）再エネ供給の検討というところで、構築業務の委託で、１,０６１万５,００

０円。 

○春山委員 １,０００万。 

○山﨑環境政策課長 はい 

○嶋崎分科会長 いいよ、続けてください。 

○山﨑環境政策課長 はい。再エネ１００％電力切替促進事業、こちらは啓発品ですね、

こちらが３３万２,０００円。あと、クリーンエネルギー助成、自動車の補助になります

けど、２００万円。ちよだゼロカーボンフォーラムの開催、こちらは企画運営業務の委託

で３４９万６,４３８円でございます。（発言する者あり）あ、そうですね。はい。 

 次に生物多様性のほう（発言する者あり） 

○嶋崎分科会長 ちょっと待って。ちょっと、そのまま行かないでね。 

○山﨑環境政策課長 はい。 

○嶋崎分科会長 今のところで１回整理しよう。 

○春山委員 はい。 

○嶋崎分科会長 それ、今のことに対して何かあれば、また言ってください、取りあえず。 

○春山委員 あ、大丈夫。 

○嶋崎分科会長 今、いや、取りあえず答弁が出たから…… 

○春山委員 はい。 

○嶋崎分科会長 それに対して何かまだ質疑を、今のところであるんだったら続けてくだ
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さい。で、終わるんだったら、次のところへ行きますから。 

○春山委員 はい。はい。 

○嶋崎分科会長 はい、春山委員。 

○春山委員 今、個別のいろいろなメニューのご説明を頂いたんですけれども、こういっ

た、このヒートアイランド対策とか地球温暖化対策って、いろんなメニューがあると思う

ので、それを区としてどういう基準で選定していっているのかを知りたい。メニューがた

くさん豊富なんですけど、全体像が見えてこないというのが、すごく感じているところな

んです。 

 例えば森林整備事業も、それもすごく地球温暖化対策としては大事なことだと思うんで

すけれども、これ、１７１万ということでしたが、小さいメニューたくさんつくることで、

その事務コストというのは、小さい事業ほどかかってくると思うんですけれども、例えば

この１７１万のコストに対して、事務コストってどのくらいかかっているんでしょうか。 

○嶋崎分科会長 はい。 

○古川ゼロカーボン推進担当課長 分科会長。 

○嶋崎分科会長 分かりますか。 

○古川ゼロカーボン推進担当課長 ゼロカーボン推進担当課長です。すみません。 

○嶋崎分科会長 はい、どうぞ。担当課長。 

○古川ゼロカーボン推進担当課長 こちらは、森林整備にかかります負担金につきまして

は、区として、当然、事務量は発生するんですけども、基本的には相手方の、連携先の自

治体で森林の整備を担っていただくような、木を伐採する方の人件費ですとか、そういう

ところになりますので、区としての経費という意味では、あくまでも負担金ですので、か

かっていないと言ったらあれなんですけども、そういう仕組みになってございます。はい。 

○嶋崎分科会長 いい。 

○印出井環境まちづくり部長 分科会長。 

○嶋崎分科会長 はい。 

○印出井環境まちづくり部長 環境まちづくり部長です。 

○嶋崎分科会長 どうぞ。はい。 

○印出井環境まちづくり部長 どういう、今、春山委員からのご質問の中で、どういう基

準で様々な施策を展開しているかというお尋ねがございました。これらの取組、温暖化対

策、ヒートアイランド対策、それから生物多様性、それぞれ関係法令がございまして、法

令に基づく行政計画、地球温暖化対策、地域推進計画ですとか、あるいは生物多様性プラ

ンですとか、そういった形の中で、施策体系として位置づけながら、計画的に施策を推進

しているというところでございます。 

 一方で、春山委員ご指摘のとおり、今、まさに、これらの取組が、かなり複合的・相乗

的なものだと。地球温暖化対策と生物多様性の関係性、それから地球温暖化対策の適応策

としてのヒートアイランド対策とか、そういう見方が必要になってございます。我々とし

ても、それぞれの計画の中で体系化し、それに基づいて施策を展開しているんですけども、

おっしゃるとおり、非常に重なる部分があるので、それらの全体像が分かるような形で何

か皆様にお示しするとか、環境省であれば、環境白書の中でお示しをしているんだろうと

思うんですけども、そういったことについては、我々も様々な取組を、要は国に先駆けて
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やってきたというような実態がある中で、計画がすごく多様化しております。もしかした

ら、今後、千代田区の環境計画というような形で一体化するとか、そういうことも含めて

検討する中で、おっしゃるとおり、様々な施策体系を整理し、優先順位、あるいは同時複

合的にやるものということについて、再度検討しなきゃいけないんじゃないかなというふ

うに認識しております。 

○嶋崎分科会長 いいですか。 

○春山委員 はい。ありがとうございます。 

○嶋崎分科会長 はい、春山委員。 

○春山委員 そういった意味で、これからのまちづくりにおいての環境対策って、すごく

重要だと思うので、対策をどうするのか、緩和策をどうするのか、適応策をどうするのか

というのをお示し、ぜひしていただきたいなと思っています。 

○嶋崎分科会長 はい。どうするんですかという話。はい、どうぞ。はい。 

○山﨑環境政策課長 今、部長のほうからもお話ありましたが、具体に私のほうから、今

行っている緩和策、適応策というのを、ちょっとお話をさせていただければと思います。 

 地球温暖化対策の中でも、まず省エネですね、大きく分けて四つぐらいあるかと思うん

ですね。省エネですよと。（発言する者あり）分かりました。受け止めさせていただきま

す。失礼しました。はい。 

○嶋崎分科会長 どうしちゃったのかなと心配しちゃった。（発言する者あり） 

 で、申し訳ない。今のところ、重なったんでと言いましたけども、もう一回、ヒートア

イランドで戻りますので、ヒートアイランドのところで関連があれば、どうぞ。 

○はやお委員 はい、関連。 

○嶋崎分科会長 はい、はやお委員。 

○はやお委員 すみません。もう、ちょっと頭がついていけなかったんですけど。 

 ちょっと確認なんですね。先ほどドライミストのところについては、１,７４０万で、

１,７００万ぐらいと言いましたよね。で、それで先ほどの千鳥ヶ淵緑道については、ほ

とんど水道代で５万３,８００円というとなると、何かちょっと数字が合わないんじゃな

いかなって思うんですね。何かって言ったら、ドライミストの設置費用がかかるはず。も

しくは、設置するのがリースなのか、実際自分で持っているのか、または業務委託をして

設置してもらうのか、そういうことだと思うので、その辺の内訳を分かりやすく説明して

いただきたい。 

○山﨑環境政策課長 ドライミストに関しましては、設置等も委託して、物自体も委託、

レンタルという形になっておりまして、やはり一番かかる費用というのは、支柱を立てた

りなんなりですね、設置にかかる費用というのが、かなりかかります。それで、撤去する

ときにも、かなり重機を使ったりしてやらなきゃいけない部分もあったりするので、そう

いった意味で、設置業務にかかる費用としましては、大体１,７００万ぐらいかかるとい

うところでございます。 

○はやお委員 満額だ。 

○山﨑環境政策課長 はい。 

○はやお委員 私は、それが高いかとか、安いかは、それはきちっと精査されていると思

いますので、あれなんですけれども、何かというと、やはり新しいことをやっていこうと
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いったときに、この前の年間の、結局は、これは全体の話ですけれども、１００億近くの

執行残が出ているといったところに、やっぱり一番関係するのは、職員が直接関わってい

ることと、外注に任せていることというのが分かりたいんですよ。というのは何かといっ

たら、もうしょうがない、もう人を増やせない、今の、この確保ができない状況だったら、

業務委託している金額が幾らなのかというところをきちっと説明していただかないと、何

がお金かかっているのか、どうなっているのか。職員が、今の、例えばですよ、５万幾ら

ということで説明して、水道代５万３,８００円といったら、ああ、そうか、設置から何

からみんな職員がやっているのかって思っちゃうわけですよ。そうじゃなくて、やっぱり

ここの説明のところについては、１,７００万は業務委託として予算計上し、実施として

こうなりましたという説明の仕方じゃないと、実際、全体がどういう、この事業について

お金がかかっているかって、分からないと思うんですね。そういうちょっと説明の仕方に

していただきたいということが一つ。 

 それで、結局は、設置費用については、大体一つ当たり、業務委託するということもあ

りますので、幾らかかるのか。平均でいいですよ。例えば千鳥ヶ淵で。こういう予算を決

めたり、何かといったら、つかみなんですね。大体幾らだなと。そうすると、あと、次に

どのぐらい増やせるんだなとかというのが見えるから、大体幾らとして１か所考えている

のかお答えいただきたい。 

○山﨑環境政策課長 千鳥ヶ淵緑道を例にしますと、そこで使用する機器類一式、大体２

００万円ぐらいでございます。 

○はやお委員 ２００万。で、ちっちゃいのは。まあ、いいや。 

○山﨑環境政策課長 そこが、ただ一番…… 

○はやお委員 大きいよね。 

○山﨑環境政策課長 大きいというところです。で、少し、一番金額が安いところですと、

神田児童公園のところが大体約３０万円ぐらいですね。 

○はやお委員 ３０万。 

○山﨑環境政策課長 ええ。そういった形で（発言する者あり）はい。それでですね、た

だ、設置と撤去に関しては、もう６か所全部まとめての金額になりまして、こちらが大体

８５０万円ぐらい、（発言する者あり）かかります。はい。（発言する者あり） 

○はやお委員 はい。 

○山﨑環境政策課長 はい。あとは諸経費等々というふうな形で１５０万円ぐらいありま

すけど、あと残りの４か所のそれぞれの機器代ですね。そういった形になります。はい。 

○はやお委員 ４か所、はい。 

 分科会長。 

○嶋崎分科会長 はやお委員。 

○はやお委員 分かりました。まあ、そういうことなんですよ。だから、そのことが知り

たいんですね。一つ増えると、小さいところだったら３０万からそのぐらいだよという話

の中で、今後もどうやって増やしていくのか。例えば今の水を引く場所があるとかないと

かというのはね、悪いけど、細かい話なのかなと思っているんです。大切な話ですよ。条

件を整理する上で。 

 で、何かっていったら、それだけかかるものに関しての、先ほどの重なりになってしま
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う。春山委員のほうからの話があるので。この費用対効果というのはどうやって見ていく

のかということなんですよ。でも、やっぱり、何ていうんですか、それだけかかってもで

すね、シンボリックなものというのはあるわけですよ。やるって。そういうところにやっ

ていくんだという、そういう思いとかというところなのかどうなのかって、その辺を今後

整理していかなくちゃいけないんじゃないんですかというのが一つあったのかなと思うん

ですけど、その辺はどういうふうに。 

○山﨑環境政策課長 そうです。ドライ型ミストも、ヒートアイランド対策の適応策の一

つでありまして、前から、この委員会等でも費用対効果等々の話もございます。ただ、は

やお委員おっしゃるとおり、普及啓発的な目的といいますかね、そういった象徴的な目的

も、その意味、設置をする意味としては入っておりますし、これまでの検証、実際にどれ

くらい気温を下げられるんだとかというところでも、いろいろ意見はございますが、条件

が合えば、１度、２度、３度ぐらいまで下がりますよという話もあって、一応、効果も確

認できていますというところから、あと、ヒートアイランド対策の適応策って、ほかに何

があるかというと、本当に、ある意味、今のところ限られている状況ではあるんですね。

あと、打ち水ですとか日除けですとかって、いろいろありますけど、そういった中では、

このドライ型ミストの設置というのは、非常にその中でも適応策の一つとしては有効なも

のの一つなのではないかというふうには考えています。今後とも、引き続き、継続してや

っていかなければいけないというふうに考えております。 

○はやお委員 今のところは、そう言う以上は、ちょっと個人的には難しいのかなと思っ

ています。だから、ここはよく整理して、費用対効果、私のほうもいろいろと、かなり詰

めたり、数字のことは言うけれども、この辺のところのそういうものもあるでしょう。 

 あと、これはまた林委員のほうから出てくるだろうと思うんですけど、やっぱりみらい

プロジェクトのほうのですね、やっぱり最終年度ということからするとき、打ち水の開催

回数というのが書いてあるんですね。こういうところについて、あまり深くはあれなんで

すけど、目標値というのが、平成３１年、つまり令和１年度では２８０回、そして平成３

６年、つまり令和６年では３００回を目標にしていると。現在のところだと、まあ、いい

ところだなと、こう思っておるんですが、この辺のところについて、何かといったらです

ね、計画を検証していくためには、自分もそういうゼネラルスタッフのところもあったか

ら言うんですけど、まず、その計画に対しての総括、功罪をきちっと確認をして、結果が

できたねという確認をしたら、じゃあ、この方法については、もう一回伸ばそうとか、い

や、これは結果が出ないからやめようとか、そういう整理をしていく中に、計画というの

は整理されていくわけですよ。そういう計画が、制度がしっかりしていれば、予算化する

ときに精度の高い予算が積み上がっていく。こういう仕組みになっているわけですよ。 

 それで、何度も多分、僕自身、林委員が、本人ではないから分からないですけども、結

局は令和４年までがみらいプロジェクトの、みらいプロジェクトは令和６年までですが、

一応、ここのところ何度も言うわけではないけど、みらいプロジェクトとなっているとい

ったときに、非常に鳴り物入りでやってきたということであれば、打ち水というところも、

先ほどの話じゃないけれども、なかなか、気持ちというか、メンタルな部分での対応にな

るだろうとは思います。だから、でも、まあ、ここはこうで、こういうふうに総括してお

りますというのがなくちゃ駄目なんですよ。だから、そこのところはどう思っているのか。
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まだ整理されていないのなら、きちっと整理をさせていただくというふうに、逆に言うと、

付け焼き刃でね、答弁していただいても、混乱するだけですから、お答えいただきたい。 

○山﨑環境政策課長 区としては、この打ち水をですね、区民の皆様、事業所含めてやっ

ていただくために、使用する道具等、ひしゃくですとか、そういったものの貸出しを行っ

ております。それで、回数等も、全部を把握はできていないんですけど、我々のほうで把

握できる限り把握をしておりまして、打ち水の回数、ちょっと過去のほうの資料のほうも

見ますと、平成３０年度に３００回を超えております。 

○はやお委員 ほう。 

○山﨑環境政策課長 ただ、その後、恐らくコロナ等の影響で１回下がって…… 

○はやお委員 それはあるよ。 

○山﨑環境政策課長 令和３年度は２１７回なんですけど、昨年の数字としましては、う

ちのほうで把握しているのは２９０回というふうになっております。本当に、こちらもで

すね、本当にヒートアイランド対策といいますか、暑さ対策として、区民が誰でもできる

活動の一つでもありますし、古くから行われているものでもありますので、日本の文化と

も言うものなのかもしれません。しっかりと、町会ですとか商店街、事業所等が実施する

際に支援していきたいなというふうに考えています。 

○はやお委員 まあ、ここのところを定量的なものということも一つ大切。逆に言うと、

アンケートを取るのか、きちっと、そのところの……。実際、私も借りに行きまして、環

境衛生部だったかな、それでやらせていただいたこともあります。そのときに、みんなが

どんな思いでこういうことについての啓発になったのかというね、そのフォローとか確認

をして、それで次のところに、本当に打ち水についての、どうやってやっていくのかとい

うところを整理していただきたいというのが一つと、緑化指導が０円といった話が出てい

ましたので、本当に０円でできるのか。何か、またさっきの業務委託じゃないけれども、

何か費用はかかっているんじゃないのって。やっぱりこういうものに出してくるときには、

何かお金がひもづいて出てくるので、そこの２点、お答えいただきたいと思います。 

○山﨑環境政策課長 そうですね、打ち水をやった際に、区民の皆様等のですね、アンケ

ートじゃないですけど、何かして、フィードバックするような形ではやりたいなと思いま

す。はい。それと緑化指導、こちらに関しては、すみません、実は緑化推進要綱という要

綱に基づいて行っている指導のことを言っているので、職員が行っているので、特に予算

等はついていないと。 

○はやお委員 あ、そういうこと。 

○山﨑環境政策課長 ただ、そこで新築の建物に対しての緑化指導をやって、かなり緑化

が創出されております。それによって、緑被率、みらいプロジェクトのほうにもありまし

たけど、そちらも、前回、平成２２年にやりまして、調査をしまして、その後、平成３０

年にやっていますけど、今２３.２２％、緑被率、２ポイントぐらい上がっているという

ところでございます。そのほかに、緑化については、その要綱で対象となっているもの以

外の部分に対して、もし緑化をやるということでしたら、補助をしますよという、そうい

った補助制度も行っております。 

 以上です。 

○嶋崎分科会長 よろしいですか。 
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○はやお委員 はい。 

○嶋崎分科会長 はい、関連。 

○小枝委員 はい。 

○嶋崎分科会長 はい、小枝委員。 

○小枝委員 今の項目。 

○嶋崎分科会長 今の項目。ヒートアイランドのこと。（「ヒートアイランド」と呼ぶ者

あり） 

○小枝委員 はい。すみません。もともとの、この千代田区ヒートアイランド対策計画は、

今、区民が手に取って見られるようなところにあるでしょうか。ホームページに載ってい

るでしょうか。 

○嶋崎分科会長 はい、答弁してください。 

○山﨑環境政策課長 ホームページ等でご覧いただけるかと思います。 

○小枝委員 平成１８年ですかね、このヒートアイランド対策計画は、非常に千代田区が

平成１２年から都市再生で大きく開発をしていこうという中で、一方で、ヒートアイラン

ドが高まると、集中豪雨であったりとか、もう環境破壊の原因になってしまうから、これ

を抑制していかなければならないという、極めて、お互いにこう、何ていうんですかね、

抑制、抑止効果を持っていこうという、かなり気概にあふれたものでしたし、特に真ん中

に皇居があるので、皇居の生態系にかなり造詣のある先生もお入りになって、おつくりに

なったというような記憶があります。 

 当然、ヒートアイランドの現象というのは、人工排熱が増加することと地表面が人工化

する、これを逆の方向に持っていくということがまず根本にあるので、そこをこう、進行

管理もしていく。公園どうするの、道路をどうするか、そして自動車はどうなるか、建物

の宅地、そうしたところの面積がどうなるか。それに対して、どういう緩和措置が取れる

かという、目標があったはずなんですよ。今改定しているということであれば、その目標

に対して到達点が、何がどうだったのかという検証がされて、ここに提出されていなけれ

ばおかしいと思うんですね。その検証というのは、ちゃんとなされているんでしょうか。 

○山﨑環境政策課長 これまでの平成１８年に策定しましたヒートアイランド対策計画の

検証というところで、先ほども申し上げましたが、その検証を昨年度まで、令和３年、令

和４年と行っております。それにつきましては、昨年度の常任委員会でも報告をさせてい

ただいているというような状況でした。 

○嶋崎分科会長 企画総務だよね。 

○山﨑環境政策課長 あ、企画総務委員会ですね。で、報告をさせていただいております。 

○小枝委員 私も、会議、傍聴に行きました。そのときも議論しましたけれども、あのと

きと組織図が変わってしまって、環境まちづくり、つまり開発をしていくところと、当時

は環境をつかさどる部が別だったと思うんですね。環境は環境で、ある意味、人類の使命

を負ってやるんだ、千代田区はやるんだという意識が強くあった。これは決して批判ばか

りで言っているわけじゃないんですけれども、東京、都市が負っている、何ていうか、も

う普遍的な命題なので、やむを得ない部分はあるんだけれども、どうしても東京開発が促

進すればするほど、このヒートアイランド、熱が高まる。 

 それはもう気象庁が、大手町からどこでしたっけ、北の丸に９００メートル移っただけ



令和 5年 9月29日 予算・決算特別委員会 環境まちづくり分科会（未定稿） 

 ４０ 

で気温がぐっと下がったわけですから、それは土と緑が多ければ気温が下がるというのは、

もう当たり前の自明のこと、議論は要らないというぐらいのことなんですけども、その中

で、非常に幾つも気になることはありますけれども、当時の計画の中では、緑化の推進と

いうことが極めて強く打ち出されておりまして、例えば公園の高木植栽、樹木の剪定、設

置本数見直し、街路樹と同じく円柱形状樹により緑量の増加を図ると、こうなっているん

ですね。それと、街路樹の再生整備ということについても、樹種の選定、設置本数見直し

ということですね。緑化の推進の柱になっているんですね。これは必ずしも、では、更新

してはいけないということではない。どうせそういう答弁すると思うから、そういうこと

ではあるんですけれども、少なくとも、大径木を維持・保存し、さらに樹冠の大きな木を、

要するに緑豊かな千代田区をつくっていこう。なぜならば、千代田区というのはね、やっ

ぱり皇居がね、こう真ん中にあって、この皇居の１００ヘクタールのオオタカの森という

のは、オオタカだけが生息しているわけじゃなく、様々な生態系の頂点にあるわけなので、

それを、外側が崩れてしまえば、中も崩れてしまう。そういう１１.６６キロ平米の中に

私たちは生きているということをいつもいつも考えていこうねという、そういうものだっ

たんですね。そこのところの進行管理がちゃんとしていないんじゃないかということと、

緑化の推進ということに関しては、常に常に開発の観点からばかり見ておられて、環境と

いう観点に、ちょっとストイックにですね、ストイックに入ってくるような部署がいなく

なってしまったなということが、とても気になるんです。 

 意外と住民は何でも変えちゃいけないとは言いませんけれども、これ、すごく気になっ

ているところなんですよね。やっぱり千代田区が好まれるのは環境、緑豊かであったとい

うところなので、そこが失われていくとですね、非常に魅力が失われてしまう。その辺で

は、ヒートアイランド現象の計画策定というのが非常に重要な注目点、入ってくると思う

ので、どういうやり方で、魅力ある、この緑あふれる千代田区を守っていく内容になって

いるのか。そこが、傍聴したときも、何か超高層を建てれば風が通って温度が下がるみた

いなことが、行政側からとか一部学者からかなり言われていて、非常に気になった。そこ

は大丈夫なんですか。 

○印出井環境まちづくり部長 ちょっと今のご質問なんですけど、緑政策という意味では、

緑の基本計画が、緑関係政策の部門別計画として一番上位計画になるかなというふうに思

っています。 

 ヒートアイランド対策というのは、都市における現象として、千代田区の中でも顕在化

しているということがあって、こういった独自の計画を持っている自治体というのは、ほ

とんどございません。千代田区が先駆けてつくったというところでございますが、逆に言

うと、そういう意味で、緑とか、総合的なものではなくなっている部分があるかなという

ふうに思っています。 

 ですので、先ほど春山委員からご指摘があったように、温暖化対策における適応策の一

つの取組としてヒートアイランド対策が出てきております。ですので、緑の整備について

は、緑の基本計画の中で、これはもう十分ご承知だと思うんですけれども、皇居を中心と

した緑、それはまあ……。それから内濠や外濠リング、それから崖線、そういった千代田

区の４００年以上、さらにはそれから前の緑の骨格は守っていく。水辺も含めてと。そう

いう観点で、緑の基本計画では位置づけてございます。 
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 一方、ヒートアイランド計画は、それらを前提としながら、これからの、あるいはこれ

までの都市開発というのは、もう環境に対する配慮なしの開発というのはあり得ないとい

う状況でございます。ＣＯ２の排出量しかり、緑にしかり、それはトータルの空間デザイ

ンしかりという中で、これまでの、この前のですね、ヒートアイランド対策計画の検証結

果と、今回検証した結果を見ても、一定程度、都市開発に伴うヒートアイランド現象の緩

和というのは見られるというような評価を、委員の中でもされていることが多かったのか

なというふうに思っています。 

 そういったことも含めて、緑の基本計画で緑を守りつつ、緩和策としてのヒートアイラ

ンド対策計画も推進していくと。そういった中で、決して開発と環境の保全は調和しない

というものではないと。我々は、そういうのを調和させて、より価値を高めていくという

取組をしていくものだというふうに認識をしております。 

○小枝委員 答弁としては、確かにそういう答弁になるんだと思いますけれども、今、こ

のヒートアイランド対策の原因、対象、対策というところで、対策が、それじゃあ、この

スタートライン、緑化の推進、屋上、壁面、敷地内、人工被覆の改善、屋上、壁面、敷地

内、人工排熱の抑制、ソフト、ハード、緑化の推進、街路樹、それぞれ項目が挙がってい

るものに対して、何が達成できて、何が達成できなかったのか。お持ちのパンフレットも

薄いですよね。多分、計画そのものは薄いものなんですね。私が持っているのも薄いんで

すけど。その薄いものに対する、歩んでみた、できたところ、できなかったところ、もち

ろん結果的にヒートアイランドは促進していることは間違いないので、どこの部分がどこ

までできて、どこの部分が不十分で、しかし、目標倒れであったところもあったんだとか、

あるいは今日的にどうしてもそぐわないから、ここは変えさせてもらいたいとか、そうい

うところのめり張りをはっきりしてもらいたいんですよね。区民との関係、議会との関係

でも。 

 部長の立場、すごく難しいと思うんですよね。まちづくりのことが全部分かっていて、

環境のことも言わなきゃいけない。だから、その立場からするときついと思うんですけれ

ども、しかし、これから、今改定ということになるとですね、これより、これより薄くて

軽いものになってしまうと、要は今回出てきた事業実績にあるように、対症療法ばっかり

なんですよ。打ち水したって、ドライミストしたって、次世代に良好な環境なんて引き継

げるわけないんですよ。水使って、電気使って、取りあえず生き延びるための対症療法の、

心地よく今を生きるための施策で、子どもたちに引き継ぐものというのは、あまりインフ

ラとしてはないですよね。ソフトとしてはあるかもしれないけれども。そこは、やっぱり

もっとインフラとして、だから、大径木はここじゃないので、ヒートアイランドじゃなく

て次なので、ここでは言いませんけれども、薄めて崩して消えていくようなものに今歩ん

でいるように私は見えてならないんですね、ヒートアイランド対策も。ここまで人類の生

存がかかっている状態で、皇居だって生存がかかっていて、本当に宮内庁の中だって、も

う大変な思いをして、今、高木を植えて光公害が来ないようにとやっているわけですよ。

それ以上千代田区が環境破壊しちゃったら、もう本当に日本中に申し訳が立たない状態に

なってしまうので、これ、ここの計画には宮内庁とか環境省とか、そういう皇居の中の生

態系もかなり五千何百種とか、三千何百種、毎回測定しているはずなんですよ。そういう

ことに対して造詣のある方は入っているんですか、会議体に、協議の中に。 
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○嶋崎分科会長 担当課長。（「ヒートアイランドじゃないんです」と呼ぶ者あり） 

○小枝委員 あ、ヒートアイランドじゃないか。ヒートアイランドには入っていないか。

そうかそうか、うん。ごめん、ごめん。 

○嶋崎分科会長 今、ヒートアイランドだからね。 

○小枝委員 ごめん。 

○嶋崎分科会長 だから生態系に入っちゃったんだよね、今。 

○小枝委員 ごめん。（発言する者あり） 

○嶋崎分科会長 だから、生態系はまだ入っていないから。思いは分かるけど、なるたけ

簡潔にお願いしますよ。 

 では、戻して、じゃあいいですね、小枝委員ね。 

○林委員 ヒートアイランドでいいですか。 

○嶋崎分科会長 ヒートアイランドのところで、関連で林委員。 

○林委員 ヒートアイランドのところで、決算参考書の８１ページでちょっと確認なんで

すけれども、（７）主要施策の成果か、ごめんなさい。令和４年度の予算拡充事業で計画

改定に向けた、要は現地調査とか現状調査、ここでやられていた観測というのは、主立っ

てどういうところを、９地点とか書いてありますけれども、区内３８地点とか、やられた

んですかね。その結果、計画改定にはどういう効果があったのかお答えください。 

○嶋崎分科会長 休憩を取るの。 

 はい。休憩を取ります。 

午後２時０６分休憩 

午後２時０６分再開 

○嶋崎分科会長 分科会を再開します。 

 続けてください。 

 林委員。 

○林委員 では、今のところは後でまたかかってくるんで、それでは、みらいプロジェク

トのほうの４６ページ、４７ページに入ってきます、ヒートアイランド対策というのは。

要は成果ってどうだったんだろうというところで、ヒートアイランド対策のところにはい

ろんな対策を推進すると同時に、これ地方公共団体としてできることですよ。道路の改修

整備に合わせた保水性塗装や遮熱性塗装の推進と。これ、期間中どれぐらいの区道の何％

でも何キロでもいいんですけど、実行できたのか。で、緑被率の向上、これ、さっきちょ

こっとありましたけど、これはどうだったのかとか、あるいは下のほうにあるＣＯ２の排

出削減量、エネルギー消費量、計画スタート当初のときは２３６万トン、２５年度ですね、

平成の。これが平成３６年度は１７２万トンに目標値として掲げていたと。これが実際ど

ういう効果があったのか。下のエネルギー（電気の自立度）２.４％を平成２５年度だっ

たのに、平成３６年度は４.３といって、これはちょっと効果測定がよく分かんないのは

分かんないんです。打ち水もいいことなんでしょうけど、地方公共団体の施策目標として

は適切かどうかも含めて、目標設定と、このみらいプロジェクト長期計画、中期計画です

ね、１０年後の行き先ですよね、大きな船だったら行き先を取りあえず明記したもの、こ

れをお答えください。 

○山﨑環境政策課長 まず、みらいプロジェクトの中の施策の目標の実現に関する指標で
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すね。そちらのほうについてですが、先ほど打ち水についてはご説明したとおりなんです

が、緑被面積につきましても、先ほどパーセントでお伝えしたんですけど、大体平成３０

年に行った緑被率の調査だと２３.２２％、それを平米に直すと大体２.７キロ平方メート

ルということですので、一応こちらのほうは２.６平方キロメートルということですので、

３６年度の目標よりももう上回っているというところでございます。 

 また、すみません。先ほどのエネルギーの自立度というのは、これはちょっと申し訳な

いです。災害のほうの話になってくるので、私どものほうでは少し把握はしていないよう

なところでございます。（発言する者あり）手持ちの資料の中で一応数字だけご説明させ

ていただきます。令和２年でこちらはエネルギーの自立度は５.２％というふうになって

おります。 

○林委員 ＣＯ２のほうは。 

○山﨑環境政策課長 ＣＯ２のほうは。 

○古川ゼロカーボン推進担当課長 すみません。ＣＯ２のほうなんですけども、ちょっと

今し方２３６万トンという数字が記載されているのはこちらも認識しているんですけど、

ちょっとこの数字が、こちらで今（発言する者あり）いいですか、失礼いたしました。ち

ょっと訂正いたします。最初、平成２５年で２３６万トンということでしたが、現状値と

しまして、平成３０年度で２４０万トンというふうになってございます。 

 以上です。 

○林委員 道路は。 

○嶋崎分科会長 こっち、道路はこっち。どうぞ。 

○神原道路公園課長 こちらのみらいプロジェクトのほうでは推進していくということで、

すみません。数値のほうは今持ち合わせていないんですけれども、基本的に千代田区内の

歩道につきましては、透水性舗装、あるいはインターロッキングブロックを使用するもの

に関しましては保水性舗装というのを推奨してやってきているところでございます。また、

先般行われた代官町通りにつきましては遮熱性舗装を車道では採用しているということで、

できるところで取り組んでいって、そういった環境に配慮した道路というのを推進してい

るところでございます。 

○林委員 すごく残念なんですけれども、要は中期計画の最終年度なわけですよ。内部で

も一応数値の項目とか確認したはずなんですよね。要は道路で頑張っていますと。それは

舟をこいでいますよ、前に進んでいますと言ったんだけど、本当に目的地に行っているん

ですかというのがこの場で確認しなくちゃいけないことなんですよ。前に進んでいるかも

しれないけど、それは下り坂だとしたら止めなくちゃいけないんですよ、奈落の底に行く

前に。進んでいる進んでいるというのはいいことじゃないんで、そこはしっかりしてもら

わなくてはいけないんですね。その上で聞きたかったんですよ。例えば、ＣＯ２のですと

２３６万トン平成２６年度から、２４０万トンに増えちゃったんですよね、増えてしまっ

たと。対策一生懸命お金をかけてやったけど増えてしまったと。費用対効果とか、これは

本来だったらもっと３００万トン、５００万トンするところを、税金をつぎ込んだんで２

４０万程度に収まっていますですとか、そんなお話をあればいいんですよ。単年度の決算

審査だったら、ああ、頑張りましたねでいいんですけど、長期計画の最終年度に当たるん

ですから、本当に行き先間違っていなかったのかというのを令和４年度確認して、その上
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で、第４次基本構想というのはぼあんとしたものですよね。明示しない事業、ただ分野別

計画というと、これはこの分野別計画で書いています。こっちはこうですと、整合性がみ

んなばらばらになってくると、では行政として、一体型として、ヒートアイランドでも道

路の整備ちゃんとできていますか、ＣＯ２の大丈夫ですか、緑増えてますかというのを体

系化したものを見える目標値、東京港から出たら、アメリカへ行くんだったら、もう本当

たとえで八丈島に向かっていればいいんですよ。それが高知県のほうに向かっているんだ

としたら、おいおい、ちょっと行き先違いますよと修正をかけなくてはいけないと。この

精査をするのがこの決算審査なのに、どうしてこういったお答えになってしまうのかとい

うのがいま一残念過ぎてしまうんですけれども、ここから先というのはどこに行ってしま

うんですかね。 

○印出井環境まちづくり部長 今、林委員からのご指摘でございます。先ほどの春山委員

の指摘とも重なるところがあるんですけれども、非常に環境政策関係、我々、部門別計画

も含めて様々複数立ち上げてきた経緯がございます。それらが相重なっているという認識

が今世の中の一般的な社会通念になっているところでございます。林委員ご指摘のとおり、

施策や取組、あるいは事業部門が別々の状況にあっても、この地球温暖化対策、環境政策

全般について関連した形で今回きちっとご説明できなかったということについては大変申

し訳なく思ってございますけれども、先ほどもご答弁申し上げましたとおり、まさにそれ

らを体系的にご報告できるようにするために、環境政策全般の我々の目標と進捗について

は適宜把握し、皆さんと共有できるような形に向けて、今後さらに部の中でも調整してま

いりますので、ご理解を賜ればと思います。 

○林委員 この地球温暖化対策とかヒートアイランド対策というのは、前の区長がかなり

大々的に打ち上げ花火的にやりたかった面もあったと思うんですよ。あらゆるものも手出

さなくちゃ、まあ事業展開しなくちゃいけなかったと。ただ、改めて見ると、ヒートアイ

ランド対策というのは一地方公共団体として何ができるんだろうかというところをもう一

回立ち止まって考えていただきたいんですよね。このみらいプロジェクトの終了の、今回

の令和４年度決算で。ＣＯ２の排出量、これ本当に地方公共団体としての目標として正し

かったのか。これは国が世界に向けて、各国に向けて目標を掲げるものであって、一地方

公共団体で電力発電所もないところが掲げた、これはあんまりいいことじゃなかったんで

はないかとかの話を聞きたいのと、エネルギーの自立と同じですよ。電力の５.２％にな

った。だから、災害にどうなるんだと。ヒートアイランドでどうなるんだとか、打ち水も

皆さんにこうやっていただいて関心を子どもたちも一緒に参加して取り組むことはいいけ

れども、地方公共団体として目標提示が本当によかったのかどうかというところを再確認

して次のスタートを切ってもらいたいんですよ。ただ、とはいうものの、やっぱり地方公

共団体でできるところだと道路公園課のほうになってくると思うんですよ。道路を改修す

るときに幾らのお金をかけて少しでも涼しい道ですよね、遮熱性とか。あるいは学校の校

庭も麹町小のは塗っていただきましたけれどもペンキを、本当に効くかどうか分からない

ですけれども、ああいった子どもの施設に、区立のですよ、少しでも暑さ対策になるよう

な形でやって税金を投入しますよとか、身の丈に合ったヒートアイランド対策の目標を皆

さんで掲げていただいて、これは部だけじゃないと思うんですよ。お年寄りの施設だって

そうだし、そういう事業展開というのは、どこで測って、目標値に掲げていけばいいのか
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と。検討しますと部長は言うんですけれども、部長が替わっちゃうと、偉くなられちゃう

と、もう次の部長になったらまた分かんなくなっちゃったら困るんで、そういうときに行

政は計画なり方針なりつくっていただくわけですよね。５年後こういうところに行きたい

んだと、道路だったら１０年後までに千代田区内の歩道は全部保水性とか遮熱性とか、そ

んなものにしたいんだと。こういった目標を掲げていただく。それに向けた予算を毎年度

重ねていただいて、僕らはもっと予算を増やして早くやったほうがいいんじゃないかとか、

いやいや、もうこの程度でいいんじゃないかとかというところを予算なり決算なりでやっ

ていくというのが自然な形なんじゃないかなと僕自身は思うんですけれども、今回のみら

いプロジェクトのこの目標ですよね。目標の実現に関する指標とか、１０年後の姿を実現

する主な取組とか、改めて見て、令和４年度の最終年度として、どういうご見解なのか、

それぞれ担当、道路公園課も含めて、どうですかね。今後の目標にしたほうがいいとか、

いや、これはもう打ち水はやめたほうがいいとか、ＣＯ２はやめたほうがいいとか、いろ

いろあると思うんで、そこをお聞かせしていただきたい。 

○古川ゼロカーボン推進担当課長 すみません。ＣＯ２の排出量のところでちょっとお話

しさせていただきますと、林委員がおっしゃるとおり、このとき掲げました削減量につき

ましては、多面的な取組を展開しましたけども、２０１８年、平成３０年度の排出量が２

４０.４万トンということで、この時点でなかなか達成は難しいだろうということが確認

されております。そこで、こちらの目標を見直しまして、令和３年１１月に気候非常事態

宣言を発出しまして、あとは２０５０年までのゼロカーボンということも掲げまして、目

標値として目標の数値を変更しているような状況でございます。そちらにつきましては、

千代田区の地球温暖化対策推進計画のほうで掲げておりまして、最終的な目標は２０５０

年のＣＯ２排出ゼロというところでございますけども、当面の目標としましては、２０３

０年度までに２０１３年度比でマイナス４２.３％の削減をしようというところでござい

ます。 

 ちょっと補足になるか分からないんですけども、２０２０年度のＣＯ２の排出量、もと

もと掲げておりました数値としましては２０５万４,０００トンを削減しようという目標

を掲げておりました。区のほうで今直近の実際の数値として把握をしておりますのが、２

０２０年度、まさにその年でして、２３９.１万トンということで、もともとの数値に対

してはクリアしているような状況でございます。引き続き２０５０のゼロカーボン千代田

に向けましていろいろ取組ができればなというふうに考えております。 

 以上です。 

○神原道路公園課長 先ほど数値のほうを持ち合わせていなくて、大変失礼いたしました。 

 区内の多くを占める道路ということでございますので、その効果という期待も大きいの

かと思います。我々といたしましても、今後の道路改修、整備に合わせまして、引き続き

保水性舗装、遮熱性舗装、あるいは現在やってある保水性舗装の機能を保持していくよう

な取組、あるいは道路整備に合わせた街路樹の機能更新等に合わせても、緑量を確保する

ですとか、そういうところについても取り組んでいきたいというふうに考えております。 

○山﨑環境政策課長 このみらいプロジェクトのときの指針、こちらを選ぶというか選定

するときに、なるべく数値目標というか、数値化できるものというところでこのとき選ん

でおります。その中でも、緑被率、緑被の面積とか、そういったものは引き続き非常にヒ
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ートアイランドに対しての要因となる人工被覆の増加というところからすると良好な推進

という意味でも残しておいてもいいのかなとか、また、区民の意識調査という形というと

ころの意味での打ち水ということでしたら、そういった意識調査の結果とかでもいいのか

とか、そういった形で、できるだけヒートアイランド対策というものが進んでいくような

指標のほうといいますか、目標のほうを今後検討していきたいなというふうに思っており

ます。 

○林委員 まず目標値なんですけれども、ＣＯ２が減るのがいいのか、ゼロカーボンを目

指しているんですけれども、仮に千代田区の人口が増えているわけで、もう少し２０万都

市になったり、あるいは経済活動がぐっと丸の内等々に来たときは、やっぱり必然的に経

済活動ですから増えるわけですよね。じゃあそれがいいのか悪いのかどうか。そうすると

究極的には何万人都市を目指さなくちゃいけないかとか、千代田区の区内には何万人の就

労人口の方、ここに十二分に応えられるようなインフラ整備、公共整備を造らなくちゃい

けないと。だから千代田区は財源を持ってくるんだという考え方でないと、やっぱり少し

ゼロカーボンとかって、大きな東京都とか国の指標になってきて、掲げるのはいいです。

目標として理想像としてはいいかもしれないですけれども、地方公共団体の中期目標とし

てはあんまり適切じゃないのかなという気はするんですよね。 

 で、目標設定というのは、今後、ヒートアイランド対策、どういったことを考えていく

のかなと。先ほど言った道路も一つなんですけれども、もう一つは、やっぱり子どもの施

設だと思うんですね。学校、保育所、この場合も麹町保育園のをやっていただいたと。分

科会長もご存じだと思いますが、例えば九段小学校のプールというのは、プール室がエア

コンをかけても暑くて、これもう暑さ指数に行ってしまったと。水で遊べないという状態

とか、こういったところにやっぱり集中投資して、子どもたちが学校の校庭で、目の前に

遊び場があるけれども暑さ指数があって遊べないんだと。外出ちゃいけませんという状態

を回避するためには、２度、３度下げられるんだったらドライミストを全部入れてもいい

と思うんですよ。公園の不特定多数のよりも、まさしく地方公共団体の区民の子どもたち

のためのヒートアイランド対策ですよ、保育園でも。こういったところにもうちょっと集

中整備をできるような、暑さもひどいことになっていますんで、目標をちょっと掲げ直す

ようなことを、環境モデル都市は一旦忘れていただいて、できないものかなというのが、

この決算のヒートアイランド対策のときに、皆さんとちょっと共有したかったことなんで

すよ。民間事業ビルとかいいんですよ、もうそこは民間に任せて。僕らのできること、千

代田区ができることというのを目標設定でできないものなんでしょうかね。部が違います

と言われるとまた困るんですけれども。 

○山﨑環境政策課長 ヒートアイランド対策のうち、例えば、子ども施設に対してドライ

ミストを設置したらというようなご意見を頂きまして、先ほども少しお話ししましたけど、

ドライミストを各保育園でもう既に自主的にやられているところはやっております。その

上で、フラクタル日除けという形で、日除けの設置をこれまで麹町保育園のほうでやって

いたんですが、そのほかのところにも声をかけて、それで要望のあった四番町保育園です

とか神田保育園、ふじみこども園、西神田保育園、そちらのほうの４か所にプラスして、

今年度なんですけど設置をいたしました。恐らくそれによって、私も現場見に行ったりし

て声を聞いたら、これをつけたおかげで午前中だけでも外で遊べるようになったとか、そ
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ういったお話も聞いておりますので、子ども部のほうともちょっと連携をしながら、どう

いった対策が進んでいけばいいのかというところも検討していきたいというふうに思って

おります。 

○林委員 それで、さっき言った調査の対象のところに入っちゃうんですけど、３８か所

とか地点とか。 

○嶋崎分科会長 分かったの、それ。（「３９」と呼ぶ者あり） 

○林委員 ３９とか３８とか。（「３８だよ」と呼ぶ者あり）簡単に言うと――休憩中じ

ゃないのか。 

○嶋崎分科会長 休憩します。 

午後２時２８分休憩 

午後２時３０分再開 

○嶋崎分科会長 それでは、分科会を再開をして、先ほどの調べていただいているところ

に戻って、林委員の質疑の中のやつが残っていると思うんで、そこの答弁からください。 

 担当課長。 

○山﨑環境政策課長 お時間を頂きまして、大変申し訳ありません。 

 こちらの主要施策の成果の中で書かれている区内の３８地点の気温観測ですが、９地点

の暑さ指数、こちらの場所につきましては、ヒートアイランドの状況、現状を把握するた

めに千代田区内満遍なく、まちなかの部分について測定をしております。 

○嶋崎分科会長 林委員。 

○林委員 分かりました、全区的に。私は、子ども施設、学校、保育園、幼稚園、こども

園等々、あるいは高齢者施設にも調査を実態をかけたほうがいいんじゃないかなと思って

いるんですよ。実際部屋の温度、あるいは体育館が空調全部効くのか、プールがあるとこ

ろが全部本当に空調が効いて、子どもたちが体を動かせる状況にあるのかと。ここを把握

した上で、ヒートアイランド対策って、子ども施設のヒートアイランド対策、高齢者の、

あるいは障害者の方のちゃんと使えていますかと、部屋を全部。暑さがあまりにもひどい

状況なんで、これをみらいプロジェクトが終わった後の目標にどこかに道路も含めて掲げ

ていただいて、道路の定点観測も必要なのかもしれない。これはビルが建ったら日影にな

っちゃうとか、いろいろ条件もあるんでしょうけれども、交差点とか駅の出入口とか、あ

らゆるところで、本当に公園もありがたいのかもしれないですよ。うちもありがたかった

ですよ、一瞬は、半蔵門公園のところの。だけど、そんな長い期間よりも、やっぱり日常

が大切なんですよ。で、地方公共団体というのはやっぱり非日常のイベント屋じゃなくて、

日常を大切にしてもらいたいんですよ。いっときの花火のイベントじゃなくて、ずっとで

きる花火のイベント会場とか、ここにみんなが納税して地方公共団体としての役割という

のが出てくるんじゃないかなと信じて活動はしているんで、皆さんにもちょっと地方公共

団体としてできること、目立つ必要は僕もうないと思うんですよ。全国一、全国初とか、

日本初とか、モデル都市とか、身の丈に合ったヒートアイランド対策というのを令和６年

度、これは総合的な子ども・子育て対策にも入れてもらいたいんですよね、ぜひ。遊べな

いというのはかわいそうなんですから、暑さ指数が１上回っただけで。というので、どこ

かでまとめてお願いします、お話を。 

○印出井環境まちづくり部長 そうですね、林委員からのご指摘でございます。我々、ヒ
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ートアイランド対策の計画の中では、やはりこの千代田区のエリアの中における都市に特

有の現象に対する対策、それは道路だったり公園だったり、それからまちづくりだったり、

地域別に見ていくとか、そういう形で今検討しているところでございます。建物について

もしかりでございます。民間の建物に対してこういう対策をしてくださいと推奨する立場

にあるわけです。それを翻ってみると、自らの施設はどうなのかということは、当然ご指

摘のとおり出てくるかと思います。それから、利用する対象の区民の方、子どもたちや高

齢者とか、そういったところもあるかなというふうに思ってございます。これまでフラク

タル日除けというような形で環境政策課が音頭を取って普及してきたところもありますけ

れども、今、林委員からのご指摘でございますが、いわゆる庁舎管理担当、施設経営担当、

それから所管部等、それらと調整する必要があるかと思いますけれども、我々の部として

は、今頂いたご意見を踏まえて、少し庁内的に調整していくように取り組んでまいりたい

というふうに思います。 

○嶋崎分科会長 はい、いいですか。 

 ここのところまだありますかね。ある、ヒートアイランド。 

○岩田委員 はい。そうです。 

○嶋崎分科会長 ヒートアイランド。 

○林委員 生物多様性に行けなくなっちゃいますね。 

○嶋崎分科会長 あ、そう。ではどうぞ。 

○岩田委員 令和５年度はこのヒートアイランド対策計画を改定しますとなっていますよ

ね。これのつくるメンバーなんていうのはどういう方がなっているんでしょうか。 

○山﨑環境政策課長 失礼しました。見直しに向けた検討部会、こちらを開いております。

その中で、今まで令和３年、令和４年と前計画の検証、今の対策の検証を含めて行ってお

りまして、そのメンバーとしては、学識経験者の先生方ですとか、あとは環境省の方、あ

とは東京都の職員、あとは区の職員等で構成されております。それとアドバイザーとして

ヒートアイランドに関係するような災対の課長ですとか、保健所ですとか、あとは景観・

都市のほうの課長ですとか、そういった、あとは都心区の中央区、新宿区、あと港区とい

うところもアドバイザーとして加わって、検討部会を開いております。 

○印出井環境まちづくり部長 分科会長、補足でございます。 

 この検討は地球温暖化推進会議の部会として開いておりますので、その部会での検討状

況を地球温暖化対策推進懇談会、これも有識者や公募区民等が入る会議体ですけれども、

そこに報告をしながら、今後、計画書を策定していくということになろうかと思います。 

○岩田委員 その中に女性は何人いらっしゃるんでしょうか。 

○山﨑環境政策課長 全部ですか。 

○嶋崎分科会長 だから、その部会の中の人数が女性が何人ということなのか、全体のと

ころの人数が女性が何人なのか、どっちを知りたいの。 

○岩田委員 部会で。 

○嶋崎分科会長 部会のほうが何人というのが欲しいんだって。 

○岩田委員 何名中、何名なのか。 

○山﨑環境政策課長 すみません。８名中、４名でございます。（「４名」「おお、半分」

と呼ぶ者あり） 



令和 5年 9月29日 予算・決算特別委員会 環境まちづくり分科会（未定稿） 

 ４９ 

○岩田委員 この中に公募区民が入っているということなんですけども、公募区民が入っ

ているんですよね。以外に区民が直接何か言える場というのはあるんでしょうか。 

○嶋崎分科会長 公募区民以外に一般区民が何か意見が述べられるような仕組みがありま

すか。 

○山﨑環境政策課長 一般の方からのご意見としましては、素案のほうを作成しましたら、

それに対してのご意見をということでパブリックコメントのほうを行ってまいります。 

○岩田委員 それはいつ頃やるんでしょうか。 

○山﨑環境政策課長 今現在、計画の素案というものをつくっている最中でして、先ほど

の見直し検討部会もまた今後開いて、あとは地球温暖化対策推進懇談会のほうも開いて、

あとは庁内のほうでも検討をしてということになります。それで、当然常任委員会のほう

にもご報告をさせていただいてからということになりますので、年は明ける、年度内には

行わなきゃいけないというふうには考えております。 

○嶋崎分科会長 いいですか。 

○岩田委員 はい。 

○嶋崎分科会長 このヒートアイランドはいいですか終了して。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎分科会長 それでは、ヒートアイランドのところを終了いたします。 

 暫時休憩します。 

午後２時３９分休憩 

午後２時５４分再開 

○嶋崎分科会長 それでは、分科会を再開をいたします。 

 引き続き環境保全費のところであれば、どうぞ。 

○林委員 決算参考書２２６ページの４、地球温暖化対策、事務事業概要が６８ページか

ら、主要施策の成果が８２ページです。みらいプロジェクトも若干関わってくるんですが、

あまり難しくなく、主要施策の成果で（３）再生エネルギー電力の切替促進と。これ、家

庭で５,０００円相当の啓発品を支給と、１４件とあります。ところが令和５年度になる

と現金２万円って形になっているんですね。これはどういう地球温暖化対策に寄与する考

え方になるのかお答えください。 

○古川ゼロカーボン推進担当課長 再エネ電力の切替えについてのご質問ですが、再エネ

電力に切り替えた場合、５,０００円相当のクオカードまたは図書カードを配付しており

ましたが、昨今の再エネ電力の高騰で、電気代を切り替えても５,０００円以上高くなっ

てしまうというようなことがありまして、再エネ電力に切り替えるメリットが少なくなっ

た。それで申請実績もなかなか上がらなかったのかなというふうに承知しております。そ

ういうこともありまして、令和５年度から１家庭２万円の現金をお渡ししまして、さらに

２年連続で４万円までの助成制度に変更しまして、家庭、事業所も含めまして再エネ電力

の普及に努められればなという考えで変更したというところでございます。 

○林委員 そもそも５,０００円相当のクオカード、図書カードですよね。これ、何件想

定していて、実際には１４件というと、四半期に分けるとどこに集中して、結果、現金に

なってしまった。正直言ってこれが何を目標にしているのかよく分からないんですよ。全

世帯の人に再生可能エネルギーの電力に変更を求めるために区は地方公共団体として金券
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並びに現金を配るようにしたんですか。それとも先着順に早い者勝ちで取れるようにした

んですか。何を目標なのかというのが見えないんですよね。 

○古川ゼロカーボン推進担当課長 もともとの予算を立てたときの考え方といたしまして

は、５,０００円相当が１,０００件ということで予算計上させていただいておりました。

最終目標であります２０５０年ゼロカーボンということで、全ての家庭が再エネ電力を使

っていただくということが最終的な目標となりますので、そこに向けまして２０５０年ま

でにまだありますけれども、徐々にそういうふうに転換していっていただきたいという趣

旨で予算計上したというところでございます。 

○林委員 あの、ちょっと、もう少し上からの視点でいいんですよ、東京都視点でいいん

ですけれども、毎年１,０００件切り替えるだけで２０２５年に間に合うような制度設計

になっているんですか。それともこれ金額を増やせば再生可能エネルギーになるのか。電

力会社のほうが再生可能エネルギーにすれば事足りるようになるのか。そうすると国策の

話になるわけですよね。何を求めて現金を配るというのがやっぱり見えないんですよ。い

や、金券だったら何となく分かりますよ。あるいは設備を替える助成というんだったらお

金かかるから分かるんですけど、この切替えで商品券がどうして現金になってしまったの

かというのは、やっぱりこれ東京都だと議論になりませんかね、こういうのを普通に考え

て、よその自治体でも。あまりにも急激にカーブを切り過ぎて、ちなみに、では現時点で

現金２万円をもらった方というのは予算想定額何件のうち何人になっているんですか。 

○古川ゼロカーボン推進担当課長 再エネ電力切替え、令和５年度の現時点で把握してい

る実績でございますが、３件の申請がございます。 

○林委員 想定は１,０００件。 

○古川ゼロカーボン推進担当課長 令和５年。 

○林委員 うん。今ですよね、４月から９月までということですよね。あるいは５年度、

そうですね。予算総額がいけば、２万で割ればいいんで。 

○古川ゼロカーボン推進担当課長 ちょっとお待ちください。 

○嶋崎分科会長 はい。休憩します。 

午後３時００分休憩 

午後３時００分再開 

○嶋崎分科会長 それでは、分科会を再開します。 

 答弁をお願いします。 

○古川ゼロカーボン推進担当課長 すみません。すぐに数字が出なくて、申し訳ございま

せんでした。 

 令和５年度につきましては、５０件で計上しております。 

○嶋崎分科会長 林委員。 

○林委員 そうすると、令和４年度は１,０００件、全世帯が替わってもらいたいと。ダ

ウンしているわけですよね、目標値も。で、金額だけというと、あまり整合性が、そもそ

も設定で電力会社を変えるだけで地球温暖化対策になるというのも、分からなくもないで

すけれども、目標設定自体に、件数を増やしたいのか現金を配りたいのかという話になり

かねない話ですので、どうしてこういうことになってしまうのかということと、これ６年

度も引き続き続けるのか。もう一回、金券にするのか。物価高騰が続いて電気代が上がっ
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ていくわけですから、ここに現金を投入すると１世帯５万とか１０万とかお金をたくさん

かければかけるほど電力会社は替わるかもしれないけれども、それで地球温暖化対策に千

代田区の区民の皆さんが５０件以上、みんな申請――あと４７人まで間に合うんですよね。

４７世帯まで、もっと駆け込みで申請していけばいいことになるんですかね。すごく疑問

に思われないですかね。来年度の予算編成も踏まえてお答えしていただきたい。 

○古川ゼロカーボン推進担当課長 すみません。ちょっと繰り返しになる部分があるかも

しれないんですけども、昨今の電力価格の高騰というところがありまして、５,０００円

ではなかなか切り替えてもその分をペイできないといいますか、それ以上、上回った値上

げで支出になってしまうというところで、近隣の区でどういうことをやっているか何かも

調べまして、２万円相当の現金…… 

○林委員 ２万円相当、２万円の現金ですか。 

○古川ゼロカーボン推進担当課長 ごめんなさい。２万円の現金ですね。失礼いたしまし

た。を支給するというところに変えたところです。２０５０のやっぱりゼロカーボン化に

つきましては、全ての家庭もやはり再エネ電力に切り替えていただかないとなかなか目標

達成が厳しいというところもありますので、ここの再エネ電力の切替えの事業につきまし

ては、令和６年度も引き続き行っていきたいというふうには考えております。 

○林委員 そうすると、地球温暖化対策推進のために現金２万円の件数を増やすですか、

令和６年度の予算要求で。それとも金額を増やすほうに行くんですかね。あんまりどちら

もすてきな解の公式には思いづらいんですけども、実際、申請者も少ないですし、どう、

やっぱり外の視点も大事ですし、千代田区役所の視点も大事ですし、両方多分兼ね備えら

れているんで、すごく私は違和感があるんですよね、現金に切り替えて。これも、今、周

辺区と言われましたが、２３区の給食と一緒で、２０区ぐらいが現金２万円を配っている

んだとしたら千代田区もやらなくちゃいけないのかもしれない。区民だけが不利益を被ら

せるわけにいかないから。その土壌と、やっぱりこういうのも広域の東京都レベルでやる

ほうが自然だと思うんですよね、自治体でこんな現金配りを競争していてもしょうがない

んで。来年度の方針も踏まえて、令和４年度もあまり、実は申請者は１４人しかいなかっ

たと。今年は３人しかいなかったと。この経験則を踏まえて、これが効果的なのかどうか

も含めて、予算要求に入っていくと金額と件数になってきてしまいますので、お答えくだ

さい。 

○古川ゼロカーボン推進担当課長 そうですね。なかなか今年度も実績が伸びていないと

いうところが正直なところですので、機会を見つけて、こういう制度があるというところ

は周知していきたいというふうに思っているんですけども、どうしてもちょっと電力料金

が高騰しているというところで、再エネ電力につきましては、まだ以前のような安価なメ

ニューというのがなかなか出てきていないような状況であるということはあると思うんで

すね。事業者なんかに聞きますと、だんだん電力価格も昨年度よりかは落ち着いてきてい

るというところで、今後、再エネ電力が以前のように下がっていけばある程度再エネ電力

に切り替えるような方も増えていくのではないかなという、ちょっと期待感も込めてそう

いうところもありますので、そうですね、できる限りご家庭の方には再エネ電力を使って

いただきたいという考えでやっていきたいというふうに思っております。 

○林委員 要は再生可能エネルギー、この世帯数を千代田区民６万８,０００人いて世帯
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数３万数千人ですよ、住んでいる方は。どれぐらいにする、これが目標値にかかってくる

と思うんですよ。今の現状だったら６万８,０００しかいないけど、もう一つ大きな目標

がなくちゃいけないのは、人口増やすか減らすかになってきて、後の後半のいろんな計画

になってくると思うんです、これは住宅施策等々の。これ何％ぐらいを目指したいんです

か。できるだけ多くとか、できれば１００％とかとあるのかもしれないんですけど、電力

会社というのが実際あると。東京電力さんというのがあると、地域には。再生可能エネル

ギーの電力会社もいっぱいできてきていると。このベストミックスというのかな、東京都

も含めてうまくいくのかどうか分からないけど、風力とか話題の、太陽光とか、目標設定

がやっぱりないと、順次導入というのはあんまり好ましくないし、まして現金ですからね、

現金を配るというのが、目標設定もなくできるだけ多くというのはあんまり地方公共団体

の施策としてはすばらしくないんじゃないのかなと。電力会社のキャッシュバックはいい

ですよ。だけど地方公共団体なんですから、早い者勝ちで５０人だけ２万円というのがど

うかな。 

○古川ゼロカーボン推進担当課長 そうですね。ちょっと現金を支給するところでどうか

という考え方はあるかなというふうに、今ご意見賜りましたけども、そうですね、あと、

申し訳ないですけど、今のところ具体的ないつまでに何％みたいな数値というのは特に目

標としては持っておりません。そこは申し訳ございません。ただ、繰り返しになりますけ

ども、いずれ２０５０年にはもうゼロカーボンにしなくてはいけないというところで、

徐々にではありますけども、そういう再エネ化の切替えというのはやっていかなくてはい

けないという考えには変わっておりませんので、引き続き金額とか、あと周知の方法とか

も見直しながら、ぜひ普及に努めてまいりたいと思っております。 

○嶋崎分科会長 はい。関連。 

○はやお委員 僕は地球温暖化ですけど。 

○嶋崎分科会長 はい、どうぞ。 

○林委員 関連、いい。 

○はやお委員 いいよ、先で。俺が言うんじゃない。どっち、いいですか。分科会長。 

○嶋崎分科会長 はい、どうぞ。 

○はやお委員 地球温暖化のところなんですけれども、手短に言います。まずここのとこ

ろの地方連携による産地指定の再エネ供給、再エネ施設整備の検討って、ちょっとこれ具

体的にちょっと事務事業概要を見ても分からないので、それとあと加えて、もう一度ここ

金額どのぐらい使っていたかというのを聞き逃したんでお答えいただきたい。２点。 

○古川ゼロカーボン推進担当課長 地方連携による産地指定再エネ供給の概要ということ

でございますけども、こちら千代田区と再エネ供給に関しまして連携協定を結んでおりま

す岐阜県の高山市、あと群馬県の嬬恋村、秋田県の五城目町、あと茨城県の神栖市の自治

体の中で発電されました再生可能エネルギーを区内の事業者へ供給する取組となっており

まして、事業者が実際電気料金としてお支払いいただいた電気料金のうち、０.１５円を

地域活性化資金として連携自治体に還元されるというのが特徴となってございます。現在

まち未来製作所というところに委託しておりまして、このまち未来製作所につきましては、

地元発電業者の確保ですとか契約、あと再エネ利用者である区内需要家及び小売電気事業

者を募集し入札を開始する。あと、新たな再エネ調達先の発掘ですとか、電力のアグリゲ
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ーションなどを行っております。 

 すみません。予算につきましては、ちょっとお待ちください。令和４年度の実績といた

しまして１,０６１万５,０００円となってございます。 

 以上です。 

○はやお委員 １,０００万近くということで、それで私も最初ここを勉強しているとき

に確認、調査するに当たって準備しているときに、まあそうだろうなと、姉妹都市という

ので関係があるというのは一定程度理解はしたんですけれども、一つ新たな連携先として、

この茨城県のここの神栖市を選んだというその理由は、ここの業者が今の話からすると、

何か最適であるという、合理性があるというふうな説明の中で決めたのかどうかお答えい

ただきたい。 

○古川ゼロカーボン推進担当課長 まず、今回新たに協定を結びました茨城県の神栖市と

協定を結んだ理由でございます。ちょっと冒頭申し上げました令和４年１０月に開催しま

したゼロカーボンフォーラムにおきまして、区長のほうから、多くの自治体と連携してい

きたいというところを発信しました。そのところ神栖市さんのほうからお話があって進め

てきたものでございます。 

 神栖市につきましては、太陽光発電のほか、風力発電ですとかバイオマス発電など、再

エネの施設が非常に多くありまして、発電量として当時９１万キロワットほど持っている

ということで、非常に膨大な再エネ電力を持っている自治体というところもありました。

あと、横浜市とも千代田区が今行っております仕組みと同様の協定を結んでいるというと

ころもありまして、こういった事業に見識があるというところもありましたので、連携を

進めやすいという面もあるというところで協定を結んだというところでございます。 

○はやお委員 なるほど。そういうそれなりの一定程度の一つ基準なりなんなりの中で決

めたと。何がここのところで言いたいかというと、つい最近勉強会がありまして、国際的

に見て、今、非常にチリが資源大国になっていると。それは何かというと、この再生エネ

ルギーだということなんですね。何でかというと、結局、風力発電というのはなるべく極、

つまり北極か南極に近いところに行くと電力量が取れる。そして太陽光となるとなるべく

赤道に近いほうがいいということらしいんですね。それで、さらにそれの豊かな資源を、

結局はこの再生エネルギーで確保して、水素燃料を輸出するまでに至っているという話を

聞いたんですね。ここに何を言いたいかというと、単なる、大切ですよ、姉妹都市という

感覚も。でも本当に今後のお金を投入するんだったらば、結局はゼロカーボンを実現して

いくということであれば、例えば、一番日本で北極に近いところは北海道なわけですよ。

それで一番――北海道だろう。北海道のほうのが近いよね。例えば北海道地域、それであ

と一番赤道に近いところは沖縄のほうなんですよ。だからそういうところの視点に立って

この財源をゼロカーボンに向かって本当に有用に財源を使うかといったときに、そういう

検討については考えているか考えていないかお答えいただきたい。 

○古川ゼロカーボン推進担当課長 協定先の考え方につきましては、我々もいろいろな自

治体と連携協定を結んで再エネ電力を確保するというところで幾つかの自治体ともお話し

させていただいたりはしております。今、北海道のようなお話も出ましたけども、例えば、

今年実は福井県の方とちょっとお話しさせていただきまして、何か協定、連携できないか

みたいなお話もあったんですけども、福井県なんかは実は日照時間が短いということでな
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かなか再エネの太陽光の発電が実はそんなにできないとか、個々自治体によって特性があ

ったりするんですね。そういうところもあったりして、あとどれだけ自治体の中で再エネ

発電のポテンシャルがあるかということと、逆にその自治体の中でその発電した再エネを

地方、いわゆる自分のところの地産地消じゃなくて、ほかの自治体へ供給するような能力

があるのか、もしくは自分の自治体の中で消費するだけで終わってしまうような自治体も

ありますので、なかなかこちらと話しても協定まで結びつかないような事態も正直あると

ころでございます。ですので、我々のような都心の自治体に再エネを供給できるような能

力というか、発電力があるようなところと中心に今いろいろお話しさせていただいている

というところが現状でございます。 

○印出井環境まちづくり部長 分科会長、追加で。 

 ご質問の趣旨からすると、勉強会の、一つ、直接、北海道とか沖縄とかから電力供給を

受けるのは事実上難しい。複数の系統を通るということで、それが直接の電力だとそうだ

と。おっしゃったとおり、グリーン水素を活用してということについては、我々もやはり

２０５０に向けては水素を活用するということは考えなきゃいけないんだろうなというふ

うに思ってございます。ただ一方で、水素をこの都心まで運ぶ手段、それからその水素を

引き回して使うインフラ、その辺が今課題なのかなというふうに思っています。今、２０

５０に向けて２０３０までにカーボンニュートラルを加速する上では、やっぱりどうして

も太陽光や既存の風力になってしまうというところもありまして、様々自治体と検討する

ときについても、その辺りを優先的に検討してきた経緯があります。ただ一方で、もう少

し長期に目を当てると、ご指摘のような視点も今後検討すべきかなというふうに認識して

おります。 

○はやお委員 そういうことなんです。非常にフラッシュアイデアみたいなところもある

んです。だけども長期的に見たら、現実チリがそういう方向になってくるとなると、本当

にやっぱり財政を有用に使って、日本国のためにどうやってなるのかというリーディング

になる必要もあるだろう。そこに今部長が答弁していただいたような、長期的な視点での

検討も必要になってくるんではないかということ。 

 最後になりますけれども、いろいろとこういうところについて地球温暖化の対策をやっ

てきた。それでこれはもう民間のほうの経営のときというのも、多角化事業に種をまくん

ですよね。それだけども、実際うまくいかないものとうまくいくところが出てくるんです。

そろそろ実を取らなくちゃいけない時期なのかなと思うんで、その辺のところについて、

今後の種をまいて収穫をするというところの戦略的、例えば、今は実験的なことはやった

けれども、その辺のところでどの辺でこの辺を総括して、ある程度集中と選択して集中し

ていくのかというところを、その考えをお答えいただきたいと思います。 

○印出井環境まちづくり部長 一昨年、地球温暖化対策地域推進計画を改定しました。そ

れから自ら取り組む実行計画として、本年――あ、推進計画は去年だっけ。おととしでい

いんですよね。で、実行計画を今年改定をしたところでございます。そういった中で、２

０５０カーボンニュートラルというのを目指すという中では、国もそうです、東京都もそ

うです、単純に積み上げただけでは解消できない大きなギャップがございます。そのギャ

ップを埋めるためには様々なこれから出るであろう先進技術を、いわゆるバックキャスト

の中で使っていくと。先ほどはやお委員からご指摘のあった水素もそうだと思うんですけ
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ど、そういったものを念頭に置いておく必要があると思っています。我々としては、ベロ

ブスカイト太陽電池とか路面太陽光とか、そういったところにも取り組んでいかなきゃな

らないなというふうに思います。それから、地方連携による取組についても、その中の一

つかというふうに思ってございます。それがスタートしてから足かけ２年ぐらいを経過す

るところでございますので、もう一段、もう２０３０までの間、例えば２０２７とか、そ

れぐらいまでの間には一定程度の目星をつけていきたいなというふうに思っていますが、

ちょっと今のところどこで見極めするかというところまで断言する段階には至っておりま

せんので、さらに今回ゼロカーボンの推進担当課長というのも今年度設置させていただき

ましたので、これからその辺りについてもしっかり深く検討していきたいというふうに思

います。 

○はやお委員 はい、分かりました。 

○嶋崎分科会長 いいですか。 

○春山委員 関連で。 

○嶋崎分科会長 はい。関連で春山委員。 

○春山委員 林委員とはやお委員にも関連するんですけれども。林委員からこのクリーン

エネルギーの事業に関しての実効性と今後の見通しについてというご質問があったと思う

んですけど、全体的にはやお委員のおっしゃるように、メニューが個別化しているなとい

う印象を受けております。印出井部長からもお話があったように、ゼロカーボンに向けて

様々の最新の技術なり研究が年々重ねられている中で、やはりこれからのゼロカーボン、

本当に向けて、新しい今までの精査とこれからの取組というのを千代田区としてのしっか

り取組の姿勢が見えるようになってほしいなと思っています。それと、６万何人かの区民

にゼロカーボンをどう求めていくのか、事業者に対してどう求めていくのかという、この

対象のところと事業のところが、このクリーンエネルギーを一つとってみても見えてこな

いと。じゃあ区民に対してと事業者に対してと同じメニューでいいのかというところもち

ゃんと整理していただきたいなと思います。 

 そういった意味で、森林整備事業もすごく、先ほども大事だとは思うんですけれども、

例えば、もう、今、日本全国でブルーカーボンが取組が始まっていて、グリーンカーボン

よりもブルーカーボンのほうが長期間二酸化炭素を貯蓄するという意味で、ブルーカーボ

ンの取組が始まっていて、千代田区、海に面していないですけれども、それでもブルーカ

ーボンクレジットのような、企業にクレジットを買ってもらう仕組みづくりとかもう整っ

てきているので、では、この千代田区のＣＯ２の排出量は事業者のほうが圧倒的に割合が

多い中で、事業者に対してどういうふうに区として取り組んでいくかということを考えて

もらいたいと思います。 

○古川ゼロカーボン推進担当課長 今、春山委員のほうからお話がありましたが、ブルー

カーボンについてなんですけども、まさに区のほうで、今、何か取り組めないかというと

ころで検討している状況でございます。ブルーカーボン自体はまだなかなかちょっと実証

実験を行っているようなところが多い中で、一部クレジット化して販売しているような自

治体もございます。先日、ジャパンブルーエコノミーという、まさにこのクレジットを発

行している認証団体のほうにもちょっとお話を伺いに行ってきたんですが、現状としては、

自治体と漁協とか企業が組んでブルーカーボン、藻場を再生してブルーカーボンをクレジ
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ット化して、いわゆるオークションみたいな形、オークションというか、インターネット

で企業に買っていただくような仕組みができております。区としては、森林整備のように

ブルーカーボンを作っている自治体と千代田区が森林整備協定みたいな感じで、お互いに

協定を結ぶなりして連携して、単純にブルーカーボンで吸収したＣＯ２の排出量を買うだ

けではなくて、さらにそこに例えば千代田区の区民の方が海洋体験していただくとか、そ

ういう相互交流というんですかね。あと海の再生とか、環境学習とか、そういうのも含め

てやりたいなというところで思っているところでございます。ですので、クレジットを単

純に買うというだけではなくて、何かそういう連携ができないかというところで、今後、

ちょっと専門家の方とか、あと、企業の方なんかにもお話を聞きながら、ちょっとブルー

カーボン、千代田区としてどういうふうに関連できるかというところを検討していく予定

でございます。 

○春山委員 ありがとうございます。ぜひ前向きな取組を進めてもらいたいと思います。

そのブルーカーボンなんですけれども、今、神戸市では淡水でのブルーカーボンの取組を

神戸大学と一緒に進めていて、それは本当に子どもの教育にもすごくいいというところで、

海水だけじゃなくて淡水での取組も始まっています。それは生物多様性の保護も含めてと

いう意味では、千代田区は難しいと思うんですけれども、お濠もあるので、外濠でそうい

う取組ができるようなビジョンが描けると面白いなというふうに個人的に思っています。 

 以上です。これは感想です。 

○嶋崎分科会長 いやいや、それはいいです。そういうことも考えられるけど、どういう

ふうに受け止めますかということをちゃんと答弁してください。 

○古川ゼロカーボン推進担当課長 我々もお濠でそういうことができないかなみたいな話

は出ていたりしたんですけど、なかなかちょっと現実的にどうやってやっていくかなとい

うところで、難しいのかなという想定もあったりして、まずは先ほど言いましたとおり、

実際もう藻場を作って再生しているような自治体と連携して、そういうところから始めて

いきまして、森林整備と併せて、このブルーカーボンもどんどん拡大して、千代田区のＣ

Ｏ２の排出のオフセットに貢献できるようになればなというふうに思っております。 

○嶋崎分科会長 はい。 

 ほかにありますか、ここのところ。いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎分科会長 生物多様性は終了していいのね。 

○小枝委員 いやいや。生物多様性、まだ始まっていないんじゃない。 

○嶋崎分科会長 ああ、ごめん、ごめん、（発言する者あり）地球温暖化。ごめん、ごめ

ん。じゃあ、地球温暖化はいいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎分科会長 それでは、ほかのところをどうぞ。 

○林委員 内訳を聞いたんですけど、途中になっちゃった。内訳。 

○小枝委員 ああ、聞いていた、生物多様性。 

○嶋崎分科会長 え、残っていた。 

○林委員 内訳をさっき嶋崎さんが止めちゃったじゃないですか。 

○嶋崎分科会長 ああ、あれが残っているんだな。ごめん、ごめん。 
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 内訳が、たしかさっき答弁が残っていたね。 

○小枝委員 うん、うん。 

○林委員 生物多様性の内訳、１,４００万の。 

○嶋崎分科会長 どうぞ。 

○山﨑環境政策課長 生物多様性の推進の主立った内訳でございます。 

 まず、生きものさがしですとか、セミ羽化、どんぐりの自然観察会、こちら合わせて３

２４万５,０００円。で、生物多様性プランの検討、こちらで１,０３６万２,０００円。あ

と生物多様性対象の印刷代等で２３万５,０００円等でございます。あと、生物多様性推

進会議のほうで報償費のほうが発生していると。そういったところが主立ったところでご

ざいます。 

○嶋崎分科会長 はい。いいですか。 

○小枝委員 それでいい。はい。 

○嶋崎分科会長 小枝委員。 

○小枝委員 ただいま内訳のご報告もあって、これですね、今生きているプランは「ちよ

だ生物多様性推進プラン」で、先ほどの話に絡めて言えば、この中には、何ですか、牛が

淵の蛍の話も書いてあったり、まず聞きたいことは、今の執行の明細の中で、このプラン

の進行管理をするための予算というのはあるんでしょうか。ここに掲げた内容をどなたか

ちゃんと追いかけているのかなというところを聞きます。 

○山﨑環境政策課長 生物多様性推進プランの検討、こちらの中で全計画の状況等を検証

するのに使っております。 

○小枝委員 見直すから振り返るということですと、そこが、今、新たな計画をつくろう

としているわけですけれども、先ほどの環境政策というのはいろいろなことが重なってい

て、どこでどれを聞いたらヒットするのかが分かりづらいというぐらい込み入っていると

いうこともあるんですが、ヒートアイランド対策で言えば、７年に一度こうした区民向け

の啓発パンフレットと進行管理の、区道がどのくらい保水性舗装された。今ここまで来た

けれどもこれからこのぐらいやるとか。そういうふうなことを経年変化を常に点検をし、

公表をし、振り返り振り返りつつ前に進むということで行政も区民も共に歩んでくるとい

う格好だったと思うんですね。見直すときに振り返るというんではなくて、進行管理とい

うのは進行しながら確認をするものなんですけれども、それは今後のこともあるので、ち

よだ生物多様性推進プランを見直してこれから進めていくという中で、そういった人の配

置、何々係はこれをやるんですよ。その中にはコンサルもいるから、共に常に区内観測を

かけていきましょうねというような仕組みを考えているのかどうか、いなければそうして

いただきたいという質問です。 

○山﨑環境政策課長 今、小枝委員がおっしゃっていた恐らく緑の実態調査の話もされて

いたかなと思います。こちら行うときには、担当部署等、環境政策課の当然係の中でどこ

がやるかとかというのは定めてやっております。また、この実態調査も毎年毎年行ってい

る、当然緑のお話ですので毎年毎年ころころ変わるわけではないというところもあるんで

すが、で、七、八年のサイクルで行っておりまして、今現在、平成３０年度のものが最新

で、ですので昨年とかというのはまだやっていませんよというのはそういったところがあ

ります。で、その前が平成２２年というところでございます。ですので、基本的にはこう
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いった調査を行う場合には、業務委託という形に行わざるを得ないなというところはある

んですけど、あと、緑被率等を出すにしても、これもう上空からの写真等を撮って、それ

で現状のほうを把握するとか、そういったところもありますんで、委託をしなきゃいけな

いというところもあります。そういったところでしっかりと、どこの部署、係で担当する

かというのは、今までも定められて決まってやってきております。 

○小枝委員 ごめんなさい。例示で出したんでちょっと戻ってしまう議論になっちゃ怒ら

れちゃうんで、今のはヒートアイランドの多分領域なんです。私がお聞きしたのは、生き

物、この生物多様性のプランの中に、そうした進行管理が、仕組みが盛り込まれています

か。盛り込まれているとするならば、例えば、ビオトープ作りを推進すると書いてあるわ

けです。区内の公園、学校などにやりますよというふうになっていて、私の知るところで

は昌平幼稚園とか三井海上の屋上とか、そういうところにもう大昔からあるんですけど、

これを進めていく。で、進めるに当たってはまちづくり推進部の道路公園課と環境安全部、

もう今はないけど、環境温暖化対策課と、子ども教育部の子ども施設課とが一緒になって

考えて推進しましょうという方針が出ていれば、今これだけのお金をかけて、これだけ進

みましたということが言えるのかなというふうに思うんです。そういうことをやっぱり常

に確認しながら、牛が淵の蛍も生きているよとか、いや、もう死んじゃいましたとか、何

かそういう進行管理ってとっても大事だと思うんで、計画は計画つくり放しじゃなくて、

やっぱり常にみんなで確認をしながら前に進むということが大事だと思うんで、そこを聞

きました。 

○山﨑環境政策課長 大変すみません。ご質問にしっかり答えていなくて、申し訳なかっ

たです。 

○小枝委員 いえ、私が。 

○山﨑環境政策課長 この生物多様性推進プランの中で行動計画等を決めておりまして、

その中では、各部署、庁内の中でもどこの部署が担当しているというところも決まってお

ります。毎年、進捗状況というのも報告をしていただいておりまして、その結果について

は地球温暖化対策推進懇談会、そういったところに報告をしたりしております。そういっ

た形で、今現在、各担当部署においてどういうふうに進んでいるかというところを進捗管

理をしているところでございます。 

○小枝委員 各部署がそれぞれ所管のところを確認して地球温暖化会議に報告しているか

ら大丈夫だよという…… 

○嶋崎分科会長 取りまとめて。 

○小枝委員 取りまとめで大丈夫だよという答弁だったと思うんですけれども、そこはち

ょっとそうかなというところは正直あります。多分ビオトープは増えていないと思うし、

それに作ったって、ご存じかどうか分からないですけど、三井火災の屋上菜園のあるとこ

ろにお茶の水小学校の子どもたちのための、何というか、結構深い、何というか、田んぼ

になるようなわざわざ作ってくれているんですよ。で、エレベーターまでついて、みんな

が登れるようになっていて、鳥が飛び立つところまであるのに、もう忘れ去られて多分１

０年ぐらいたっている、もっと、かなりたっているわけです。つまり、何かつながってい

ないなということを感じます。だから進行管理、ちょっとできていないというところを踏

まえてそこは答弁していただきたい。先を急ぐんで、そこはちゃっちゃと答えていただき
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たい。（「ちゃっちゃと」と呼ぶ者あり） 

○山﨑環境政策課長 すみません。進捗状況についてです。庁内での取りまとめというの

を行っています。それ以外の民間のところにまで含めると、先ほどの生物多様性プランの

検証みたいな大きい状況のときに区内全体の把握をするような、そういうふうな状況にな

っており、常に毎年のような形では把握はできていないのが現状でございます。 

○小枝委員 毎年どころじゃない、１０年単位でできていない。 

○山﨑環境政策課長 あと、先ほどすみません、訂正でございます。進捗管理の報告をし

ている先は、生物多様性推進会議のほうになりますので、すみません、訂正させていただ

きます。 

○小枝委員 これは、分科会長へのお願いになるかもしれないんですけれども、私、今回

はみらいプロジェクトの後ろについている、区の分野別計画体系というのを持ってくるこ

とによって、どんな計画が動いているかというのを一応頭の中で理解をしようとしている

んですけれども、今、これ、１１６ページ、千代田区にはどういう計画が動いていて、そ

れに付随するどういう会議が動いているかということをちゃんと確認できるものというの

が、それがいつまでのものなのか、中央の計画もなくなっちゃいましたけれども、ばらば

らになってしまっているんですね。そこは一旦この所管についての計画体系を分かるよう

にまとめたものを、もちろんこれが終わった後で十分構いませんので、どこかでそうした

まとめをしていかないと、枝ばかりで分かりづらいというのは、ちょっと今これでやり取

りをしても話が済む話ではないと思うので、お願いしたいと思います。 

○嶋崎分科会長 今、小枝委員からのご要望のあったものに関しては、前はみらいプロジ

ェクトの中での記載があったけれども、現在は構想になってしまって、なかなかそこが見

えない、全体的には見えないというんだけれども、とりわけ今日は分科会ですから、後日

の委員会のところでそれなりの資料が出せるものなのかどうなのか、部長どうですか。 

○印出井環境まちづくり部長 今回の基本構想の策定のプロセスの中で、分野別計画につ

いて整理をしたような資料を、すみません、私の記憶が定かであれば、企画課のほうで作

っていたんじゃないかなというふうには思っておりますけれども、すみません、もし間違

えていたら申し訳ないです。ただ、我々の所管の計画のみならず、全体的にそういったお

話なんだろうなと思いますので、この分科会でのご審議内容は分科会長にお任せするとし

て、今日の情報、こういう話があったということについては、所管、企画のほうに情報共

有させていただきたいと思います。 

○小枝委員 お願いします。 

○嶋崎分科会長 じゃあ小枝委員、それでいいですか。 

○小枝委員 はい。いいです。 

○嶋崎分科会長 それがご納得いくものなのかどうなのかということは分からないけれ

ども、取りあえずは努力をしてみましょうということで受け止めていただいたんで。 

○小枝委員 はい。 

○嶋崎分科会長 そこはちょっと受け止めてください。 

○小枝委員 はい、分かりました。 

 そうですね、先ほど環境モデル都市なんていう話もしましたけど、これはもうないもの

ならばない。何があって何が生きているのか、先ほどのヒートアイランドもそうですけれ
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ども、じゃあそれは何の計画にひもづいているのかとか、それが本当に分かりづらくなっ

てしまっているというのが現状だと思います。 

 すみません。続けさせていただいて、本会議で確認したことを幾つか確認させていただ

くのがここしかないので、よろしくお願いします。 

 まず、大径木調査のところなんですけれども、これ、令和２年の１０月２６日、環境政

策課長のほうから、ちよだ生物多様性推進プランの行動計画に掲げてあるということで、

大径木の保存、生物多様性に寄与する大径木を保存するための制度構築に向けて千代田区

内全域の大径木分布状況を把握し、保存制度の構築に向けた基礎資料とすることとしてお

りますということで、全体調査をかけて、当時５,９７６本ということだったんです。こ

れも調査したものをどなたが扱って、どなたのもとにこの５,９７６本というものは、台

帳なりなんなり、調査されたものが確認をされているのか。そして、それはこの保存制度

の構築に向けた基礎資料として取ったわけですから、取って終わりじゃないわけですよね。

これを健全かつ不健全であればそれはそのような対処が必要でしょうし、そういうふうな

ための非常に貴重な生物多様性の計画の土台になるものですので、それはどこ行っちゃっ

たか分からないということじゃないと思うのでお答えください。どこにありますか、今。 

○山﨑環境政策課長 大径木の調査に関しまして、その調査結果を基に大径木の保存の制

度について庁内で関係部署を集めて令和２年度に検討会を開いております。その中で、本

会議でも答弁をさせていただいたとおり、景観重要樹木ですとか、樹木の保存に関する法

律ですとか、天然記念物など、樹木に関わるほかの制度が幾つかあると。それとの兼ね合

いですとか、整理、新たに作る必要があるのかどうかとかというところも…… 

○小枝委員 ちょっと多分その答弁は保存樹木のことを答弁しちゃっていて、そっちじゃ

なくて。 

○嶋崎分科会長 じゃあ、もう一回質疑をしてください。 

○小枝委員 ただいまの課長の答弁というのは、樹木保存制度が２３区中２２区があるの

に千代田区だけなぜないんですかということに答弁はそれがあったんですけれども、今日

は時間がないからそれをやるつもりはないんですね。その前の、調査をかけましたと。平

成２８年から３年間でどこの公園に何本あるというのを確認しているんですよ。 

そういった中で、お急ぎでしょうから急ぎ言いますと、例えば日比谷公園には６４７本あ

りますよと。区立公園には７８４本ありますよと。経過的に見ていけば、当然減る要素は

いっぱいあっても、例えば民間の敷地にある６７２本なんていうのは減る一方だと思うん

ですよ、保護制度がないし、開発がありましたから。そういう中で、何か私が言うと、街

路樹保存の話になると思って戦々恐々とされているのかもしれないんですけれども、そう

いうことじゃなくて、現状を知り、的確な対応策をするために、この調査をかけた。そし

て、その調査をかけたときには、今後の基礎資料にするよということでやっているわけで

すから。それからもう５年たっているわけ。その５年たった中で、これをやめちゃうとい

う話なのか、千代田区としても継続して続けるという話なのか。そこの基本的な考え方と

ローリングの在り方を聞いているということです。 

○印出井環境まちづくり部長 これは部内横断的な取組でございます。環境政策課におけ

る生物多様性の話と、景観・都市計画課における緑の基本計画ということで、緑の基本計

画改定の際に、前回の、改定前の基本計画の中には、大径木の保存の目標があったところ
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もありましたので、それと、その大径木、生物多様性の観点からの大径木の調査を重ね合

わせてやろうじゃないかということで、どういったものを大径木として定義するかという

ことについて、先ほどありました生物多様性の推進会議の中でご議論いただいて、従前の

定義を変えて、地上１.３メートルの高さで幹周り１５０というものを調査しようじゃな

いかというようなご議論を踏まえて調査したのが、５,９２７本というところでございま

す。 

○小枝委員 そうです、そうです。 

○印出井環境まちづくり部長 その後、緑の基本計画の中では、大径木自体の保存という

ような目標、指標は置かずに、ご答弁申し上げたとおり、大径木があるのは基本的には旧

江戸城の遺構に由来するような緑地等でございますので、そういったものは保存していこ

うと。保存、継承していこうと。そういう中で、当然に構成要素としての大径木も保存さ

れるんではないだろうかというふうに私どもは考えているところでございます。 

 今後、キックオフで生物多様性の観点から調査したことについての議論については、ま

さに生物多様性プランの改定の中で、どういうふうに位置づけされるかということについ

ては議論されるんだろうなというふうに思います。 

 ただ、この調査のときには、外観の調査でございますので、外観からの判断、いわゆる

診断はしておりませんので、そういう意味では、生物多様性のプランで今後も検討を深め

るということの中で、今後の取扱いも含めて有識者からのご意見も伺いたいなというふう

には思ってございます。 

○小枝委員 そうしますと、それはまだ有識者会議の中で話し合われる事項で、考え方と

しては、私は緑のプランを一生懸命読みましたけれども、各部分は、スペースは小さくな

っているものの考え方としては継承されておりました。 

 それで、今日お聞きしているのは、全部聞けないので、もう区道は今聞いていません。

日比谷公園のところの６４７本はどうなりましたかと聞いたら、いや、私どもは知りませ

んと答弁されたんですよ。でも、生物多様性の中では、ここに先生方の考え方として、東

京都や国に対しても同一の指針でこの千代田区内においては連携を取ってまいりましょう

ということを書かれているんですよ。かつ緑の基本計画、まさにおっしゃるところにも、

区管理でない皇居、日比谷公園、靖国神社、緑量のそうした核を位置づけている区の意向

を反映させていこうと言っているんですよ。千代田区の道路とか公園のことだけなんかは

言っていないんです。つまり、知らないですという答弁はやっぱりあり得ないので、そこ

はちゃんと把握をする。つまり区、昔この１１.６４キロ平米だったけれども、この中の

状況というのは、区がやっぱり緑豊かな景観と生物多様ネットワークをつくっていくんだ

というところは、この中でしっかりと踏まえて、後退してほしくない、ほしくないと思い

ます。そう言っても、部長との関係では、なかなかね、今ちょっとよろしくないかもしれ

ないのですが。 

 この計画はいつまでに、つくったときは、結構、公募区民というか、結構、環境に熱心

な公募区民やら、環境のために必死で活動している女性やら、本当にメンバーが、それこ

そ先ほど言った三井海上の不動産部長であるとか動物園協会の顧問とか、もちろん環境安

全部長も結構一生懸命やっていました。環境省も入っていました。大丸有も入っていまし

た。環境局の緑担当も入っていました。東大と農大。そうやってもう本当に必死で、学校
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長も入っていました。野鳥の会も入っていましたね。そういう中で、本当にこのまちをど

うしようかとやっている。今どういうふうにやっていますか。そしていつまでにこれをつ

くり上げますか。そしてそれは区民がちゃんと関与して、それなりのエネルギーをお互い

に共有できるようなつくり方をしますか。行政が管理しやすいようにつくっちゃいますか。

そこら辺を教えてください。 

○山﨑環境政策課長 まず、生物多様性推進会議、こちらのメンバーにつきましては、学

識経験者の先生方３名、事業者の方で先ほどおっしゃっていた三井住友海上の方を含めて

２名、あと学校関係の方１名、あと区民、公募区民ですね、こちらのほう３名、あと環境

省、東京都のほうから１名ずつ、そしてあと千代田区の職員というような形で構成してお

ります。 

○小枝委員 それで区民の意見。 

○山﨑環境政策課長 それで、当然、公募区民の方がいらっしゃるんで、そこからも意見

も出ますし、素案等ができたら、パブリックコメントのほうで区民からの意見というのは

当然頂くことになっております。 

○嶋崎分科会長 一般区民にもきちっと知らせると。 

○山﨑環境政策課長 はい。当然…… 

○嶋崎分科会長 パブコメとしてね。 

○山﨑環境政策課長 パブコメでやりますので、広く広めていきます。そして、一応、今

年度策定をする予定でございます。今現在、素案のほうの作成を進めているというところ

でございます。 

○嶋崎分科会長 はい。よろしいですか。 

○小枝委員 はい。 

○嶋崎分科会長 ここは。 

 どうぞ。 

○春山委員 簡単に。今回この生物多様性のプランの中で、今までの保全だけじゃなくて、

今後も一層その仕組みづくりをつくっていくというふうに書かれているんですけれども、

それに対して、生物多様性の保全をしていくためには、皇居だけに頼るんではなくて、緑

のネットワークをちゃんとまちなかにつくっていかない限り、生物多様性というのは保た

れないと思います。それに対して、前回の代表質問でもさせていただいたように、実際に

はまちはコンクリートジャングル化しているという中で、開発の在り方と、この生物多様

性の保全の在り方というのを、今後、区としてどういうふうに考えていくのかと。制度の

見直しも含めてお伺いしたい。 

 ２点目が、すみません、生物多様性の保全をしていく上で、この今後、グリーンインフ

ラというのがすごく大事になってくると思います。グリーンインフラ、生物多様性の保全

だけじゃなくて、豪雨の雨水排水の対策にもなるというところで、今後の道路の計画とか

再開発の中で、グリーンインフラというのを区としてどういうふうに取り組んでいく予定

かお伺いしたい。 

○山﨑環境政策課長 今おっしゃっていただいたとおり、千代田区には恵まれたことに皇

居という都心でも本当に珍しい緑の拠点があります。そこを中心に、やっぱりそれこそ千

代田区外のところの緑の拠点のところとつなげていく、そういうエコロジカルネットワー
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クというのを創出していかなきゃいけない。そのために緑というのを増やしていかなきゃ

いけないよと。我々としては、それこそ緑の創出のために、推進、指導等もやっておりま

す。 

 その中で、生物多様性の観点から、それぞれ在来種を多用した、先ほど言っていました

が、三井住友海上みたいなところ、自然共生サイトみたいなところもどんどん増やしてい

かなければいけないなというところでは、考えとしては今回の推進プラン等にも盛り込ん

でいきたいなというふうに思っております。 

 基本的に国等の国家戦略におきましては、ネイチャーポジティブの実現というものを２

０３０年に目指すというふうにしておりますので、それの、東京都も同様の戦略を取って

おりますので、それと整合性を保つような形でやっていきたいと思っております。その中

では、当然グリーンインフラの活用というのも入っております。千代田区の場合どういう

ふうに活用していくのかというところも、先ほどの推進会議の中等でも議論していっても

らいたいなと。当然ヒートの、ヒートアイランド対策もありますし、風水害の対策のため

にもグリーンインフラというものが必要になってくるかなと思っております。 

 以上です。 

○嶋崎分科会長 いいですか。 

 どうぞ。 

○春山委員 各開発の制度との…… 

○嶋崎分科会長 あ、答弁漏れ。 

○印出井環境まちづくり部長 今の課長の答弁に補足してということになるかなというよ

うに思ってございます。千代田区に本社を構えているような大手の企業が、いわゆる温暖

化対策に取り組むことがもう必須になっているというような動向については、もうご承知

おきかと思います。それと併せて気候変動に対応するために、生物多様性に対しても取り

組まなきゃいけないと、そういうような時代になってございます。今後やはり千代田区の

中で起こる開発につきましては、単純に広場機能を確保するだけではなくて、緑、そして

その緑も、いわゆるＣＡＳＢＥＥとか、そういった認証を受けている、いわゆる先ほど課

長も答弁しましたけれども、国立公園等と同等の機能を有するような自然共生サイト、そ

ういうことを目指していく方向性というのは示されておりますので、都市づくり部門と連

携しながら、今後の開発の中については、特に大規模な開発の中では、緑の質的な向上と

生物多様性ということについては取り組んでいく必要があるだろうなというように思いま

すし、あとグリーンインフラにつきましては、実は緑の基本計画の中でも、少し１ページ

を割いて紹介してございます。その中に、やはりグリーンインフラの機能、浸水、災害と

か、健康、レクリエーションとか、ヒートアイランドのほかに生物生息の場の提供という

機能があるということを示しておりますので、緑の基本計画においても、今後のまちづく

りの中でそういったものを進めていくというふうに認識しております。 

○嶋崎分科会長 いいですか。 

○岩田委員 関連。 

○嶋崎分科会長 そこで関連。はい。 

○岩田委員 先ほどの春山委員の、皇居に頼り過ぎという話がありました。僕もそうだと

思うんです。それで、それと関連して、小枝委員の樹木の保存のところもあって、この事
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務事業概要の８３ページで、今、樹木の保存の指定状況が１、２、３本、神田明神、これ

だけなんですかね、今、千代田区で指定されているのって。 

○山﨑環境政策課長 こちらは、８３ページのところにも書いてありますけど、都市の美

観風致を維持するための樹木の保存に関する法律にのっとって、景観等の点から、美観上

に特に優れているというようなところで、昭和４０年なんですけど、この際にこの法律に

のっとって指定をしたというところでございます。この３本だけでございます。 

○岩田委員 ここでは、目的で、緑豊かでうるおいと安らぎのあるまちを実現するためっ

て、３本でどれだけうるおいが、うるおいと安らぎのあるまちなのかなとちょっと思っち

ゃうんですけども、これって今後増やすとか、そういう予定とかはないんですか。 

○山﨑環境政策課長 基本的に、基本的にといいますか、これのところにも書いたように、

美観ですとか、そういったところがメインだったのかなというふうに思っておりまして、

今のところ、これをさらに増やしていくというようなところでは考えてはいません。 

○岩田委員 じゃあ、最後で。じゃあ、増やす予定がないのに、緑豊かでうるおいと安ら

ぎのあるまちをどのように実現していくのかをお答えください。たった３本で。 

○山﨑環境政策課長 こちらに書かれている目的は、法律の目的でもありますが、当然こ

れだけではなく、この法律に頼るだけではなく、当然、先ほどからお話が出ている生物多

様性の観点から、我々としては生物多様性を促進するような、先ほどもちょっと申し上げ

ましたが、ネイチャーポジティブの実現に向けて取り組んでいくというところでございま

す。 

○小枝委員 １点だけ、関連させてください。 

○嶋崎分科会長 はい。小枝委員。 

○小枝委員 はい。ただいまの件で、本当に今をおいてなかなか言う機会がないと思うの

で。行政の考え方というのももちろんあると思いますが、今、生物多様性の会議体の中で、

いろいろセクションがまたがっている。緑の計画もあれば生物多様性の計画もあるという

ような、何ですか、部内何だか、横何とかとおっしゃいましたよね。そういうふうな状況

ではあると思うんですけれども、そしてまた行政の中でも研究してこなかったわけではな

いというのは何となく分かります。 

 そういう中で、民間の樹木、今６００あるか７００あるか分かりませんけれども、そう

いったものに対しても、例えば強風で保護樹木の枝が折れたなんていうことがあってもい

けないわけですから、そうすると、そうした制度があるまちでは、ちゃんとそうしたもの

に対しても公共がしっかりと支援をして、１本１万円とか、それから生け垣だったら幾ら

とか、それから賠償責任の保険代を払いますよとか、そういったちゃんと問い合わせ窓口

もあり、現金的支援給付もあり、そういったことができるのが２３区中、基本２２区には、

制度はばらばらだけれども何らかの保存樹木制度と支援制度を位置づけているんですね。 

 それを千代田区で、本当にもうこれから、やらないのか、やるのか、もう本当にやらな

くていいのかということは、会議体の中でぜひ議論をしていただいて、できればそうした

ことも一つの可能性として、やっぱり千代田区の民間樹木をやっぱり豊かなものに、維持

できるものは維持し、増やせるものは増やしていくということの制度の一つの枝として検

討していただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。会議体のほうで検討を

図っていただければと思います。いかがでしょうか。 
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○山﨑環境政策課長 そうですね。基本的に、先ほども部長のほうから申し上げましたが、

樹木単体での保存等々のお話はあったかと思うんですけど、生物多様性の推進会議の中で

この推進プランをつくる中でも、一つ検討のほうをしていきたいというふうに思っており

ます。 

 以上です。 

○嶋崎分科会長 林委員。 

○林委員 同じ生物多様性で、ちよだみらいプロジェクトですと３６、３７ページ、事務

事業概要ですと８１ページになります。緑の話は今言ったんで、みらいプロジェクトの３

７ページの区民参加型モニタリング調査に参加した人の数と。これがこの生物多様性の目

標値設定になっているわけですよね。令和４年度までずっと積み重ねてこられた成果と、

３００人、平成３６年、これは事務事業概要には２１９人になっていると。これが３００

人だったら生物多様性が実現するのかどうかも含めて、していたのかも含めてお答えくだ

さい。 

○山﨑環境政策課長 そうですね。昨年度におきましては、参加人数は２１９名というと

ころでございます。その前、令和３年につきましては２６７名というようなところでもあ

ります。今年度につきましては、こちらは生き物探しの参加人数ということもあるんです

けど、スマートフォンのアプリを使ったものに変えておりますので、比較的気軽に参加で

きるというところで、７１２名の方の参加がありました。 

 ただ、これは本当に普及啓発という意味もありますし、生物多様性の意識を向上という

意味もございます。ただ単にこの人数を達成すれば生物多様性が成り立つというようなと

ころではないですが、我々としてはできるだけ多くの方に興味関心を持っていただいて、

区民一人一人が生物多様性について意識を向上していただければなというところで、指針

として目標として進めてきたところでございます。 

○林委員 分かりました。総額を聞くのもまた変な話なんで、生物多様性の人数のほうに

分かりやすく行きます。このモニタリングに参加した延べ人数。みらいプロジェクトでず

っと来ましたよね。これで、延べ人数は何人ぐらいで、実際、生物多様性に関心のある方

が今現在どれぐらいいるのかというのは、どういうふうに測ればいいのかなと。小学校の

ときに参加しました、あるいは携帯のアプリで参加しました、でもいいんですけれども、

いっとき、刹那的なのか、継続した目標値として、千代田区民として区内に住み続けて緑

豊かなまちに関心を持つような人たちというのは、どういうふうに測れる結果になったの

かなというところで、もし分かればお答えください。 

○印出井環境まちづくり部長 時間も…… 

○嶋崎分科会長 担当部長。 

○印出井環境まちづくり部長 先ほど課長がご答弁申し上げたとおり、これまでの手法、

紙媒体で出していっていただいた頃については、毎年２００名から３００名の間ぐらいで

したので、すみません、その１０年の中では、２,０００とかそのぐらいの規模が累積で

ということになるかなというふうに思ってございます。すみません。正確な数字を把握し

ていないので。 

 それで、今後の取組ですね、モニタリングの取組を継続してきたことの成果なんですけ

れども、実は今年、世論調査で生物多様性の認知度というのを伺っております。その認知
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度については、知っていた、あるいは意味は知らなかったが言葉は聞いたことがあるとい

うことを含めると、７割弱になっています。これが高いか低いかという評価は多分あるん

だろうと思うんですけども。 

 一方で、これ、ちょっと天に唾するようなことにもなるんですけども、脱炭素、ゼロカ

ーボンちよだについては、我々もまだこういうモニタリングのような継続した取組をして

いないこともあって、ゼロカーボンちよだを知っていたという、あるいは内容は知らない

がというのは２割なんですね。ですから、こういう取組で、しかも生物多様性のモニタリ

ングというのは子どもが参加できるということがございますし、すごく、小学生がすごい

深い研究をしてきたというようなこともありますので、継続して取り組むということには

意義があったんじゃないかなというふうに認識してございます。 

○林委員 長々とありがとうございます。要は、参加したモニタリングの子たちがずっと

千代田区民でい続ける一助になるですとか、緑のまちを目指す関心に出てくるとか、そう

いった何かが継続的に、定点観測で、実は私はいて、区役所の職員になったんですよと。

モニタリングを通じて区の緑を増やしたいと思ったとかというのがあると、分かりやすい

成果かなと思ったんです。 

 同じような形で、小学校にさっきも出たビオトープというのがある。これは悪い話じゃ

ないと思うんですよ。悪い話ではない、部分部分で。清水谷公園のところもビオトープ的

みたいなものを造られたと。悪い話ではないと思うんですよ。ただ一方で、公園で遊び場

が少ないとか、学校敷地内では面積がもう子どもの数が増えて少ないとか、かなりのスペ

ースを取ってしまうんですよね。一つ一つの施策で、ビオトープは悪い話じゃないですけ

れども、合わさってトータルで見ると、合成の誤謬というものになってしまうと。 

 ここを総合的にやって、小学校全部には実はいいんじゃないかなと。もう狭くなってし

まったんだと。２クラス１学年で、公適配のときはよかったけれど、今はそんな時代じゃ

ないと。だったら、ビオトープというのはもう学校に全部造るのをやめて、もう少し集約

した形で、子どもたちが見れるようにしませんかとかとやっていかないと、この生物多様

性の入り口で、いや、あそこは、麹町小に比べたら、あそこは実は蚊が多い。まあ、当然

ですね、水があるから。で、入れないゾーンになっていますから。子どもたちにとっては

あんまりいい印象にならないと、もったいないかなと思うんですよ。 

 要は、全庁的にどういうふうに、公園もそうなんですけど、公園も広場的なのを欲しが

っていると。花火もできるし。でも、ビオトープができたらできなくなっちゃうわけです

よね。トータルで考えられるようなステージに変えて、というきっかけが第３次基本構想

の成果検証を踏まえたところになっていくのかなとは思うんですけれども、その辺はどう

いうふうに全庁的に確認を。部分部分はいいですよ。ここに木を植えたほうがいい。それ

は悪い話じゃないけど、後で見ると、ちょうどど真ん中で人が集まりそうな場所に、盆踊

りのときじゃないけど、ここに木があっちゃったと。やっぱり横にしておけばよかったな

とかとなると、植え替えは大変なんで、トータルで全庁的に考えられるところとか、方針、

計画というのは見いだせるものなんですかね。それともやっぱり分野別計画で、生物多様

性だと。ここに特化した形でビオトープをたくさん造りましょうよと。子どもたちがいっ

ぱい触れ合う機会がありゃいいねと。各形になってしまうんですかね。 

○山﨑環境政策課長 こちらの生物多様性推進プランをつくるに当たっては、本当に子ど
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も部のほうの学校のほうの担当の職員も入って、あと道路公園のほうも入ったりして、検

討するためのワーキンググループみたいなのをつくっております。その中で行動計画とい

うところで、例えばビオトープみたいなものをどうするかというところは、そこでお示し

して、また向こうからご意見を頂いたりして、そういった中で調整のほうをしながら、今

検討しているところでございます。 

 子どもたちに対しては、必ずしもビオトープだけではなく体験学習ですとか、それこそ

先ほど総合的に生物多様性の対策ができないかというところもありますけど、そういった

体験型のものですとか、身近なもの、そういうのも含めて対応するような、そういった行

動計画、中身というものも十分検討を今しているところではございます。なので、まだ今

現在、もう絶対、学校に一つは造るんだとか、そういうふうな決め方ではないというとこ

ろでございます。 

○林委員 まあ、ビオトープに特化する、これから改築とか改修する小学校もあるわけで

す。ないよりあったほうがいいけれども、広さを考えると、違う場所に持っていこうよと

いう形の、トータルの考え方とか、会議体ではなくて方針というのをつくらないと、なか

なか、片方の分野別計画でビオトープはいいものですと、これは打ち出しますよ、分野別

計画で。子どもの計画では、子どもの遊べる場所は広いほうがいいですとやりますよ。こ

こをくっつけて総合調整しなくちゃいけないのが地方公共団体の皆様のお仕事ですし、そ

れが一課長とか部長でなくて、共有するには、方針なり計画、これをやらないと、なかな

か、その都度メンバーによってとか、部長の強さで変わるというのはあんまり好ましくな

いんじゃないのかなと思うんです。そこはお答えしていただけると。 

 最後、このみらいプロジェクトの関係なんですけれども、３６ページには、柱として、

安全で安心できる、いつまでも住み働き続けられるまちと。施策５、身近な水や緑に親し

めるまちと。７で、身近な緑を増やし、うるおいのあるまちをめざしますと。ここに生物

多様性が入っていたわけです。ところが、主要施策の成果によると、８４ページで、今度、

第４次基本構想では、良好な環境が次世代に継承され、まちに愛着や誇りを感じています

と。要は事業が一緒なのに、目的、課題設定、目指すべき方向性、これは全然違ってきて

しまったんですよ。アメリカの西海岸へ行くのか――ずっとしつこいですが、インドに向

かっていくのかとか、ヨーロッパに向かうのか、南半球に向かうのかと、全然違うところ

に来ちゃったのに、いや、船は走っていますと。前に進んでいますという状態になってい

るんですよね。 

 この基本構想、基本構想同士ですよね。基本構想の掲げるものがずれてきてしまうとい

うのは、行政上どういう考えで、どういうふうに整理して受け止めればいいんですかね。 

○印出井環境まちづくり部長 やはり部内横断的な課題でもありますので、私のほうから

ご答弁申し上げます。 

 やはり目標、個別の分野別の方針等の調整については、まさにそれを具体に施策の中で

方針として掲げるのはなかなか難しいんじゃないかなと思います。ですので、双方の方針

を今後施策として進める中で、我々としては実務レベルで協議し、その後、政策として決

定する段階では首脳会議等のほうで調整をしていくと。それまでの間には、様々なプロセ

ス、関係者、区民の皆さんにお伺いするとかというのはあるかなと思います。我々の立場

としては、民間に対しても生物多様性を今後広げ深めていくという方向について、国際的
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にもあるいは国内的にも、そういった方向が確認される中で、じゃあ、自ら区としてはど

うなのかと。それから一方で、子どもの遊び場という観点からすると、子ども部教育委員

会からとの関係はあると思うので、それについて何か一つの方針としてまとめるのはちょ

っと難しいところでありますが、ご指摘のとおり、そういったことがあるという前提で、

庁内調整の中ではしっかり本日頂いた具体的な課題についても受け止めて検討させていた

だきたいと思います。 

 それから、みらいプロジェクト等、第４次基本構想における、例えば生物多様性につい

ての目指すべき方向ということなんですけども、やはりこの幅広く言うと、持続可能性と

いう観点の中でくくられるんじゃないかと。ロサンゼルスとサンフランシスコぐらいの距

離感じゃないかなというふうには思っているところでございますが、そういったものがし

っかり、やはり我々としても、基本的な考え方として全く別ではないということについて

はそういう認識でおりますので、ご理解のほうを賜りたいというふうに思います。 

○林委員 いや、理解はかなり違うと思うんですよね。というのが、第３次基本構想とい

うのは、あくまでも人口５万人を目標にしていたと。人口５万人に対して身近な緑を増や

していこうねという方向性を示していたわけですよ。ところが第４次構想というのは、目

標人口も分からない。今、６万８,０００人いるけど、これがベクトルで人口７万に向け

ていく施策を打ち出すのか、あるいは減らしていく、現状維持を減らしていくのかも分か

らないと。かつ良好な環境が次世代に継承されるって、これは緑を増やすんですか、減ら

すんですかと、これも分からない。まちに愛着や誇りを感じていますって、全然違うんで

すよ、うるおいのあるまちと。 

 ここを、サンフランシスコとロサンゼルスの違いとは全く違う。で、方向性も違うし、

距離感もないわけなんですよね。ここが同じ施策で、こういう形でふっと変わるというと

ころが、いいんですよ、第４次基本構想は第４次基本構想で掲げられて、そこに向かって

と分野別計画をつくってもいいけれども、今回の令和４年度決算は、繰り返しになります

けど、みらいプロジェクトの最終年度なわけですよ。だから、ここに、主要施策の成果に、

この身近な緑を増やし、うるおいのあるまちを目指しますと、ここの生物多様性というの

を掲げ、記載かけて、こうだったというんだったらいいんですけども、そうじゃなくて、

そこをすっ飛ばしちゃって第４次基本構想を掲げているわけなんですよ。かなりの論理矛

盾というか、同じと部長はそう言うかもしれないけれども、小学校のうちの子に聞いたっ

て、これは一緒だろうと言ったって、いや、違うよと。こんなのテストで出したら間違い

って先生に怒られちゃうよというぐらいの違いだと思うんですよ、表現方法として。 

 これはやっぱり区民に向けて、誰もが分かるのが基本構想だし、目指すべき方向性とい

うのは出してもらわないと、繰り返しになるんですけど、僕らは５万人の、第３次基本構

想の人たちが身近な緑を増やす施策について、いい、悪いを決算時に判断する形だったん

ですよ。これが全然違うところに行ってしまって、今後、じゃあ、この生物多様性って、

本当に予算を増やしたほうがいいんですかと、来年。それとももう時期は終わったと。フ

ェードアウトして、もう縮小のほうに行ったほうがいいんですかと。ここの判断のところ

が、予算のときは出ちゃった後ですから、決算の今しかないんですよ、議論する場が。こ

こを、何か目標設定が随分ずれているのに、そんな軽々にロサンゼルスとサンフランシス

コというところとはちょっと違うのかなと。 
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 どういう考え方を、少なくとも環境まちづくり部としては、第３次基本構想に掲げられ

たのと第４次基本構想のが違うのに、同じ事業展開をする。これが拡充になるのかどうな

のかも含めて、ちょっと整理してお答えしていただきたいんです。 

○印出井環境まちづくり部長 当然、第３次基本構想それからみらいプロジェクトに基づ

いて、この施策が体系化されたと。その後、第４次基本構想の中で、生物多様性がこうし

たところに位置づけられて体系化されたということなので、その見方についての視点の相

違ということがあるんだろうなというふうに思ってございますけれども、それはビジョン

としての示し方とか切り口とか、そういう趣旨があると思うんですが、我々としては、先

ほど申し上げたとおり、このまちの持続可能性とか、緑とうるおいがあるまちというのは、

やはり愛着や誇りを持てるまちにつながるんではないかというふうに考えてございますの

で、大きく目指すべきビジョンが変わったのでなくて、表現について、第４次基本構想の

中でこういう表現の下に体系化され、くくられたというふうに認識してございます。そこ

はちょっと認識の違いということで、大変恐縮でございますけれども、私どもはそういう

ような認識でございます。 

○林委員 要は、第３次基本構想をつくるときに、千代田市を目指しますというのもあり

ましたよ。ただ、人口と目標年次で、人口を増やしますと、ベクトル、方向を示したと。

ここから先は、基本構想というのは理念ですから、理念だから、いろんなのが解釈の仕方

があるけれども、３次計画を最初につくるときには、区民に対する説明責任の一層の徹底、

そして事業の継続的な改善や見直し、費用に対するより大きな効果、ここを分かりやすく

するために、計画を、基本計画を策定していくんだと。構想の下に。 

 これが、第４次基本構想のときはつくらないという判断をしましたけれども、今のやり

取りでも、もしかしたら第４次基本計画って、全庁的なのが必要なのかもしれないわけで

すよね。分野別計画だけで事足りるのかもしれない、整理がきれいにできていれば。どう

なんだろうなというのが、同じ行政で第１次基本構想からセットにしてきて、ずっと脈々

と皆さんの先輩たちがつくってきて、それなりに苦しい時代もあった、人口が減っていく。

今は増えてきて、できた。これで、生物多様性の推進というのは、来年度、拡充に向けて

踏み出すんですかね。緑を増やすかどうかも分からないけれども、良好な環境というとこ

ろに解釈によっては含まれるとかというイメージで。 

 要は解釈によって考えるというのはあんまり、部長は分かるかもしれないけども、普通

の区民の人たちが、この予算でいいのかどうかとか、僕らもこの決算で本当に方向性は間

違っていないのかと、より分かりやすく、より具体的な表現でいかないと、財源も方向性

もちょっと確認しようがなくなってしまいませんかねというのが、この一番聞きたいこと

ですし、来年以降に向けても、予算編成、どういうふうに予算編成がなってしまうんだろ

うというのは、その都度になってしまうのか、別途になってしまうのか分かりませんけれ

ども、関係についてお答えください。 

○嶋崎分科会長 やり取りを聞いている中では、なかなか部長もこの時点で林委員の質疑

に対して、質問に対して、そのとおりでございますということは、なかなか今の現状では、

さっきの答弁も含めて言えないのかなというふうに僕は受け取ったんだよ。だから、もし

やそこはどうしても合わない、どうしてもそこはもう考え方がちょっと違うんですという

ところであれば、それはしっかり言っていただかないと、これはずっと同じ繰り返しにな
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るし、もしあれだったら林委員には、意見として、私はこういうふうに思っていますとい

うことを言っていただくしかないと思うんで、行ったり来たりの話にならないように、部

長の答弁をきちっと明快な答弁をしてくださいよ。 

○印出井環境まちづくり部長 第４次基本構想の中で生物多様性の推進がこうしたカテゴ

リーに位置づけられたということについては、私どもとしては、やはりその前の地球温暖

化対策もそうですけれども、この地域の持続可能性というような観点からすると、こうい

うカテゴリーの中で事業を推進していくという認識はございます。ただ、基本構想と計画

の必要性等については、私どもの所管を超えている部分もございますし、今日のところは、

そういったこのカテゴリーの中で推進していくというような認識をご答弁させていただけ

ればなというふうに思っています。 

○嶋崎分科会長 いいですか。 

○林委員 別途、あれで。会派で、総括でやれば…… 

○嶋崎分科会長 だから、今の、大きな話になっちゃうから。 

○林委員 まあ、部としてはね。 

○嶋崎分科会長 生物多様性のことについてはそういう考え方がありますよで、ここはい

いと思うよ、今は。 

 ほかに。ここはよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎分科会長 はい。それではここの生物多様性を終えます。 

 あと、環境保全費はありますか。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎分科会長 では、環境保全費の調査を終了します。 

 次に、目３、公害対策費、決算参考書２２６ページから２２７ページ。特にありますか。 

○山﨑環境政策課長 特にありません。 

○嶋崎分科会長 ありません。はい。 

 それでは、公害費、いかがでしょう。（発言する者あり）どこ。公害費。 

○林委員 外濠の水質です。 

○嶋崎分科会長 外濠。はい。 

○林委員 事務事業概要が９１ページ、主要施策の成果が８５ページで、大変新規事業で、

令和４年からお濠をきれいにする。これで、金額も億単位ですよね。ちょっと内訳と、併

せて東京都からお幾らぐらい回ってくるのかも含めて説明していただけますか。 

○山﨑環境政策課長 そうですね。外濠水質改善対策として１億８,６９４万５,０００円、

この内訳としまして、水質改善処理剤を散布することによる委託費と、水質改善散布委託

費で、処理剤の散布として６,０４１万８,０００円。拡散防止フェンス設置撤去費等が７

７４万。あとは採水、あとは汚泥の調査ですね、採泥調査が１２９万４,０００円等でご

ざいまして、こちらは全額東京都のほうから出るというところでございます。 

○嶋崎分科会長 １２９万４,０００円が東京都から出る。 

○林委員 全額。 

○嶋崎分科会長 全額。 

○林委員 と、もう一回。すると、予算現額の２億１,０００万余りというのも、東京都
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のほうから予算立てされていて、決算額が１億８,０００万だけれども、余った分は東京

都に返すような予算立てというかスキームになっているんですか。 

○山﨑環境政策課長 そのとおりです。 

○嶋崎分科会長 丸々なの。 

○林委員 これはじゃあ東京都がやらないで、千代田区がお金をもらってやるというのは、

何かあるんですかね。普通に考えると、東京都が委託をかけちゃったほうが、お濠全面で、

区境もあるんで、いろいろ千代田がやると、新宿がとか、気を遣うわけですよね。どうし

てこんな形に。いや、悪い話じゃないんで、大変いいですし、もっと全面的に展開できる

んだったら、来年度に向けて東京都にもっとお金いっぱい頂いて、お濠全面、川も含めて

やったほうが、ちゃんとつながっているんですもんね、飯田橋駅のあの細いところまで全

部きれいにできるように要求をかけるんだったら、お願いすれば、東京都はお金いっぱい

あるんで。 

○山﨑環境政策課長 こちらは、これまで当然夏場になると、外濠のところはアオコのお

かげで非常に苦情が来ていたというところと、あと東京都のほうで外濠浄化プロジェクト

というのを計画していると。その中で、令和３年に外濠の暫定的な水質改善対策、アオコ

の発生抑制対策について東京都と協議をして、令和３年は東京都で行っていたんですね。

（発言する者あり）で、令和４年度から、外濠の水面ですとか、のり面等々、千代田区で

管理をするという役割分担になっておりますので、もともと。千代田区で、予算のほうは

東京都のほうでというところで引き継いで、千代田区のほうで令和４年度から行っている

というところです。なので、かかった費用等については、東京都のほうから入ってくると

いうようなところですね。 

○桜井委員 委員長。関連。 

○嶋崎分科会長 桜井委員。 

○印出井環境まちづくり部長 ちょっと補足させてください。 

○嶋崎分科会長 えっ、先に。 

 部長。 

○印出井環境まちづくり部長 はい。いわゆる東京都の事務処理特例交付金ということで、

財源としては、特別特定財源じゃなくて一般財源として、これについては充てられるとい

うことでございます。 

○嶋崎分科会長 桜井委員。 

○桜井委員 予算措置ができて、それで十分なこの執行ができればいいんだと思うんです

けども、この外濠のこの浄化も含めたお濠の浄化というのを、この２年間にわたって区民

集会を、議員、そして町会連合町会長と一緒に協議をしながら、２年間にわたってやって

きましたよね。その中では、お金がかかったんだろうけど、具体的な、こんなことをやっ

てきましたといろんな報告もしていただきましたけども、予算措置もきちっとしてくださ

いよというお願いもして、それでできているというふうに私は理解をしていました。その

出所がどうなのか分からないけど。 

 で、今まで連合町会長にもご報告している中には、千代田区としても、責任はある区と

して、区民集会で協議をしながら積み上げてきたことですからね。当然、千代田区として

も予算化しながらやってきているものというふうに理解を僕はしていましたし、報告もし
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てきた。東京都からの財源で全部賄っていたんです。じゃあ、千代田区は何やっていたん

だよという、そういう話に、これは公にしていたらなっちゃいますよね。もちろん施策を

きちっとやっていって、執行していただければいいんだということだったらともかく、財

源のところについての説明というのは今までも全くなかったんだから。それは、これは今

の部長のご説明だと、ちょっとこれは違うんじゃないのというふうに言わざるを得ない。 

 そこら辺は、今まで部長もいろいろと説明をされてきた方ですから、そういう中で、ど

ういう理解でそういう説明をしてきたのか。そこら辺はちょっと整理をして言っていただ

きたいな。 

○印出井環境まちづくり部長 これまでも、すみません、私のほうとしては財源のご説明

はしてきた記憶があるんですが、すみません、申し訳ございません、もししてこなかった

ら。要はお濠というものが千代田区の財産ではないわけですね。じゃあ千代田区の財産で

あるとすると、お濠の管理を全て千代田区で賄わなければならない。それは例えばしゅん

せつ…… 

○桜井委員 そんなことは言っていない。 

○印出井環境まちづくり部長 しゅんせつ等も含めて、非常に大きな財源が。しかも、千

代田区、新宿区、港区、三つの区が境界をまたぐ中で、今、財産的には、我々は表面管理

をいわゆる筆頭区の慣例としてやってございます。これまでの経緯の中で、財産の主体で

ない千代田区が表面管理をするに当たって、やはりその財源は千代田区で出すのではなく

て、東京都から頂いた事務処理特例交付金で、これまでも表面管理、清掃とかをしてきた

ところでございます。そして今回の外濠の浄化については、東京オリンピックを契機とし

て、東京都さんが、あそこはたしか最初マラソンコースになっていた、最終的にもなって

いたのか、ちょっとそういうこともあって、お濠の浄化を進めると。で、専門的な取組で

もあったので、東京都さんが先ほど課長がご答弁したとおり進めてきたと。それを玉川上

水の導水という根本的な解決までに向けて、何もやらないんではなくて、引き続きやって

いこうよと。そういう中で、東京都と関係３区等が協議して、そのお仕事はこれまでの慣

例に沿って千代田区でやろうということになってございます。 

 ですので、何か全て東京都の丸抱えということじゃなくて、具体的な事業については、

様々うちの区の環境施策課の職員も、東京都や関係各区と専門的なことも調整しながら取

り組んできたところでございます。ですので、財源についてはそういう状況になっている

ということでございますけれども、これは外濠の財産の性格上から、そうせざるを得ない

状況だということにつきましてはご理解を賜りたいというふうに思います。 

○嶋崎分科会長 桜井委員。 

○神原道路公園課長 道路公園課長。よろしいですか。今、部長のほうからご答弁申し上

げたんですけれども、別途、区の予算としては、河川の維持管理のほうで濠地の管理とい

うものは積んでおりまして、そういった、部長が今お話ししたような表面の清掃ですとか、

のり面の草刈り、そういったものはやってございます。 

○嶋崎分科会長 桜井委員。 

○桜井委員 ありがとうございました。この浄化というのは、この区民集会運営協議会が

２年間このテーマでやって、終わりじゃないんですね。終わりじゃないので、財源をどこ

から持ってくるかという、そこら辺のところは意思の疎通がちょっと足りないところがあ



令和 5年 9月29日 予算・決算特別委員会 環境まちづくり分科会（未定稿） 

 ７３ 

ったのかもしれないけども、この２年間の成果を基にして、この外濠のお濠の浄化をこれ

からも続けてやっていくという一つのきっかけになるために、区民の代表と議会の代表が

一緒になって、知恵を働きながらそういうことをやってきたんだということなので、ぜひ

このことをいい形で続けていただいて、区民が満足するような、区民にも広くこういうこ

とをやりますよということをお知らせしてやってきていることですから、ぜひ、いい形が

報告できるように今後もしていただきたいと思います。 

○印出井環境まちづくり部長 桜井委員からご指摘いただきました。これは常任委員会の

ほうでもなかなか報告ができなかったということで、たしか前期の委員会で経過を報告さ

せていただいた経緯があるかなというふうに思っています。今後につきましても、動きが

ありましたら所管の常任委員会のほうに報告させていただきたいと思います。直近の情報

としては、やはりなかなか今この瞬間にお濠の水質を浄化できるような取組ということが

できないという状況もありますので、東京都さんのほうでは、外濠を使った何かコンテン

ツ、例えばプロジェクションマッピングとか、そういったコンテンツについての事業者提

案を今募っているというような話も聞いてございますので、その辺の進捗も含めて、常任

委員会のほうでご報告ができれば、機会を捉まえてご報告させていただきたいというふう

に思います。 

○桜井委員 はい。 

○嶋崎分科会長 いいですか。 

 続けてください、林委員。 

○林委員 同じ、桜井委員と一緒で、悪い、ぜひやっていかなくてはいけないこと。ただ、

千代田区がというのは別として。来年度以降も事務処理特例交付金というのが東京都から

頂けて、一つが７月から９月というところなんですね。かなり暑くて、今お濠を見てもま

だまだ少し臭いがするようなんで、もう少し、要は半年かどうかという、これが長くでき

るのかどうかということと、令和４年度、新規事業でやってみて、どれぐらい臭いが治ま

ったというか、きれいになったというか。ごみも、ずっと子どもといても、自転車がずっ

とお濠の中にあるのが見えたりして、あれはいつまであるんだろうねとかと言いながら、

お濠の中になかなか入れないでしょうから、あるわけですよ。水質がきれいになればなる

ほど、ごみも出てくるでしょうから、見えるようになるんでしょうから、今は濁っていて

見えないものも。いつ頃まで、これをやると、本当に昔の人たちが言っている、昔お濠で

遊んだんだよとかいうぐらいの、なれるんですかね。それ、内濠の話かもしれないので、

外濠は分からないんだけど。 

○山﨑環境政策課長 今現在は、大体７月から９月の間、この水処理の改善処理剤をまい

て散布しているという状況です。本当にどれぐらい効果があったのかというところで言う

と、すみません、写真を載せているんですけど、白黒で非常に分かりづらくて申し訳ない

です。一応水面に浮いているような筋みたいなところが左の写真なんですが、これの部分

が右だとなくなっているんですけど、今度カラーでしっかりお示ししたいなと思っており

ます。 

 比較的、やはりまいた後と前では違っているというところと、見た目も違うというとこ

ろと、以前、もう何年も前のときに比べて、職員がやっぱり現場にも定期的に水質調査で

行っていたりもしますけど、臭い自体も明らかに違うと。苦情の件数も非常に、この暫定
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対策ですけど、やっているという、始めてから減ってきたというふうなところは聞いてい

ます。 

 ただ、これはあくまでも本当に暫定です。アオコが浮いてきたらそれを沈めて多少きれ

いにしているというようなところで、あくまでも暫定対策で、これプラスほかにも何かで

きないかというところで、今年度なんかは東京都のほうが、市ヶ谷濠の上流側のところで

超音波装置を設置して実証実験をやっております。それが効果があるかどうかというとこ

ろも、今後結果のほうを頂くことになっております。 

 我々も東京都のほうも、そういった取組を、今後、外濠の浄化プロジェクトが完了する

までは、これはやっていかなきゃいけないだろうというような認識でおります。じゃあい

つまでかというと、四谷の大木戸のところから外濠のところまで、前、玉川上水が来てい

た導水が整備されるまでというふうな形になるんですけど、東京都のほうが言うには、２

０３０年中頃、２０３０年中頃というところです。 

 ただ、その前に、同時で行っていることとして、貯留管ですね、下水の貯留管の整備と

いうのが、恐らく今年度か来年度までかかるかのところで、外濠のところの両サイドに出

来上がると。そうすると、今まで大雨が降ったらすぐに越流していた水が、幾らかそこで

１回貯留されて、雨水が多くなった水が、もしそこで抱え切れなくなったものが流れ込ん

でくるということになるので、入ってくる水の質的にはもしかして改善されるのではとい

うところで、期待を持っているところです。 

 いかんせんやっぱりきれいな水が入ってこない限りは、あそこを幾ら暫定的にやっても

根本的な解決にならないという認識です。そういった取組をやっているということについ

ては、桜井委員もご承知のとおり、近くの小学校のほうに我々も、職員も行って、東京都

の職員と一緒に、今こういう形で水質浄化をやっているんだよという実験的なものを見せ

たり説明会をやったり、そういった取組というのを行っているというところで、来年以降

も続けていきたいと思っております。 

○林委員 分かりました。２０３０年って、ちょっと中期ですけれども、これはやっぱり

どこもやれない、地方公共団体しかやれないことですので、続けてもらいたいと。 

 もう一つが、千代田区、水辺の条例っていつでしたっけ。水辺を何とかという条例をつ

くっているんですよね。 

○嶋崎分科会長 議員の。議員提案。 

○林委員 議員提案で、何年か前、１０年以上かな。 

○嶋崎分科会長 １０年ぐらい。 

○林委員 で、これで、もう一個何かできないのかなということで、別にチャンネルを特

定するわけじゃないけど、池の水を全部抜いたりするような、あるじゃないですか。こう

いうのというのは、いろいろな法令の関係でできないものなんですかね。というのが、１

回クリアに水を１回抜いてみて、どれぐらい１年間で濁っちゃうのかなとか、アオコが出

るのかなというには、１回クリアにしないと、次々とたまっていってしまうわけなんでし

ょ。何か千代田区だけが、何だ、事務処理特例交付金以外でもう少し、道路公園課長のと

ころじゃなくて、この水質改善の対策に向けた独自の取組というのは、もうこのやり方し

かないんだとするとしょうがないんですけれども、ほかに東京都に働きかけたりしてでき

ないものなのかなと。そうすると、区民集会でやろうねと言ったことも、みんなでお濠を
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掘ってもいいですし、何かできないんでしょうかね。６年度に向けてですよ。 

○山﨑環境政策課長 すみません。試しもしないでやれないなんて言うなみたいなことに

なるかもしれないですけど、あそこは本当に文化財というところで、我々も調査したりな

んだりするのに、くい１本、土手といいますかね、ところで打つのにも、かなり厳しい許

可が要るようなところであります。あとは、あそこの場所が我々の持ち物ではないという

ところも一番関係してくるかなと。 

 暫定的な対策として散布という取組をしているんですけど、水処理の観点からいったら、

例えば混ぜてあげるというか、曝気みたいなことをやるというのも非常に効果があるんで

すけど、それを設置する、設備をもし設けるとしたら、多分恐らくなかなか許可が取れな

いような、そういう形になる。なので、先ほど林委員におっしゃっていただいた、かいぼ

りみたいなこともという話なんですけど、なかなか厳しい状況かなと思います。 

 やはり、抜本的解決は、きれい…… 

○林委員 もちろん、もちろん。 

○山﨑環境政策課長 もしそこを洗ってきれいにできたとしても、また入ってきたらとい

うところはあるのかなとは思っております。なかなか厳しいなというような、我々として

は考えています。 

○林委員 ごみはどうなんですか。ごみさらいは。さっきの。 

○神原道路公園課長 ごみについては、年に数回、ボートを出してという。 

○林委員 中なんかも取れるんですか。 

○神原道路公園課長 なかなか中のものまで人力で取るというのがちょっと難しいような

状況もございまして、実際のところはなかなか表面的なものの除去、あとはのり面の草刈

りというところでとどまっているところでございます。 

○林委員 なかなか難しいんだね。 

○嶋崎分科会長 はい。よろしいですか。 

○林委員 はい。 

○嶋崎分科会長 それでは、公害費、公害環境調査の公害対策費は終えてよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎分科会長 それでは、このところを終了いたします。 

 ちょっと休憩します。 

午後４時４５分休憩 

午後５時０１分再開 

○嶋崎分科会長 それでは分科会を再開します。 

 欠席届が出ております。麹町地域まちづくり担当課長が、富士見二丁目北部地区の素案

の説明会に出席するために欠席となります。何時から。もう行くの。１７時４０分から。

はい。 

 それでは新しいところに入ります。項の２、都市整備費の調査に入ります。目は１です。

都市整備総務費、決算参考書２２６ページから２２９ページ、説明があったらお願いしま

す。どうぞ。 

○前田景観・都市計画課長 都市整備総務費のうち、事業間流用と主要施策にある一部を

ご案内させていただければと思います。 
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 まず初めに事業間流用についてご説明させていただきます。都市計画審議会の部分でご

ざいます。決算参考書、２２６、２２７となってございます。 

 都市計画審議会でございますけれども、年間４回開催を予定しまして、予算計上をさせ

ていただいていたところでございます。今年３月に第４回の開催を予定し、準備を進めて

まいりましたが、第４回のみでは審議案件、報告案件を合わせて６件の予定案件となりま

して、１回の開催時間内では全ての案件を行うことが困難である見込みでございました。

そのため、審議会を追加で１回開催する第５回の開催をすべく流用させていただき、対応

した次第でございます。 

 第４回の開催は３月１３日でございました。流用の決定、決裁日は２月１日、部長決裁

でございます。金額につきましては、委員報酬費と議事録作成の費用を合わせまして、記

載の２９万８,０００円でございます。流用元でございますが、景観まちづくり審議会の

ところからでございまして、景観まちづくり審議会の開催時期は、都市計画決定後に開催

をしている中で、建築計画等の状況によりまして開催回数が減ったことから、流用対応を

させていただくことといたしました。 

 続きまして、主要施策の成果部分で一部ご案内をさせていただきます。初めに決算参考

書資料、参考書は同ページ、主要施策の成果、８６、公共空間活用検討会でございます。 

 公共空間活用検討会につきましては、従来からこの事業としてはございましたけれども、

このたび、これまでの公共空間活用検討会の中では、地域委員会ということで３委員会扱

っておりましたけれども、それをこのたび刷新をするといった形で、仮称でございますけ

れども、まちづくりのプラットフォームということで、今検討を重ねているところでござ

います。 

 こちらは都市計画マスタープランの将来像の実現に向けまして、まちに関わる多様な主

体が相互につながりを強め、地域一体となったまちづくりが展開できるよう、多様な意見

を交換して、地域の共通認識を築くまちづくりの合意形成のあり方及びその実現に向けた

仕組みとしての検討を行うものでございます。昨年度から２か年にわたり、今年度も含め

て検討させていただいているところでございます。 

 昨年度は検討会を立ち上げ、あり方の素案の検討ということで議論してまいったところ

でございます。現在その考え方に基づく実証実験を進めるということで、その検証等を含

めながら、合意形成の具体的な手法やあり方、区の支援内容等の検討の深度化を図ってま

いります。 

 続きまして、主要施策の成果８７ページ、ウォーカブルなまちづくりの推進でございま

す。こちらにつきましては、大変恐縮でございますが、ガイドラインと併せてご案内をさ

せていただければと存じます。まず、ウォーカブルなまちづくりの推進につきましては、

こちらも都市計画マスタープランの将来像「つながる都心」の実現に向けまして、人中心

のまちづくり、地域特性を踏まえたまちづくりを展開するものとして、ウォーカブルなま

ちづくりデザイン、こうしたものを策定しながら進めているといったところでございます。

実証実験を昨年度行いながらということでございますが、今年度も引き続き行ってござい

ます。 

 また、このウォーカブルなまちづくりの推進に際しましては、具体的な手法であるとか、

手続、方向性をお示しするために、ガイドラインの策定も併せて行ってまいりました。昨
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年度、エリアマネジメント推進ガイドライン、川沿いのまちづくりのガイドライン、こち

らを策定したところでございます。エリアマネジメント推進ガイドラインでは、公共空間

等の活用方法や事例、手続の流れを、川沿いのまちづくりガイドラインでは、水辺空間の

カルテや建築の際の空間形成、親水性の構築等を整理したところでございます。 

 ご説明は以上でございます。 

○嶋崎分科会長 はい。説明を頂きました。質疑を受けます。 

○林委員 流用のところです。今ご説明にあったように、年４回開催を予定したけど、５

回になったと。大体１回当たり、今回の流用額の３０万ぐらいが開催の基本数字ですか。 

○嶋崎分科会長 都計審。 

○林委員 都計審。あ、ごめんなさい、都計審です。 

○嶋崎分科会長 はい。都計審。 

○林委員 都計審の流用。２９万８,０００円。 

○前田景観・都市計画課長 およそこの額になります。 

○林委員 これ、都市計画審議会が５回になるというのは、ここ数年で多々あるものなん

ですか、それとも極めて異例なことなんですか。 

○前田景観・都市計画課長 時折この４回を超えてという開催があったところでございま

す。すみません。直近の手元では３年分という形しかお持ち、ないですが、例えばでござ

いますけれども、令和２年度は６回実施をしてございます。一方で令和３年度、一昨年は

４回といった実績でございました。 

○林委員 ここからはもう予算の査定のところなんですけれども、予備１回分ぐらいを予

算組みしておけば、流用ということをやらなくても済んだと。そういった手続というのは

なかなか難しいものなんですかね、庁内的に。前年度は予算査定を、令和４年度の予算査

定しているということは、その前の年の決算では６回あったわけですよね、今のお話です

と。そうすると１回分ぐらい余力で入れておく。もし、不測の事態に備えて。こういった

予算組みというのはないのか。 

 そもそも流用という課題意識についても、どのようにして、多々あることだから当たり

前と思われているのか、どういう認識なのかなというのを含めてお答えください。 

○前田景観・都市計画課長 予算組みにつきましては、ただいまご案内がございましたけ

れども、やはり適正に執行すべきだといったところで、年４回程度の計画的な開催をとい

ったところで組ませていただいたところでございます。一方で、現状、昨日の地域まちづ

くりの動向でもご案内したとおり、機能更新等を含めて審議会に係る案件が多数上がって

きているというのも実態でございます。つきましては、ご指摘の、１回足すといったこと

の考え方もあるかなというふうに思いながらも、適正な執行のために現在こうした形で、

４回といった形での予算計上をさせていただいているところでございます。 

 一方で、もう改めてという形でございますけれども、今年度も多数の開催が予定されて

おります。こうした状況も踏まえて、来年度予算につきましてはこうした状況を踏まえて、

回数もあらかじめ、より一層、どういった形で何回開催していくのかというのを担当とも

詰めまして、計上させていただきたいなというふうに考えてございます。 

○林委員 余力を持ったほうがいいというのは一致だと思うんですけれども、一つ、次に

来るのが流用元なんですよね。ばーっと見ると、課長の管轄のところでも執行率が極めて
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低いものもあると。２月に決裁したので、ほかの３０％台のところから抜いてきたりして

もいいような気がするんですけども、どうして景観まちづくり促進事業のところ、景観ま

ちづくり審議会の運営等のところから流用したのかと。これは内部で何か規則なり決まり

があるんですかね、流用するときには。課長の管轄のところだったら自由だというよりも、

マニュアル的なものがあるかないかも含めてお答えください。 

○前田景観・都市計画課長 まず、この流用に関しましては、もちろん中での規定としま

しては、ちょっと概括的になるかもしれませんけれども、その目的と一致するといったと

ころがございます。そうした中で、今回執行率が低いというのは、都市再生駐車施設の配

置計画の関係の会議体の中での予算となってございますが、こちらよりも、この都市計画

審議会、そもそもこちらが都市計画行政の円滑な運営を図るために開催しているものであ

ると。一方で景観まちづくり審議会につきましても、景観まちづくりを適正に推進するた

めに実施していると。ともに、まちづくりの適正な推進のために調査審議する会議体であ

ったといったこと、こうしたことからご議決賜りました予算の趣旨を損なわないところで

あると判断をさせていただき、流用させていただいたものでございます。 

○林委員 本会議で、代表質問のところで、１件３００万円以下の予算流用に関しては、

事案については、報告事項としておりますと。要は政策経営部、財政課長と相談しない。

この報告事案というのはどういう形でやっていくんですか、２月１日前後のところで。流

れをちょっと説明してください。 

○前田景観・都市計画課長 具体的には、担当者間では、こうした流用を、どこの予算か

らといったところのお話はさせていただいてございます。そうしたことを踏まえて、実際

は私どもの部のほうで決裁を取らせていただいているといった状況でございます。 

○林委員 報告事案というのは、どう、政策経営部長の報告事案。じゃない。ごめん、も

う一回。 

○嶋崎分科会長 どうぞ。 

○林委員 ３００万円を１件超える予算流用に関する事案については、政策経営部長との

合意、要は事前協議が必要なわけですよね。で、３００未満の、この場合だと２９万円台

ですから、報告事案でいいわけですよね。この報告事案というのは、別に政策経営部長に、

取り立てて財政課長とかに報告しなくても、部長の決裁で事足りる。そんな形なんですか。

報告というのは誰に報告事案なのか、ちょっと政策経営部長の答弁でもよく分からなかっ

たんで。 

○前田景観・都市計画課長 まず、３００万を超えるものというものは必ず合議が必要と

いうことで認識してございます。一方で、３００万以下というところにつきましては、通

常、合議というところではございませんけれども、予算の性質別区分に変更が生じる流用

の場合は合議をすると。今お話しいただいたところは、それではなくて報告事項といった

ところでございますので、私どものほうで担当者間を通じてその担当部署のほうにはこの

情報が上がると。 

○林委員 担当部署って、どこ。 

○前田景観・都市計画課長 あ、すみません。財政の部局のほうには情報が上がるといっ

たところでございます。 

○嶋崎分科会長 財政にね。 
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 林委員。 

○林委員 そうすると、流用というのはかなり多数昨年度もありますけれども、そんなに

やっちゃいけない意識というよりも、往々にしてあるようなので、極めて慣れたケースに

なるんですかね、部としてですよ。課長のところはレアケースだったかもしれないけど、

部長としてはそんなに課題意識というか、往々にして結構あるものだから、まあいいよと

いう形で、ぽんと判こを押せるものなんですかね。どっちの部長か分からない。決裁って

条例部長になるの。 

○印出井環境まちづくり部長 部内での決裁、条例部長としての、ラインの部長としての

決裁は私が最終決裁でございますが、この場合、やはり報償費という科目の――報償費だ

よね、報償費という科目の中で支出ができないという状況でございますので。それから、

都市計画審議会は、ご案内のとおり、これはなかなか開催を予算の関係で動かせるという

わけにもいかないものでございますから、これはやむを得ないというような判断の下で決

裁をさせていただいたもので、そういうやむを得ないとか、あるいはこういう形で同種の

事業の中でやりくりすることが、事業運営上、効率的だというような判断の下に決裁をさ

せていただきました。 

○嶋崎分科会長 いいですか。 

○林委員 はい。 

○嶋崎分科会長 はい。ほかに。 

 これ、都計審のところ。 

○小枝委員 都計審です。 

○嶋崎分科会長 はい。都計審、関連、どうぞ。 

○小枝委員 都計審のところで主に２点伺います。この令和４年決算ですから、まだこの

ときには発生していなかったかもしれないんですけれども、学識経験者の方々に特別にプ

ロジェクトをつくっていただいて聞くというようなことが今後も出てくる可能性があると

思うんですね。その状況に対して、特に都市計画提案制度が出てきた年、平成１５年でし

たかね、そのときに、かなり都市計画の大御所の方々が集まった中での提案書だか報告書

という中に、やはり事務局体制というのが極めて重要だと。ある意味独立事務局というか、

学識経験者の方たちが自ら調査をかけていけるというか、そういった体制をつくり込んで

いくべきだ。またそうした人材を育成していくべきじゃないかというようなことがレポー

トに書かれていて、そうした課題意識というものが、これは予算の使い方ですけれども、

現段階でお持ちであるかどうかということを１点伺っておきたい。 

 併せて伺いますと、これも年度を超えますけれども、公聴会をやる、やらないというこ

とも結構、千代田区が始まって以来の事態が発生していることからすると、日常化ではな

いですけれども、これもルールに入ってくる可能性がある。そうすると、これも予算づけ、

年４回が年５回とかになってきたと同様に、そうした体制を想定しての予算をつくってい

く必要もあるだろうと。 

 地区計画の見直し検討の中でも、原案、素案をつくる前の段階での協議ということもあ

りましたから、その点も、これは予算の議会ではありませんけれども、執行を見ながらの、

今後をどう考えるかという点では、事務局がパンクしないということも大事ですし、丁寧

な、かつ建設的な内容、審議会にしていくためにも、そうした新たな体制をつくり込んで
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いくという問題意識があるかどうか。 

 今３点ぐらい申し上げましたけれども、いかがでしょうか。 

○前田景観・都市計画課長 ちょっとご質問の前に、１点だけ、先ほどの部長答弁の中で、

ちょっと、報酬費ということでしたので、「報償」を「報酬」にちょっと変えさせていた

だければと思います。すみません。修正をさせていただければと思います。よろしくお願

いします。 

○嶋崎分科会長 はい。 

○小枝委員 報酬ね。うん。 

○前田景観・都市計画課長 ただいま都市計画審議会の中の、その審査体制といったとこ

ろでのご指摘がまず１点目にございました。実際その中で部会を設けるといったような規

定を設けている自治体もございます。そこで果たしてどのような形の課題があるのかとい

うところは、すみません、まだ私どももお伺いしている、確認している状況ではございま

せんので、そうした、まずは研究から入らせていただきまして、果たしてそこの都市計画

審議会の部会の中で設けていくのがいいのか、あるいはプロジェクトごとに研究会みたい

な形での機能をするべきがいいのか、そういったところの側面も含めて研究をさせていた

だければというふうに思ってございます。 

 もう一点、公聴会のところでございます。都市計画審議会につきまして、ここでの予算

につきましては、公聴会の開催等は特段含まれてございません。各地区の計画の検討の中

で組んでいるものですから、そこも、これまでの公聴会の動向とかも踏まえて、必要に応

じて予算計上させていただければと、そういう検討をさせていただければというふうに思

います。 

○嶋崎分科会長 よろしいですか。 

○小枝委員 はい。 

○嶋崎分科会長 次、行きます。 

○はやお委員 分科会長。 

○嶋崎分科会長 これはいい。ここはいい。 

○はやお委員 これはこれで。 

○嶋崎分科会長 では、この都市計画審議会を終了します。 

 次、どうぞ。 

○はやお委員 公共空間活用検討会について、質疑、質問をさせていただきます。事務事

業概要２１１、主要施策の８６ページのところに当たると思います。公共空間活用検討会

の決算額の内訳、そしてまた不用額の内訳を教えていただきたい。 

○前田景観・都市計画課長 それでは、予算額の内訳と決算額の内訳をご案内させていた

だければと存じます。まず予算額でございます。報償費といたしまして４０万６,０００

円、そして需用費といたしまして４３万８,０００円、役務費として４万円、委託料とし

て３９６万４,０００円を予算とさせていただいてございます。 

 続きまして、決算額といったところでは、まず報償のところが３８万５,１００円、そ

して需用費のところと役務費のところがございませんで、委託料のところが２６４万円と

なってございます。ここでの不用額といったところは契約差金といったところでございま

す。主に契約差金といったところでございます。 
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○はやお委員 分かりました。 

 あとこれも、運営に関しては、プロポーザルか何かをして業務委託をされたのかどうか、

お答えいただきたい。 

○前田景観・都市計画課長 当初、１年目のときは、昨年度といった形でございますけれ

ども、昨年度の段階では、まずはこの現状をといったところも踏まえまして、ここは指名

競争入札を取らせていただいているといったところでございます。公募制の指名競争入札

ですね。今年度につきましてはプロポーザル形式といったところでございます。 

○はやお委員 ということは、ここのところについては指名競争入札、そして、それのう

ちのプロポーザルということ。（発言する者あり） 

○嶋崎分科会長 大丈夫、大丈夫。続けてください。 

○はやお委員 いいですか。というプロポーザルということなんですが、これ、差し支え

ない範囲の中で、どういう業者にお任せしたのかお答えいただきたい。 

○前田景観・都市計画課長 申し訳ございません。ちょっと本日、ちょっと予算の、今年

度のそのときの選定の数者の、手元にございませんで、この…… 

○はやお委員 数者って。 

○前田景観・都市計画課長 すみません。プロポーザルなんですけれども、この提案を、

３者ほどだったと記憶しているんですが、していただきまして、そこで採点をして、とい

うことで決定しているところでございます。その際、ここの合意形成の中の手法であった

り、今回であるとデータベースの整理といったところもございますので、そうした形で、

どういった見せ方、アウトプットをするのかといったところも様々にご提案いただく中で、

評価をして選定をしたと。今年度については、そういった状況でございます。 

○はやお委員 ちょっと、今、分からなかったのは、指名競争入札というのは令和４年な

の。そこで業者が分かったら、指名――ごめんなさい、プロポーザルだとか、指名競争じ

ゃなくて、落ち着いたところ、どこにやっていただくことになったのかというのをお答え

いただきたいと。 

○嶋崎分科会長 具体な業者名。 

○はやお委員 そうです。そうです。 

○嶋崎分科会長 業者名。 

○はやお委員 差し支えないところで。 

○嶋崎分科会長 それは…… 

○はやお委員 何か問題があるようだったら…… 

○嶋崎分科会長 言えるのか、言えないのか。 

○前田景観・都市計画課長 昨年度。今年度。 

○はやお委員 だから、この令和４年。 

○嶋崎分科会長 ４年。 

○はやお委員 令和４年になるだろうと思うけど。 

○前田景観・都市計画課長 昨年度の契約ですと、梵まちつくりといったところでござい

ます。 

○はやお委員 梵まちつくり。 

○前田景観・都市計画課長 梵ですね。（発言する者あり） 
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 ちょっと正式名称、もし株とか、ほかにつくものがあれば恐縮ですけれども、梵…… 

○はやお委員 梵まちつくりね。 

○前田景観・都市計画課長 はい。 

○はやお委員 あり方検討会の構成メンバーということなんですが、区、有識者、地域関

係者、区民というふうになっているんですけど、これ、もう具体的にどういう方々が入っ

たか。区民のことについては、名前はまだ表示できないというのがあるのかもしれません。

ちょっとその辺のところ。 

○前田景観・都市計画課長 まず、有識者の方が５名、地域関係者が２名、商工事業関係

者が１名、子育て事業関係者が１名、福祉障害者の事業の関係者が２名、公募区民２名、

民間事業者２名、それと、千代田区２名でございます。合計にいたしますと、１７名とい

ったところでございます。 

○はやお委員 １７名。 

 令和５年に実証実験をしようということなんですけれども、ちょっと令和４年とは関係

ないんですが、具体的にこの実証実験というのはどういうことをやるのか。 

○前田景観・都市計画課長 実証実験というところでございますけれども、ちょっと常任

のほうで、具体的な場所自体は神保町でというところのご案内をさせていただいたところ

でございますが、神保町のほうで、まずは、あくまでも地域主体ということで、地域のニ

ーズを確認してまいりたいというふうに思ってございます。で、その地域のニーズの把握

の仕方といったところも、今回、サポーターチームということで、またこれも有識者とい

った形を予定してございますが、そうしたサポーターの方から、どういった形でニーズを

吸い上げるべきなのか、そのニーズをどのような形で地域に情報を共有していくべきなの

かといったところを、あくまで地域を主体のものをどのような形で整理できるかといった

ところを、実証実験の中で把握してまいりたいというふうに考えてございます。 

○はやお委員 こういう形で、何らかの形で成果物というのはあるんでしょうか。この会

議体をつくるに当たって、議事録だとか何々とか、業務提携して、業務委託をしてという

ことであるんですけど、それはあるのかどうか。また、あるんであれば、ちょっとそれな

りのところで提示していただきたいんですけど、できるのかどうか。この前にしているの

かどうかを含めて。 

○前田景観・都市計画課長 昨年度来、ちょっと取組を動かさせていただいてございます

ので、常任委員会のほうで…… 

○はやお委員 報告しているの。 

○前田景観・都市計画課長 随時報告をさせていただいているところでございます。 

 現状、今年度も、一度ご案内をさせていただいたところでございますが、まだこれから、

どちらかというと、実証実験のほうに動いていくということで、一定のお時間を、今、頂

戴しているといったところでございます。その実証実験を踏まえて、その検証をもって、

どういった形で、ここの合意形成の在り方を考えたらいいのかといったところを整理させ

ていただいて、また、こちらのパブリックコメント等を実施しながら、合意形成というこ

とで、参画協働のガイドライン、こちらが全体的な区の中でございますけれども、まちづ

くりの中で、どういった形で情報発信等を含めて、情報共有を含めて、やっていくものか

といったところを改めて整理をさせていただきたいなというふうに考えてございます。 
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○はやお委員 そうですね。ここのところについて、非常に、今後のところについて、重

要なあれなんですよね。それで、結局は、合意形成をかたどるという形になったときに、

なかなか様々に協議会を立ち上げながらも、いろいろと難しい状況を、どうやって、様々

に皆さんご提案いただいているけれども、非常に、ここが大事。 

 今、やっぱり一番聞きたいところは、千代田区の参画と協働のガイドラインとの関連性

とか、結局は整合性だとかというのをどうやって――でも、現実に、ガイドラインのとこ

ろでは、例えば、再開発だとか、何かについての手順、手続みたいなのに近いものは、一

応、ガイドラインだと、いつもいろいろおっしゃっていますけれども、もう、一つ、提案

されていると。そこのところについての今後やるところについて、今の話だと、どうやっ

て整合性とか関連性をやっていくのかというのがちょっと分からなかったので、お答えい

ただきたいと。 

○前田景観・都市計画課長 ただいまご指摘いただきましたとおり、そこの部分をはっき

りと整理していく必要があるかなというふうに認識してございます。 

 現状、参画と協働のガイドラインがあるといった中では、一定のプロセスが載ってござ

いますけれども、まちづくりに特化したといったところは、発信の仕方としては見えない

のかなというふうに考えてございます。例えばでございますけれども、地区計画のプロセ

スの仕方であったり、再開発事業の情報発信も含めて、プロセスの明確化といったところ

が不足しているかなというふうに認識をしてございますので、そうしたところの明確化を

まず図っていくと。また、さらには、どういった形で、データを、情報を、このまちづく

りの情報を皆様方と共有していくか、可視化できるか、先ほど来このまちづくりに限らず、

環境まちづくりが持つデータを皆様方に知っていただくといったことも必要かというふう

に認識してございますので、現在、都市づくり白書ということで、そういった一定のデー

タ整理はありますけれども、もっと分かりやすく、皆様方のほうにデータをお届けできる

ように、そういった部分を含めて検討していきたいというふうに考えてございます。 

○はやお委員 まあ、最後ということで。これ、事務事業概要、２１１ページを見ますと、

これが今までの継続の事業に思われるような書き方なんですね。というのは、何かという

と、平成２０年６月に、秋葉原の例の無差別殺傷のところからスタートしたよ。そして、

あと、検討会を平成２３年にしたよというんですけれども、普通だったらば、ここはどう

いうふうに書くかといったら、拡充とか何かになるんですけど、あえて新規にしたって、

途中でこれがなくなったことなんでしょうか。この事務事業概要から読み取れないので、

お答えください。 

○前田景観・都市計画課長 ご説明が不足して、大変申し訳ございません。ご指摘のとお

り、私どもも、この作成のときには、新規なのか、拡充なのかといった議論をさせていた

だいたところでございます。その際、通常、この公共空間活用検討会自体は、今現在、地

域委員会としての機能というところにとどまってございまして、そのほか、まちの魅力向

上に向けた道路等の空間活用といった意味では、先ほどご案内いただきましたように、協

議会といったところもあれば、また、エリマネといったところもございます。そうした全

体的なところを支援していくと。さらには、ちょっとなかなか言葉を選ばなければならな

いですが、現状、道路事業であったり、再開発事業、さらには、都市計画事業、個別建て

替え、様々な形での合意形成といったところが必要になってまいります。そういった意味
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では、このまちの魅力向上、これを図る上で、一新していくと。この物をさらに更新をか

けていくといった意味で、現状、まちづくりプラットフォームということで、新規という

ことで挙げさせていただいてございます。 

 したがいまして、今、まだ名称自体は仮称と、検討中といったところでございますけれ

ども、この公共空間活用検討委員会から更新をかけさせていただいて、今後、プラットフ

ォームと、全体を支援するような形の機能として準備をさせていただき、また、そのほか、

引き続き、地域委員会であるとか、協議会とか、そういった、ちょっと横文字になります

が、エリアプラットフォームといったところを支援できるような形の立てつけとして整理

をさせていただきたいというふうに考えてございます。 

○はやお委員 ということは、ちょっと今の説明、分からなかったのが、新たに名称をつ

くって、これを事務事業概要として今後は追加するという認識でいいわけですね。でも、

これ、ちょっと、それじゃあ、分かりにくいよ。やっぱり、どこに何が書いてあるのかっ

て見たときに、令和４年でやっているんだから、そしたら、それで名称を分けて、新規だ

ったらやるのが当然であるし、もし、事業拡大ということであれば、ここに付加して書か

ないと、我々としては、関係が今までとどうなっているのかというのは分からないから、

この辺のところだけしっかりと気をつけていただきたいと思います。 

○前田景観・都市計画課長 ご意見としてごもっとものところがございますので、今後の

対応とさせていただければと存じます。 

○嶋崎分科会長 はい。よろしいですか。 

○小枝委員 はい。 

○嶋崎分科会長 ここ。 

○小枝委員 関連です。 

○嶋崎分科会長 関連。 

 はい。先に。じゃあ、小枝委員。 

○小枝委員 ただいまのところ、プラットフォームの在り方のところで伺います。 

 サポーターチームが入ってというお話がありましたけれども、これは、今のあり方検討

の有識者の方がそのような役割を担うのでしょうか。それとも、新たにどなたかファシリ

テーターを要請、招いてやるのか、コンサルなのか。その辺のイメージ感を教えてくださ

い。 

○前田景観・都市計画課長 現状、今、そこは動いているところでございますので、具体

的な名称とかというのは避けさせていただければと存じますが、現状、そういったサポー

ターチームを編成するところも含めて、実証実験でやらせていただいています。その中で、

今、プラットフォームの中の先生方というのももちろん候補にはなりますけれども、その

先生方ではなく、その先生方を通じ――その先生方に、別途、どなたがいいかを選定いた

だくといった形のやり方をしていきたいなというふうに考えてございます。行政のほうで、

この方というような形ではなくて、どこか第三者的な方が地域に入るようなサポーターチ

ームの編成をといったものを実現できないかというのを、今、そこも含めて、実証実験と

して取り組まさせていただいてございます。 

○小枝委員 スピード感とか課題感とか、いろいろあると思うんですけれども、一つは、

先ほどデータの見える化ということもおっしゃっていたんですけれども、関心を持っても
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らうということが非常に重要なわけですよね。常にリーダーである方は常にリーダーであ

るわけで、非常にいつでも活発に動いていらっしゃる。だけれども、関心はあるけれども、

回路がないとか、あるいは、全く関心がないとか、いろいろあると思うんですけれども、

多様な方たちに参画していただくための一つの手法として、無作為抽出の、基本構想は全

千代田から無作為抽出したわけですけれども、エリア別の無作為抽出というような方法を

検討することはできないか、一つの方法として。どうしても、こうして名前を見ると、み

んな、それはリーダーだからしょうがないですけど、知った名前になることと、あと、や

はり男性になってしまったりとか、ある程度、そういう今まで背負ってきた人に背負って

もらうことになって、また無関心との差ができてしまうということになると、大変よろし

くないので、その手法も、ここでとか、すぐにとかということではなくて、一つの選択肢

として考えていただけないかという。 

○前田景観・都市計画課長 ただいま頂きましたのは、どちらかというと、各種協議会の

中でのメンバー選定の在り方といったところかなというふうに思います。現状、私どもが

このようなプラットフォームの中で検討させていただいてございますのは、そうした協議

会を支えるといったところで、どういった支援をすべきかといったところを整理させてい

ただいてございますので、また別途、協議会の選定の仕方というところはあるんだろうな

というふうに認識をしてございます。 

 しかしながら、ご指摘を頂いたところは、そういったところに対する助言という意味で、

無作為抽出のやり方もあるんではないか、こういったほかの手法もあるんではないかとい

った投げかけ、提示といったところは考えられるかもしれませんので、そこは、すみませ

んが、ご意見として、ここの部分のプラットフォームの中での検討のご意見として受け止

めをさせていただければと思います。 

○小枝委員 関心を持ってもらうという場合に、対象者、３,０００なり６,０００なりと

いう、エリア設定によりますけれども、その中から、自分は参加しないけれども、案内が

来たよとか、近所の○○さんが行ったよとか、そういうふうな状況が、まず、関心の一つ

のまたきっかけにもなり、話の自分ごと化する、この中に書いてある非常にいいなと思う、

まちづくりを自分ごととして捉えてもらうようにしていきますとなっているんですね。非

常に重要な取組だと思うので、ぜひ検討していただきたいと思います。 

 併せて、本会議でも申しました模型とか、そうした形でのまちづくりの見える化という

ことは、ここでの取組には関わってくるのか、こないのか、検討の余地がありやなしや。

それから、どうしても再開発型になってしまうと、特に商店街なんていうのは、かなりセ

ットバックした形で、まち並みの連続性が奪われてしまうというデメリットを生む。そこ

ら辺の適正な在り方ということの手法を、当然、ご検討されていると思いますけれども、

考えていく必要があると思いますし、また、リノベーションということがキャッチフレー

ズとしては出てきても、なかなか手法のメニューとして、具体的なメリット、何というん

ですか、誘導策として、メニューとして、見えてきていない。これだけの会議体に限らず、

有識者の方々がいらっしゃるのであるから、その辺の情報は十分に先端のものがあるはず

なんですね。そこもしっかりとメニュー化していただいて、ある１か所だけがぴかぴかの

ところになっていくんじゃなくて、まち全体が徐々に磨きがかかっていくようなやり方、

それから、今日の朝のＮＨＫでもやっておりましたけれども、空き家のところをどう活用
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するかとか、いろいろな多様なまち並みのメニューがあるので、そこを、何というか、こ

の中にはそれ自体は十分に書かれているわけではありませんけれども、協議の中でしっか

り意識して取り組んでいっていただきたいなと。 

 初めがすごく重要だと思うんです。公園づくりもそうですけれども、最初にはしょって

やってしまうと、後であれとなってしまうけれども、最初にちゃんと開かれたやり方をす

ると、１００点満点じゃなくても、何か自分たちが関わった者として責任を持とうという

意識が出てくることが重要だと思うので、どうかよろしくお願いします。 

○前田景観・都市計画課長 ただいま大きく２点ご意見を頂いたところでございます。 

 １点目、模型というところでご意見を頂戴いたしました。今回、まず、私どもとして、

データを、情報を共有するといった中では、３Ｄ都市モデル、ＰＬＡＴＥＡＵも含めて、

いろんな形の情報提供の仕方、共有の仕方があるだろうというところで、その手法も含め

て、検討してまいりたいというふうに考えてございます。模型も一つの手段というところ

で認識をしてございますが、費用であったりと、費用負担といったところも考えなければ

ならない中で、どういった形で、公共的な形で発信ができるかといったところは、検討の

中でまたもんでいきたいというふうに考えてございます。 

 また、まち並みであるとかリノベーション、こうしたところを考えてといったところに

つきましては、そういった形も含めて、手法の、これも手法の一つだというふうに認識を

してございます。先生方としての、こういった形で、どういった手法があるかという整理

がまずできるかどうかといったところもそうですし、あるいは、地域の中に入っていくと

きに、サポーターチームになるのか、協議会の先生たちになるのか、またあるかもしれま

せんが、そうした先生方からも様々な手法をご提示いただけるように、何かしら工夫がで

きるかどうかは検討してまいりたいというふうに考えてございます。 

○嶋崎分科会長 よろしいですか。 

 関連でどうぞ、春山さん。 

○春山委員 先ほど梵まちつくりというところに、（発言する者あり）委託されたという

ことなんですけれども、それは令和４年、令和５年。令和５年の事業者は、（発言する者

あり）どちらになりますでしょうか。 

 それと、令和４年のこの梵まちつくりというところで、令和５年の会社がこういう住民

合意形成型のまちづくりの特徴的な事例というのがあるのであれば、それを教えていただ

きたいです。 

○前田景観・都市計画課長 梵まちつくりのほう、ちょっと実績といったところでは、実

際は、すみません、私どももご紹介、ご案内を頂いたときに、こうしたところでやってい

ますといったご案内を頂いているんですけど、そのパンフレットを手持ちで持ってきてお

らず、大変恐縮でございますが、この場でご準備することができません。 

 もう一点頂いた現状は、新しいところがＩＢＳ計量計画研究所というところになります

けれども、そちらがプロポーザルで選定されたといったところでございます。 

○春山委員 皆様、ほかの委員の方々がおっしゃられるように、今回、千代田区での協議

会でなかなか事業が進まなかったり、ストップしたりという意味では、今後のこのまちづ

くりプラットフォームの在り方というのがどういうふうに進んでいくかというのが、これ

からとても重要になってくると思うんだけど、そういった意味では、ごめんなさい、ＩＢ
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Ｓさんは本当にすばらしいところだと思いますけど、住民合意形成というところにたけて

いるわけではないというふうに、私自身は、ごめんなさい、認識しています。そういった

意味で、この住民合意形成をどう進めていくかということに関して、この２年間で、そう

いった各地の事例調査だったり、実際に行かれて、どういうふうにまちづくりが住民と共

に行われているかというのはされたんでしょうか、それとも、検討はされたんでしょうか。 

○前田景観・都市計画課長 ちょっと事業所につきましては、その提案書に基づいてとい

うところで、事業者のほうは選定させていただいてございますので、そうした実態である

というところはご理解を賜れればというふうに思います。 

 一方で、今回のこのメンバー選定に当たりましては、学識経験者の皆様におかれまして

は、まず、現場で合意形成をなされている方も、また、法的にも合意形成を専門にされて

いる方といったところにも入っていただいていますので、そうした意味では、そういう合

意形成をきちんと踏まえた形の検討ができているんだろうなというふうに認識をしてござ

います。また、この検討に際しては、様々な、先ほど地域の関係者等も含めて、ご議論さ

せていただいているところでございますが、実際は、その中でも、非常に専門的な部分が

出てきてしまって難しいといったような形での地域の方のご意見も頂いてございます。そ

うした意味では、先ほど来これをどう今後運営していくかといったところには、分かりや

すい情報発信が必要なんだろうなといったところで、専門家の有識者の方々もそういった

認識を持って、現状取り組んでいるといったところでございます。 

 また、ほかの事例といったところにつきましては、直接、お伺いはしていないですけれ

ども、事例研究ということで、ほかの合意形成の手法も含めて、まず、資料提供も含めて

行っているところでございます。いわゆる、最近では、デシディムといったような言葉も

聞いたりしますけれども、インターネット、情報、ウェブ上での合意形成の図り方、意見

の吸い上げ方といったことも含めて、事例としては把握をしているところでございます。 

 どういった形で合意形成を考えていくか、やり方を手法として、地域に合わせた形で取

っていくかといったところはあるかもしれませんが、多角的な形で検討させていただけれ

ばというふうに考えてございます。 

○嶋崎分科会長 いいですか。 

 春山委員。 

○春山委員 そういった事例を実際に見られていない。そういう資料なりで研究なり、調

査をされているということなんですけれども、やっぱり、本当に和気あいあいとこのまち

をどうしていくか。先ほど小枝さんがおっしゃられたように、何か空き家をどうしていく

かというのは、皆さんで議論しながら前向きに検討していくというところが、実際に、皆

さん、役所の方々も体感されて、こういうふうに千代田区のまちづくりというのを考えて

いこうというような方向性が見えるといいなというふうに思います。いかがでしょうか。 

○前田景観・都市計画課長 現状、これから具体的に神保町といったところには、私たち

職員も生の声を聞きながらといったところで考えておるところでございますが、ただいま

のご意見も踏まえて、ちょっと状況に合わせてという形になりますけれども、他自治体で

同様の事例等がございましたら、意見を聞くような形での対応を取らせていただければと

いうふうに思います。 

○嶋崎分科会長 公共空間もありますから。 
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 林委員。 

○林委員 みらいプロジェクトのところです。２４ページ、２５ページになります。で、

二つ聞きます。 

 一つが、公共空間の活用検討というのは、みらいプロジェクトを実施した１０年弱の間

にどのような効果があったのかということ。もう一つが、要は、みらいプロジェクトで地

域ごとのまちづくりのルールをつくりますと。このために、公共空間の活用検討があった

と、事業の。ところが、主要施策の成果では、８６ページになると、第４次基本構想のめ

ざすべき姿として、基本構想の実現に向けと。要は、頭痛で頭が痛いみたいな感じの表現

方法なんですよ。これが、区民に対して、決算の資料ですと言えるのかなと。かなり違和

感があるんですね。その前の文章もそうなんですけど、よく小学校の作文では、１文の間

に同じワーディングを使っちゃいけませんよと言われるのに、「まちづくりの合意形成を

進めるにあたっては、まちづくりの合意形成の場のあり方やまちづくりの合意形成で得ら

れるもの」等々で、やっぱり頭痛で頭が痛いような表現になってくるんですね。こういう

のというのは、あんまりいい事業をやられていたとしても、さっきいい事業者が入ったと

いっても、やっぱり表現で決算審査としてはなじまないんじゃないかと思うんですよね。 

 ということで、二つ、三つ、まとめて答えていただければ。 

○前田景観・都市計画課長 まず１点目の、このちよだみらいプロジェクトに照らしてと

いったところからご説明をさせていただければと存じます。 

 まず、こちらは、その数といったところにつきましては、具体的には地域委員会という

ことで、秋葉原のところでと、あと、皇居周辺と、あと、北の丸といったところで、そう

したところの検討を重ねて、実績等といいますか、残してきたといったところでございま

す。また、一方で、まちづくりのルールといったところでは、地区計画といった形で展開

をしているところでございますが、現状、先日の常任委員会のところでもございましたと

おり、地区計画というものは拡大していくといったところを目標としてございますが、ま

だまだ目標とするパーセントのところには届いていないといったところで、引き続き努め

てまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 また、2点目の、この文章についてというところのご指摘でございます。大変申し訳ご

ざいません。私どもとしては、ちょっと強調という意味で、こういった記載をさせていた

だいたところでございますが、いや、実際、頭痛が痛いといったような見え方も含めて、

工夫すべきだったというふうに反省をしてございます。今後、こういったところも含めて、

分かりやすく簡潔に発信できるように工夫をさせていただければと存じます。 

○林委員 あと、基本構想のめざすべき姿の実現に向けてという、８６ページの一番下の

ところなんですが。 

○前田景観・都市計画課長 はい。すみません。基本構想の実現に向けてといったところ

で、今回、挙げさせていただいているところでございます。実際、ここの中で、変化の激

しい時代への柔軟な対応、あるいは多様性を尊重し認め合う社会づくり、参画と協働の推

進といったところで挙げられている中で、まさにこの参画と協働の推進といったところに

照らして、私どもとして、このプラットフォーム、合意形成を踏まえて進めていくべきも

のだというふうに認識をして、記載をさせていただいているところでございます。 

○林委員 １点目のルールというのは、別に地区計画は別のところで、それぞれ秋葉原な
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ら秋葉原ルール、皇居周辺ならば、何か右回りか、左回りかのルールをつくったり、北の

丸公園でも、オリンピックに向けて、ルール的なものと。こういうのが成果で、今後も続

けていくというので受け止めます。 

 最後のところの基本構想のいろいろおっしゃっていますけど、では、参画と協働とかと

いうワーディングにしないと、やっぱり基本構想、めざすべき姿に基本構想の実現に向け

てというのは、さっきの部長の話じゃないですけど、そちらは分かるかもしれないけど、

これ、行政内部に向けてというよりも、区民とか、決算審査に向けての資料なわけで、そ

うすると、公共空間活用検討会というのが梵まちつくりさんにやったものが、これがまち

づくりのルール、地域ごとの、ここに向けての実現だったら、ああ、いい決算でしたねと

いう形になるのかもしれない、６０%。だけど、基本構想実現に向けといったら、何のこ

っちゃ分かりませんねという形になりませんかねという。つくり方なんで、これ、課長な

のか、取りまとめたところなのか、基本構想のつくりなのか。何なのか。ここは、次年度

以降、ここに、分野別計画も、もしかしたら、つくり方としてですよ、ぶら下げなくちゃ

いけないのかもしれないですよね。この事項のめざすべきというのは、基本構想の、４次

基本構想はこれだけども、分野別計画はここですよというぶら下げが必要なのか。それと

も、先ほどのお話のように、やっぱり基本計画って必要だよねと、一番上の、めざすべき

方向性が必要だよねという議論展開になるのか。どういうふうに課題認識として、今の時

点で考えられるんですかね。 

○前田景観・都市計画課長 ただいまの、これを分野別計画と位置づけるのかといったと

ころにつきましては、先ほど部長のほうからご答弁されたとおり、ちょっとなかなか私ど

ものこの段階でお示しすることはできません。一方で、この書き方といったところの工夫

につきましては、実際、ここの、私どものところで、この記載の中身を変えていくのか、

そういった形で対応ができるのかどうかも含めて、見せ方といったところでは、この記入

を統括している部署とも連携を取ってまいりたいというふうに考えてございます。 

○嶋崎分科会長 いいですか。 

○林委員 うん。 

○嶋崎分科会長 はい。 

 ほかに、ここの公共空間ありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎分科会長 はい。 

 じゃあ、ほかのところ、どうぞ。（「次のページ」と呼ぶ者あり）うん。（発言する者

あり）えっ、どこ。（「４番」と呼ぶ者あり）４番。 

 どうぞ。 

○小枝委員 都市再生駐車、これは、内神田の決算だろうというふうには推測します。内

神田の日本橋川沿いの建物を見る、最近、姿が報道されるようになって、非常に、何とい

うか、横広、かつ、若干、圧迫感のかなり、これの姿が今見えてきちゃうわけで。こうす

るしかなかったんだろうと、こうするしかその他のエリアの全体の駐車場の解除する方法

が今はなかったんだろうというふうに理解をするものですけれども、この先、さらに、実

際、都市計画決定したときには、絵は全然見えずに、みんな賛成したり反対したりしてい

るわけですけど、この先、まちなかにこれが入ってきたときに、ああいう受皿というのが
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どういうふうにやっていくつもりなのか。もしくは、これも、まだかれこれ２０年がたっ

ていないような制度なので、ここについてはもう十分ありますから、もう附置義務を解除

してくださいとか、そういう個別交渉でできるものなのか、ボリューム感も含めて、ちょ

っとそこの仕事の仕方が気になるもんですから、そこだけ答えてください。 

○前田景観・都市計画課長 この都市再生駐車場配置計画制度のところのご案内になりま

すので、ちょっと複雑なところがあるかもしれませんが、恐縮でございますが、ご説明さ

せていただきます。 

 まず一つは、このエリアの中で、駐車場をつくる単位を変えてございます。一般的に商

業地域で１,５００平米以上の延べ床があると駐車場が必要になるよといったところを…

… 

○小枝委員 それは知っている、知っている。そこはもう知っている。 

○前田景観・都市計画課長 ２,２００に上げさせていただいてございますので、その間

であれば、そもそもこのエリアの中ではつくらなくていいといった形の、今、現状になっ

てございます。 

○小枝委員 それも知っている。 

○前田景観・都市計画課長 一方で、隔地、集約といったところの話の中で、大きな建物

がそれを受けるか、受けないかといったところの議論がある中で、これは、今現状、まだ

今もしおっしゃっていたところが再開発のところであれば、出来上がっていないので、そ

ういった状況じゃなかったとしても、受皿があれば、このエリア、展開できる計画となっ

てございます。一方で、これは、適用できる範囲が限られているといった緊急整備地域内

といった制限になってございますので、それを緊急整備地域内のほかのところで展開して

いくかといったときに、これを担うマネジメント団体といいますか、地域として、それを

やっていけるかといったところが一つの大きな課題かなというふうに認識してございます。 

 つきましては、現状としても、ほかの地区でやりたいといったことがあれば、展開でき

る制度となってございますが、いかんせん、それをやる団体といいますか、地域の母体が

どこになるのかといったところが課題となってございますので、そこをクリアさえできれ

ば、非常に難しいところでございますが、そこがクリアできれば、現状でもほかでも展開

できる制度となってございます。 

○小枝委員 いいです。 

○嶋崎分科会長 いいですか。 

 それでは、そのところでいうと、あとは、先ほどの調整の中ではなかったような気がす

るんですけれども、都市整備総務費はよろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎分科会長 はい。それでは、調査を終了します。 

 次に、ちょっとすみません、休憩します。 

午後５時５５分休憩 

午後５時５８分再開 

○嶋崎分科会長 分科会を再開します。 

 次に、目２、地域整備費に入ります。決算参考書２２８ページから２２９ページ。説明

は。 
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○前田景観・都市計画課長 分科会長。 

○嶋崎分科会長 あ、ごめんなさい。さっき、あれね、答弁ね。林委員の答弁ね。 

○前田景観・都市計画課長 はい。すみません。 

○嶋崎分科会長 修正。はい、どうぞ。 

○前田景観・都市計画課長 すみません。経費の先ほどの流用のところで、発言にちょっ

と不明確な誤りがございましたので、修正をさせていただければと存じます。 

 改めまして、経費の性質に変更が生じる予算流用及び１件３００万を超える予算流用に

関する事案、なお、原則といたしまして、扶助費、人件費に係る流用を基金等財源とする

事業の流用はできないといったところでございます。そうしたものを踏まえて、合議する

もの、しないものといったことの区分けをさせていただいてございます。 

○嶋崎分科会長 はい。よろしいですね。 

 それでは、改めまして、目２、地域整備費、決算参考書２２８ページから２２９ページ

について、執行機関から説明は。 

○江原地域まちづくり課長 それでは、第２目、地域整備費について、概要をご説明させ

ていただきます。主要施策の成果は、９１ページをご覧ください。項番７０番、地区の計

画等の検討でございます。 

 昨年度は、六番町偶数番地地区、九段南一丁目地区、日本テレビ沿道の地区計画制度の

適用に向けた調査検討を行うとともに、地域協議会の支援等を実施してまいりました。ま

た、再開発事業の効果や影響を確認するため、再開発事業の事前・事後における評価制度

の構築に向けた検討を実施してまいりました。 

 続きまして、地域別まちづくりの推進、２番のところでございますけども、（１）の秋

葉原地域まちづくりの推進でございます。主要施策の成果は、９２ページになります。こ

の地域では、外神田一丁目南部地区のまちづくりに関する検討や説明会等の開催、神田佐

久間町地区の地区計画変更に係る検討を実施してまいりました。 

 次に（２）に飯田橋・富士見地域のまちづくりの推進でございます。主要施策の成果は、

９３ページになります。飯田橋・富士見地域のまちづくりでは、まちづくり協議会の開催

や駅周辺の機能更新に向けた協議、調整に努めてまいったところでございます。 

 次に、（３）神田駿河台地域まちづくりの推進でございます。主要施策の成果は、９４

ページになります。執行額の２億円でございますけども、こちらは御茶ノ水駅聖橋口駅前

広場整備及びバリアフリー整備に係る負担金となってございます。 

 次に、（４）神田駅周辺地域まちづくりの推進でございます。主要施策の成果は、９５

ページになります。こちらにつきましては、神田警察通りの整備に係る協議、調整、神田

警察通り周辺まちづくり方針策定に向けた検討等を実施してまいったところでございます。 

 説明は以上になります。 

○嶋崎分科会長 はい。説明を頂きました。質疑を受けます。 

○岩田委員 ここ、もう全体の話というか、本会議場でも聞いたんですけども、中層・中

高層の高さを決めていないというその理由を、ちょっといま一度説明していただきたいん

です。なぜならば、都市計画マスタープランで、例えばですよ、中層・中高層の落ち着い

たまち並みをというふうに言っているにもかかわらず、それを実現するためには、何メー

トルか分からないのに、どうやって実現するのかなというのがすごい不思議なんです。な



令和 5年 9月29日 予算・決算特別委員会 環境まちづくり分科会（未定稿） 

 ９２ 

ので、その理由を教えていただきたい。 

○嶋崎分科会長 一応、全体的なところというと、ぼわんとしちゃうんで。それが、ご本

人が、あるかどうか分からないけど、やっぱり地区計画の検討のところに入ってくるんじ

ゃないの。違うの。 

○岩田委員 そうですね。 

○はやお委員 地区計画…… 

○嶋崎分科会長 一応、地区計画の検討のところの質疑にしてもらわないと、議事録がお

かしくなっちゃうんだよ。 

○岩田委員 地区計画等、地区の計画等の検討のところでお願いします。 

○前田景観・都市計画課長 地区計画全体というところで、私のほうからご答弁をさせて

いただきます。 

 まず、本会議のほうでもご案内をさせていただきましたが、それぞれの法ごとにそもそ

も高さの規定といったものがございます。また、中層・中高層といった考え方の中には、

階数で考えるものもあれば、また、それぞれ地域の中での道路幅員とかを含めて考えると

ころもございます。そうした中では、中層・中高層という記載を地区計画の中で記載しつ

つ、地域の地区計画の中で、高さというものをそれぞれが共通認識を持って設定されてい

るというふうに認識をしてございます。そういった意味では、中高層一つ取ったとしても、

地区計画によって高さが変わるものもございます。そうしたものを一概に行政として指定

するといったことはしていないといったところでございます。 

○岩田委員 地区計画の中でということなんですけども、じゃあ、その場所によって、ど

れが中高層なのか、どれが中層なのか、高層なのか、超高層なのか、変わるということな

んですか。 

○前田景観・都市計画課長 実際は、今ご指摘いただきましたように、地区計画の中で、

それこそＡ地区、Ｂ地区、Ｃ地区と、地区割りをする中で、高さというものが変わってい

るのが現状でございます。 

○岩田委員 例えばですよ、中層だったら何メートルから何メートルぐらいを中層と呼ぶ、

何メートルから何メートルぐらいを高層と呼ぶ、何メートル以上だったら超高層と呼ぶみ

たいな基準も全くないわけですか。 

○前田景観・都市計画課長 繰り返しになって恐縮でございますが、各法のところでは、

様々に、消防法も含めて、いろいろあったりするかもしれませんが、まちづくりとして、

これが中層の高さ、高層の高さということを示しているものはございません。 

○岩田委員 それは千代田区だけに限ったことですか。 

○前田景観・都市計画課長 そこの位置づけをするのは、特に、自治体ごとによって、も

しかしたら規定しているところもあるかもしれませんが、そこはすみません、定かではご

ざいませんので、ご答弁ができかねます。 

○岩田委員 じゃあ、もうポイントを絞って言います。二番町にいたっては、何メートル

以上が超高層になるんでしょうか。 

○前田景観・都市計画課長 現状、二番町の地区計画といたしましては、中高層という記

載の下で、現状、一般の建物であれば５０メートル、総合設計であれば６０メートルとい

った記載がされてあったかなというふうに認識をしてございます。その上で、超高層が何
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メートルかといった記載自体は、地区計画のその記載の中にもなかったかというふうに認

識をしてございます。 

○岩田委員 じゃあ、確認します。中層・中高層は５０メートル、６０メートルというこ

とでよろしいですね、確認。 

○加島まちづくり担当部長 我々、そこら辺を決めるつもりはないと何回も言っておりま

すので、その質問されても、答えることはできません。 

○岩田委員 今言ったじゃないですか。 

 ちょっと。はい。 

○嶋崎分科会長 岩田委員。 

○岩田委員 いや、僕、今、二番町でと限った。だから、限ってと言ったら、５０メート

ル、６０メートルという答弁がありましたけども。 

○加島まちづくり担当部長 答弁を聞かれたかどうかあれなんですけど、今の地区計画で、

そういうのが、高さが設定されているということなので、中高層・高層だとかということ

の定義を区のほうが決めるということはないと本会議場でも答弁していますので、質問さ

れても、そこら辺はなしといったような形になります。 

○岩田委員 うーん。分かりました。 

○嶋崎分科会長 いや、続けるの。 

○岩田委員 いや、もう、そんなにかからないんで。 

○嶋崎分科会長 かかるも、かからないも、だって、答弁は出ない。 

○岩田委員 はい。 

○嶋崎分科会長 じゃあ、違うことで聞いてくださいよ。同じことを聞かないでね。 

○岩田委員 じゃあ、恣意的な判断もできるということになってしまうけども、そこはど

う考えますか。 

○加島まちづくり担当部長 すみません、何が恣意的な判断なのか分からないので、ちょ

っと答弁できかねます。 

○岩田委員 分かりました。じゃあ、ちゃんと言います。 

 何が恣意的か分からない、そういうとぼけた言い方もあるんでしょうけども、５０メー

トル、６０メートルと言っておいて、何が中層、何が高層、何が超高層か定めない。だっ

たら、例えば、行政が１００メートルでも、あ、中層・中高層ですよと言ったら、それが

中層・中高層になっちゃうじゃないですかということです。そこが恣意的だと言っている

んです。そういうこともできますよねということを聞いています。 

○加島まちづくり担当部長 すみません。ちょっと質問の趣旨がよく分かっていなくて。

行政が１００メートルを中高層とか高層だとか決めるとかではなくて、例えば、地区計画

の中の高さ制限を１００メートルにしましょうかとか、８０メートルにしましょうかと。

というのはあると思うんですけれども。 

○嶋崎分科会長 合意形成でね。 

○加島まちづくり担当部長 はい。そういったところだというふうに思っています。 

○岩田委員 違う、違う。そこじゃないって。 

○嶋崎分科会長 同じ答弁になっちゃうよ。 

○岩田委員 はい。 
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○嶋崎分科会長 答弁できないと言っているから、違う言い方をしてください。 

○岩田委員 都市マスタープランで、中層・中高層の落ち着いたまち並みをと言っている

にもかかわらず、その地区計画によって、何メートルというふうに変わるんだったら、そ

れはおかしいでしょうということを言っているんですよ、場所によって。 

○加島まちづくり担当部長 地区計画は、今、二番町に限らず、地域の方々と…… 

○嶋崎分科会長 合意形成。 

○加島まちづくり担当部長 はい。の合意形成の中で、区が都市計画を決定しております

けれども、地域の方々の意向、例えば、この間の六番町だって、そうだと思うんですよ。

そういったところをちょっと無視して、そういったご質問されるのは、ちょっとすみませ

ん、理解できないです。 

○岩田委員 違う、違う、違う、違う、違う、違う。 

○小枝委員 ちょっと関連します。 

○嶋崎分科会長 申し訳ない。 

○小枝委員 はい。 

○嶋崎分科会長 さっきの答弁で、本会議答弁をしているから、それ以上のものでもない

だろうし、それ以下の答弁も出ない。そこも踏まえて、やり取りしてくださいよ。もうそ

こまで言っているんだから、部長が。これは、やっぱり本会議の答弁は重いですから、そ

こを変えて、今、答弁をすることはないですから。それでご理解いただきたいと思います。 

 小枝委員。 

○小枝委員 本会議の答弁を補足というか、していただきたいわけですけども。 

○嶋崎分科会長 それはないと言っているの。 

○小枝委員 まちづくり、都市計画法に基づいて、都市計画マスタープランをつくること

ができるというふうになって、平成３年ぐらいになって、それで、千代田区はつくるよう

になった。今、改定されて新しくなって、それは計画的にまちづくりを総合的にやってい

くために、参加型で地域の思いを形にするということになった。この番町エリアにおいて

は、中層あるいは高層ということで、超高層でないという意味でのまちづくり感というの

はかなり定着してきている。そして、またそこに対してのこだわりも強い。ということが、

守るためにはどうしたらいいかと言ったときに、いや、皆さん、地区計画をかけてくださ

いよということで来た。その地区計画の高さが５０、総合設計で６０という、５０、６０

で、社会通念上も６０というのは、以上だと超高層というふうに言われるということを、

今、社会通念的に確認をしている質問だと思うんですね。だから、そんなにお互い意固地

になることはなくて、そこは、もう防災上も、社会通念上も、そういうふうになっている

中で、あとは、地域との協議で決めていくことだというふうに考えていけばいいことなん

じゃないでしょうかね。いけないんですか。 

○前田景観・都市計画課長 実際に、私ども、この中層・中高層一つ取っても、土地利用

上の階数ごとの中層・中高層といった記載もございます。なので、ご意見いただいた趣旨

は把握しているつもりではございますけれども、行政として、何メートルを中層・中高層

と定義といった形になりますと、ご答弁ができかねるといった状況でございます。 

○嶋崎分科会長 よろしいですね。 

 ここ、ありますか。 
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○林委員 いいですか。同じく地区計画の計画等の検討です。みらいプロジェクト、２５

ページ、都市計画マスタープランのほうのちょっと用語の説明等々で確認したいんですけ

ども、都市計画マスタープランの２２０ページに、要は、一般型の地区計画と千代田区型

の地区計画があるんですと。みらいプロジェクトが最終年度になった令和４年現在、度の

決算が終わった時点で、一般型の地区計画はどれぐらい、千代田区型の地区計画はどれぐ

らいという、お示しをしていただきたいんですが。 

○前田景観・都市計画課長 ちょっと、今、手元に、すみません、昨日の六番町の――あ、

常任でご報告させていただいたものが含まれていない形の、地区計画の見直しを行ったと

きの４１地区のご案内をさせていただきますと、いわゆる、一般型といったものが２４地

区、千代田区型と言われるものが１２地区、そして、再開発等促進区を定める地区計画が

５地区ということで、４１地区とさせていただいてございます。２種類のご案内がありま

したけど、併せて再開発等もございまして、４１地区といったのが、すみません、ちょっ

と前の段階といったことでございますので、今、六番町を踏まえますと、数が少し変わっ

てくるといったところでございます。 

○林委員 みらいプロジェクトを目標達成するに当たって、今お話しした三つの地区計画

というのは、これは千代田区型でも、一般型でも、とにかく地区計画制度を活用すれば、

目標に向かって到達したという受け止めでよろしいんですか。 

○前田景観・都市計画課長 そのような形で進めてございます。 

○林委員 そうしますと、第３次基本構想計画というのは、あくまでも人口が減っていた。

で、５万人を目指さなくちゃいけない。そこで、千代田区型のマスタープランにある独自

の――まあ、いいや。千代田区型の地区計画のちょっと説明をしていただいたほうが早い

や。 

○前田景観・都市計画課長 千代田区型地区計画は、住宅床の誘導ということで、まち並

み誘導型と用途別容積型と誘致計画を組み合わせたものを、呼称して、千代田区型と呼ば

させていただいているものでございます。 

○林委員 要は、住宅供給をできるだけすると。これは、人口が減っていて、５万人欠け

ていたから、できるだけ人を増やさなくちゃいけないから、千代田区型の地区計画を出し

てきたと。これが地域ごとのまちづくりのルールをつくりますという中期的なもの、で、

大きな目標は５万人突破に向けてやっていて、これは達成できましたよと。ここからなん

ですよね。これから、人口６万８,０００人を超えて、まだ千代田区型の地区計画という

のは存在意義というか、活用として、政策として、やっていくのか。だとすると、もう目

標人口を今の６万８,０００人より多くしなくちゃいけないわけですよ。現状維持だった

ら、千代田区型の地区計画って、もうやめましょうと。一般型にしましょうという、ちょ

うどいい機会になる形になると思うんですけれども、どうなんでしょう。４次基本構想に

なってから、あるいは、今、第３次基本計画が終了した、みらいプロジェクトが終了した

時点で、どういうふうに千代田区型地区計画を展開しようとされているのか。 

○前田景観・都市計画課長 ただいまのご指摘の中で、まさに、住宅床を供給していると

いうところでは、千代田区型の意義としてはご指摘のとおりでございます。そうした中で、

都心回帰の状況といったところと、いわゆる、千代田区型がどれだけ床をよむかといった

ところの、必ずしも、これが全て千代田区型をやることが千代田区の人口増というわけで
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はないかというふうには認識をしてございますが、実際、それの一助になるというのは事

実かなというふうに認識してございます。そうした中で、昨年でございますけれども、地

区計画の見直し方針といったところで、特に千代田区型の方に投げかけたいなというふう

に認識をしてございますが、改めて、住宅床がその地域に必要ですか、地区に必要ですか

といったところ、そうした意味では、地区の共感をといったところでございますので、地

区にそうした今どういう状況にあるかといったところを知っていただきたいということで、

私どもとして、この地区計画を運用した上でのデータといいますか、実績をホームページ

等で公表させていただいたところでございます。そうしたものを踏まえて、地区計画、こ

の千代田区型を引き続き行っていくのか、あるいは、人口ではなくて、違う形の用途誘導

という形になりますが、高度利用型地区といった地区計画等も使いながら、地区に合わせ

た展開をしていくのかといったところを、ぜひ、地区の皆様にはご議論賜りたいなという

ふうに考えているところでございます。 

○林委員 そうなってくると、みらいプロジェクトが掲げていたうち、期間内で、千代田

区型の地区計画で、住民がどれほど、第３次基本構想でもいいですけど、どれぐらい増え

た。３万９,０００とか７,０００ぐらいに落ち込んだのが６万８,０００まで行ったと。目

標は達成できたけれども、もっと多くなっていったと。効果があるのかという効果検証し

ないと、なかなか出ないもんなんですか。人を増やすか、減らすかって、地域の人に聞く

というのも、それは地方分権と一緒で、極めて簡単なんですよ。国のほうで、地方のこと

は地方に言って、まず、東京都に投げて、東京都は、いや、もっとと言って、千代田区み

たいに投げて、ばらばら感があって、じゃあ、どうすりゃいいのという話になるんで、や

っぱり、ある程度、方針を区として打ち出さなくてはいけないと思うんですよね。人を増

やしたいのか、現状維持なのか。 

 住宅基本計画は、もう公営住宅を造らないと。だから、もうこれ以上、住宅施策で、公

営住宅ですね、かなりコストもかかる形です。場所もない千代田区なんで、造るスペース

も限られているという。やらないという方針を一方で打ち出して、地区計画のほうは、そ

れじゃ、どうなんだろうというところなんですよ。 

 高いビルを建てても千代田区の税収にならないけれども、住民が増えれば、住民税が入

って――あ、区民税ですよね。千代田区にとっては税収になるわけですよね。ここが一般

のところと違うんですね、一般市と特別区のところで。どういうのを目指していくんだろ

うかなというのが、主要施策の成果はあんまりそういうことを書いていないんだけれども、

今後の方針についてお答えください。 

○前田景観・都市計画課長 現状お示ししている中には、住宅床が、この緩和によって、

どれだけの緩和床があったかといった形でお示しはできるかなというふうに認識してござ

います。そうしたものを踏まえて、地区の皆様方に知っていただきたいということで、ご

提示をしているところでございますが、その上で、なかなか地区の機能更新の状況を見て

みますと、まだまだその地区としては機能更新をなされているのが進んでいないところも

ございます。そうしたところでは、もしかしたら、また千代田区型を活用してというよう

な見込みをお持ちの方も中にはいらっしゃるかもしれませんので、そうした状況も含めて、

地区として、千代田区型で引き続き人口をその地区の中としては増やしていくのか、ある

いは、高度利用型ということで、例えば、生活利便施設等を盛り込むような形の地区計画
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を運用していくのか、そうした選択をしていただく必要があるかなというふうに認識をし

てございます。 

 そういった意味では、行政として、基準というよりは、こういった状況にあるといった

ことを、より一層、地区の皆様には知っていただくように工夫をしていかなければならな

いというふうに認識をしてございます。 

○林委員 千代田区の地区計画って、大体、町名ごとでしょう。一番町なら一番町、二番

町なら二番町って、それ、入れ替えようというのもありますけれども、そのまち、まちと

いうのが、本当に地方公共団体として最適解なんですかね。昨日もちょっとお話しした、

要は、高台に住宅を造りたいと。ヒルトップ、世界各国の人、そうですよ、にぎわいゾー

ンじゃなくて。だから、高台のところには千代田区型を入れたいと、住宅。ただ、下町は

もうにぎわいを求められているんですから、首都としても、都市間競争でも勝たなくちゃ

いけないから。いろんな商業施設もにぎわいのあるまちをとか、大きな方針を区が立てな

いと、一番町なら一番町の人に「あなたたち、人を増やしたいですか、減らしたいですか」

と言われたって、何をおっしゃっているんですかという話になりませんかね。 

 やっぱり、曲がり角に来ているんだと思うんですよ。本来だったら、人口５万人を突破

したときだったんですけども、ちょっと石川さんが、区長が長かったせいか、なかなかそ

こを、目標値を変えれなかった。ただ、区長が替わり、構想も変わったと。ちょうど第３

次基本計画のみらいプロジェクトが終わる。ここで判断をしていかないと、いろんな開発

のほうは、手広くやられているんですけど、やっぱり住んでいる人を第一に考えてもらい

たいんですよね。どうですかね。うなずかれて。どちらでも結構なんですが。 

○江原地域まちづくり課長 今、林委員のほうからご意見いただきましたけども、そうか

なと思います。（発言する者あり）全てが町丁目単位でというところは、そういった事例

が多いんですけどもそこのエリア、エリアの特性に応じて、その範囲の設定というのはい

ろいろあるのかなと思いますし、あと、例えば、先日、お話しした六番町偶数番地地区に

つきましても、六番町という中でも、接道の在り方とか、街区が小さい、町割の規模感と

か、そういったもので、ちょっと地区計画というところの差別化を図ったりとか、あとは、

開発を含む一帯のエリアというところでは、そういった町丁目単位ではなくて、開発を含

めて、波及効果がある範囲というものを地区計画の範囲として設定しているものもござい

ますし、そういった形で、全てが町丁目単位ということではないのかなというふうには思

っておりますので、柔軟にそういった対応はしていく必要があるのかなと思います。 

○林委員 要は、設定人口になってくると思うんですよ。ここから先は、もう、学校も、

保育所も、あらゆる高齢者の施設も、人が何人いるんだと。６万人と８万人は、全然、施

設、インフラ整備が違うわけですね、公園もですけれども。ここは、やっぱりしっかりし

ていないといけなくて、それが都市計画マスタープランに書いてあるかというと、書けな

いわけですよね。ここは、すごく課題認識等を増やすのか、減らすのかというのは、一番

は、もう、皆さんの環境まちづくり部の施策にかかっていると思うんですよね、住宅です

から、計画ですから。まちづくりで面の形になってくるんで。やっぱり打ち出して、この

都市計画マスタープランで書いていないものを、方針なり計画なり示していただけると、

僕らも、再三、繰り返した決算審査で、それに向けて、お金を幾らつぎ込んだらいいんだ

というところも、最適解の形で、１０億だろうが、２０億だろうが、１００億だろうが、
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そのためにはつぎ込もうという形になってくるんだと思うんです。そこが一つと。 

 もう一つが、大変申し訳ない、先ほどの公共空間のところと今回の地区計画のところで

す、みらいプロジェクト。みらいプロジェクトでは、地域ごとのまちづくりのルールをつ

くりますというカテゴリーだったわけです。これは、地区計画もルールだし、公共空間も

ルールだし。ところが、ところが、同じ事業なのに、公共空間活用検討会は、基本構想の

実現に向けてというワーディングなんですよ。地区計画のところは、今度は、「人にやさ

しいまちづくりにより、便利で快適な都心生活を送っています」と。要は、第３次基本構

想計画では同じカテゴリーだったのに、違うところに散っちゃっているんですよ。どうし

てこうなってしまうのかな。ほんと総合的に、総合調整を取られているのかどうかも含め

て、何で分かれてしまうんだろうというところをご説明していただきたい。 

○加島まちづくり担当部長 すみません。２点、今頂いたかなというふうに思っています。 

 まず、人口を増やすか、増やさないかということで、たしか第４次基本構想の中でも、

そこら辺の議論があったかなと。そこら辺に関しましては、区として、そこは明確に定め

ないといったようなところだったかなというふうに思っております。そういった意味を含

めると、環境まちづくりのほうで率先して住宅を造って、人口を増やしましょうと。逆に、

規制をかけて、人口を減らしましょうというような、ちょっと方針はお示しすることはで

きないかなと。ただ、先ほどから出ている地区計画の中で、規制型の地区計画というのは、

どちらかというと、麹町方面です。それは、壁面後退をかけて、住宅を増やすというよう

なものではなくて、もともと住居地域で、住宅があるところなので、どちらかというと、

建物のほうの規制が強い地区計画。逆に、神田地域のほうは、どんどんどんどん人が流出

していったというところがあるので、建物の上階でもいいから、建物、そこの部分に住宅

を増やしていただいて、人口を増やしていきたいといったような施策であったと。それと、

神田地域のほうは、道路の幅員だとかも、いろいろ本当に細いところだとか、そういった

ところもあるので、各地域ごとで壁面後退の距離だとか、いろいろ決めなきゃいけないと

いったようなところもあったので、きめ細かく地区を分けたといったようなところがござ

います。そういった中で、先ほどのご説明したとおり、まちづくりのほうで、人口の増減

に関して方針を決めるということは、今のところはちょっと考えていないといったような

のが事実でございます。 

 もう一点のみらいプロジェクトの地区計画制度の活用、地域別まちづくりの推進、これ

に関しましては、分野別の将来像の「やすらぎを感じ、安心して快適に暮らせるまち」の

中の「人にやさしいまちづくりにより、便利で快適な都心生活を送っています」というも

のがこのみらいプロジェクトの中の「安全で安心できる、いつまでも住み続けられるま

ち」、これを継承しているというふうには、我々も認識をしているところでございます。 

 公共空間の活用検討ということで、このみらいプロジェクトをつくったときというのは、

やはり先ほど担当課長が答弁したとおり、どちらかというと、地域の協議会が主の話で、

公共空間活用検討会がつくられたといったところで、主に秋葉原のところ、あとは、皇居

周辺といったところがあったと。それは、公共空間の分科会というか、地域、地域（「地

域委員会」と呼ぶ者あり）地域委員会。地域委員会のほうに分かれたということなので、

全体の公共空間活用検討会というのがやられていなかったといったようなところがござい

ます。 
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 今回、公共空間の活用検討会の中に、先ほどのエリアプラットフォーム――あ、プラッ

トフォームですね。それのところを入れたので、これは、どちらかというと、今後のまち

づくりの参画と協働ということで、合意形成のための参画と協働はどうあるべきかといっ

たようなところでしたので、この基本構想の実現に向けての４の０３の参画・協働の推進

ということで、そちらのほうに、今回、主要施策の成果でお示ししているのは、そういっ

たルールづけでやっておりますので、分野別の――分野別というか、基本構想の実現に向

けてというところに記載をさせていただいたといったようなところでございます。 

○林委員 やっぱり分かりづらくて、この後、やられる方もいると思うんですけど、地域

別のまちづくり、協議会に出ているところも、同じ「人にやさしいまちづくりにより、便

利で快適な都心生活を送っています」という形なんですよ。公共空間も、先ほどちょっと

確認はしましたけども、やっぱり、僕もこのカテゴリーで人に優しいルール的なものでも

違和感はないのかなと思うんですよ。むしろ、整合性があったほうが、課としてとか、ル

ールづくりのほうがスマートなんじゃないのかなと。あんまり頭の中でいろいろイメージ

するよりも、やっぱり分かりやすさ、専門的な部長みたいな詳しい方はいいですけど、や

っぱり分かりやすい形の表現方法と分かりやすい目的地が必要なんですよ。向こうの言葉

の目的地よりも、日本語でサンフランシスコだったらサンフランシスコと言ってもらえな

いと困るんですよ。違う言葉で言われても分からないという話になって、それと同じよう

な形で、分かりやすくやってもらわないといけないと。というのが一つですね。 

 冒頭のほうで、まちづくりに目標をつくれと言っているわけじゃないんですよ、人口の。

やっぱり区として目標値がないと、まちづくりも施策展開がつらくないですかと。現場任

せというのは、かなり楽なんです。さっき言った、もう本当に地方の時代だから、地方で

やってくれと。それは、国は楽なんですよ。地方で受け取ってしまったら、やっぱり大変

なんですよ。それと一緒で、地域に地区計画を委ねられて、床面積とか住宅、どうします

とかと言われても、やっぱりそれはきつい。で、お話しになっていた、やっぱり麹町と神

田の違いがあるといったら、世の中の、世界の首都と一緒で、高台住宅地、下町商業地区

でにぎわいと住環境というのは、ここは首都として、区としてですよ、首都の自治体の千

代田区として、大きな方針も出していく時期なんじゃないのかなというのが、みらいプロ

ジェクトが終わったときの何か感想でも、今後の施策展開でも、言ってもらえるといいな

と思っているんですよね。 

 あんまり詳しいのは、ちょっと目的なんですが、僕は、もう借り物知識で、やっぱり首

都として、どうしていくんだというところを考えながら、施策展開していただきたいんで

すが。 

○加島まちづくり担当部長 同じような答弁になってしまって、大変恐縮なんですけれど

も、目標値に関しまして、区が今設けるすべは、すべというか、そういう考え方はないと

いうような状況の中で、まちづくり部隊としては、今、地域の課題等がある中の目標に向

かって――あ、そういった課題解決に向かって進めていく必要があるのかなというふうに

思っております。 

 あと、もう一つ、将来像に第４次基本構想の流れの中の分かりやすくというところに関

しましては、確かに公共空間活用検討会から、何ですか、基本構想の実現に向けてという

のがストレートに見ると分かりにくいというのは、おっしゃられるとおりだというふうに
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思います。ただ、内容に関しては、先ほど申し上げたとおり、参画と、まちづくりに関す

る参画と協働の推進という形なので、今回、この中で、ルールにのっとってやると、基本

構想の実現に向けてというところに記載をさせていただいたといったようなところでござ

います。 

○林委員 ごめんなさい、ほんと最後、もう。 

 要は、基本構想実現に向けてというのは、やっぱり前に進んで、船を進めましょうと言

っているようなもんだと思うんですよ。実現に向けてって、それは、みんな、全部でしょ

う。あらゆる施策とか分野別の方針も、基本構想実現に向けていくんですよ。船は後ろに

進みませんと言っていると一緒で、やっぱり、書き方として、分野別の方針でも何らか分

かりやすい目的地を、せめて西に行くのか、東に行くのか、南に行くのかぐらいの方針と

いうのがないと、海を進みます、これでおかしくないですかというと、やっぱり周りは聞

いていると、おかしくなってしまうんで、ここの書き方というのは訂正なり修正を、僕は

されたほうが、区民の方がこういう見る方もおられるでしょうから、決算審査で議会の資

料なんですから。海へ進みますは、やっぱり安全に航海しますとかというのは避けられた

ほうがいいのかな。 

 いや、もう、これで答えが一緒だったらいいんですけど、どうですかね、後ろの方たち

も含めて。 

○加島まちづくり担当部長 この場で、じゃあ、この記載を変えますということは、ちょ

っと申し訳ないですけど、言えないので、ご意見として、そういった、もう少し分かりや

すくつくっていくべきだよねといったようなご指摘だと思いますので、受け止めさせてい

ただいて、基本構想の担当部署のほうとも、そういった意見があったということを報告さ

せていただきたいなというふうに思っております。 

○嶋崎分科会長 はい。よろしいですね。（発言する者あり） 

 関連ですか。 

○はやお委員 関連。 

○嶋崎分科会長 ここですか。 

○はやお委員 はい。 

○嶋崎分科会長 はやお委員。 

○はやお委員 地域まちづくりの推進のところを確認いたします。 

 中身のことというよりも、私のほうは、業務委託がどういう――まず、予算現額と内訳

と決算額の内容を、不用額を含めて、お答えいただきたい。そして、また多分業務委託…

… 

○嶋崎分科会長 ちょっと今、（発言する者あり）地区計画の‥‥‥ 

○はやお委員 地区計画のまちづくりの推進。 

○嶋崎分科会長 いや、今、地区計画の、（発言する者あり）検討なんだよ。１番だよ。 

○はやお委員 あ、１番。 

○嶋崎分科会長 １番を終えるんだったら、終えちゃいたいの。 

○はやお委員 ああ、すみません。 

○嶋崎分科会長 関連というか。 

○小枝委員 後で見直しの…… 
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○林委員 後で見直しのもあるんだよね、これね。 

○はやお委員 だから…… 

○嶋崎分科会長 見直しなのか。 

○はやお委員 私は、地区計画等の検討。 

○嶋崎分科会長 地区計画等の検討。 

○はやお委員 検討だから。 

○嶋崎分科会長 じゃあ、いいんだ、さっき、今…… 

○はやお委員 いいんでしょう。 

○嶋崎分科会長 １番でいいんでしょ。 

○はやお委員 はい。１番でいいです。 

○嶋崎分科会長 じゃあ、１番でいいです。 

○はやお委員 はい。いいですか。だから、今、そこのところでどうなっているのと言っ

た。 

○嶋崎分科会長 いや、さっき、見直しとおっしゃったから。 

○はやお委員 あれっ。見直しと言った。 

○嶋崎分科会長 うん。（発言する者多数あり）そう。だから、だから、こっちに行っち

ゃうの。 

○はやお委員 ごめんなさい。 

○嶋崎分科会長 だから、いいです。今のところの関連でやってください。 

○はやお委員 関連のところです。 

○嶋崎分科会長 地区計画の検討の関連で。 

○はやお委員 はい。繰り返します。地域別まちづくりの推進のところで、（発言する者

あり）あ、これが間違っているのか。 

○嶋崎分科会長 違う、違う。 

○はやお委員 間違えた。地域……。 

○嶋崎分科会長 地域整備費の１番の地区計画等の検討。ここをやってください。 

○はやお委員 そうだ。地区計画等の検討だ。ここを間違えちゃっているんだ。すみませ

ん。そこの地区計画等の検討というところで、２,６８９万６,０００円という予算現額と

１,４１２万９,７００円という決算額になっている内訳がどうなっているのか、お答えい

ただきたい。 

○江原地域まちづくり課長 すみません。今の内訳の件でございますけども、まず、この

１,４１２万９,７００円、この支出構成でございますが、六番町偶数番地地区で委託業務

を出しております。こちらが４９５万円になります。九段南一丁目地区で委託業務を出し

てございます。こちらが２６４万円になります。日本テレビ沿道の関連で、４０７万円の

委託を出しております。再開発の事前・事後調査で２３９万６,９００円。 

○はやお委員 ２００。 

○江原地域まちづくり課長 あ、すみません。２３９万６,９００円の委託を出してござ

います。 

 この予算額の設定でございますけども、一応、六番町偶数番地地区分として６００万円、

九段南一丁目地区分として４５０万円、再開発事前・事後調査分として５００万円、その
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他新規地区等を検討として８００万円というような構成で組んでおります。３３０万円分

は、景観・都市計画課所掌のものとして、合計で２,６６０万円という形になってござい

ます。 

 その差分でございますけども、六番町６００万円に対して４９５万円ということで、こ

ちら、入札差金になります。九段南一丁目４５０万円と２６４万円、これも入札差金にな

ります。全て価格競争入札で契約を交わしております。事前・事後調査につきましては、

５００万円の予算額に対して、２３９万６,９００円ということで、６０万円強の――す

みません、失礼いたしました、２６０万円強の入札差金が出ているという状況でございま

す。 

 いずれも、委託業務につきましては、価格競争入札で実施をしているところでございま

す。 

○はやお委員 私も、以前、これのこととか、その後のところの様々なまちづくりの推進

等々についても、山口副区長がちょうどまちづくりの推進部長のときだったか、担当部長

のときだったか、からもずっと言っていたのが、業務委託するのは結構だと。だけど、業

務委託をしなくてはいけないといったときに、やっぱり職員に求められる素養というのが、

特に、ここは技官に近いような、まちづくりというのは技術が必要ですから、ゴー・スト

ップがかけられるか、そして、今、先ほどのいろいろな話があったように、区民に対して、

分かりやすく説明できるか、それが職員に求められている能力ですよ。何かといったら、

そこをパイプでつなぐ職員の役割というのが、専門の彼らのほうを、これはいけないよ、

これはストップだよと言わなくちゃいけないわけですよ。そこのところがどんどんどんど

んこの委託業務が増えていくと、どうなっていくのか、心配だ。で、ちょうど係長たち、

経験のある係長たちが辞める時期だから、その辺のノウハウの伝承がされるようにしてく

ださいねと言ったんですけど、この辺のところはどうなっているのか、お答えください。 

○加島まちづくり担当部長 委託をして、全て、全部、委託業者が考えてきたものを１０

０%、それでオーケーということではもちろんございません。いろいろな委託の中で、ま

ちづくりの構想を考える、検討してきたものは、もちろん区の職員はそれをチェックして、

さらに深めてもらうだとかということのやり取りを相当数やっておりますので、職員のそ

ういった能力の蓄積というのは、相当上がっているというふうには思います。 

 正直なところ、この頃、件数が相当多いといったようなところがあるんですけれども、

そういった、逆に件数が多くなればなるほど、そういった経験値が上がっていきますので、

それは職員の、何というんですか、これからのまた新しい人が入ってきたときの継承だと

か、そういったものに十分つながっていくだろうというふうに思っております。 

 その委託の中で、逆に手作業みたいなことをやっていただくだとか、地権者の数を統計

を取って、数字をやったりだとかって、そういう作業も結構ありますので、そういったと

ころに関しては、はっきり委託をしてもらうだとかというところもありますし、先ほど言

ったように、もともとのまちづくりの、こういうまちにしていこうよねだとか、そういっ

たところの検討に関しましては、委託業者に任せっきりではもちろんございませんので、

区のほうの中の意見を聞く担当の担当者、担当係長、担当課長もいて、私も時々そういっ

たところにお話をさせていただいて、こうこうこうだよねといったようなことでやらせて

いただいておりますので、そういった職員の知識の蓄積、また、それを継承するという形
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は、今もできているかなというふうに考えているところでございます。 

○はやお委員 いいか。 

 分かりましたというか、その検証するものがないからね。（「確かにそうですね」と呼

ぶ者あり）それで、何かといったら、私は、業務委託をしているといったときに、今回、

まちづくりのほとんどが差金。まあ、契約の差金のところ。だから、そうなってくると、

次の問題があるんですよ。もう少し、きちっと精度の高い予算を立てろよというところが

一つ課題があるので、それは指摘しておきます。 

 それで、あと、もう一つは、そうは言いながらも、実際残って、そこの中で適正に要求

水準が満たされているように、業務移行がされ――業務が委託されれば、それは構わない

です。今言ったように、業務委託するというのは二つのあれがあって、単純作業をやらせ

る――あ、やらせる、やっていただくか、もう一つは、そういう、なかなか革新的な技術

をやはり職員たちが学び切れないものというのもあるから、それはやる。でも、そこの中

間を埋めるのは、先ほどの二つのことで、あと、私は、この前のところからずっと言って

いるのが、結局は執行残になるということについて、やっぱり予算の立て方の問題、計画

の立て方、その計画がずさんであれば、幾ら精度高く積み上げても駄目ですから、じゃあ、

計画はしっかりしているかもしれないけれども、予算の積み上げはしっかりしている。両

方とも駄目ということもあるわけですよ。だから、そこはどういうところなのか、そして、

そういう中で残ってきたといったとき、私は、全般的に、全庁的に見たときに、ここだけ、

僕は技術のことがあるから、ここをチェックしておりますけれども、全体的にマンパワー

が足りないんじゃないかというのが思いがあるから、業務委託にかけるということは決し

ておかしくはないけれども、その辺を、今言ったゴー・ストップがかけられたり、区民に

説明が分かりやすく説明できるといって、そこのポイントがしっかりできているか、これ

は人事のほうとやらなくちゃしょうがないことだからね。今のところではないけど、今、

今日のところで分かったことは、今言い切ったんで、加島さんなんて、ご安心くださいと、

何も問題はございませんということで、私は受け止めましたからね。 

 だから、そこのところについて、いやいや、違うと、誰か密告に来りゃあさ、（発言す

る者あり）それはそれでいい。まあ、でも、やっぱりどんどんどんどんノウハウのある先

輩たち、加島さんを含めて、いなくなって、出ていっちゃうんですよ。だから、そこのと

ころを心配して、あんなところできちっとこの行政サービスがしっかりと脈々と続くこと

が大切だから、行政経営はどうあるべきかということをずっと私はやってきたつもりでい

るから、今、山口副区長もいらっしゃれば、胸をたたいているかもしれないですけどね。

そのところについては、これからまたいろいろ出てきたところで確認はしていきますけど、

今日の段階においては、そのノウハウについては、きちっと確認、伝承されているという

ことで、受け止めさせていただきましたので、ちょっと答弁していただいて、終わりにし

ます。 

○加島まちづくり担当部長 大変大事なご意見いただいたというふうに考えております。

我々としても、技術職、専門職、あと、事務職も含めて、そういった技術の伝承というの

は培ってというか、継続していかなければならないという認識でございますので、今後と

も、仕事を通して、そういったところをしっかり続けていきたいなというふうに思ってお

ります。 
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○嶋崎分科会長 はい。よろしいですか。 

○春山委員 今ご説明のあった地区計画の業務委託先の３件は、全て同じ会社でしょうか、

それとも、違う会社でしょうか。 

○江原地域まちづくり課長 全て同じではございません。申し上げておきますと、六番町

につきましては、都市環境研究所さんでございます。で、九段南地区、日本、（発言する

者あり）あ、まあ、よろしいですか。全て同じところではございません。九段南について

は…… 

○嶋崎分科会長 それぞれ違うって。 

○春山委員 はい。 

○江原地域まちづくり課長 よろしいですかね。 

○春山委員 はい。 

○嶋崎分科会長 はい。 

 ほかにありますか。ここ、よろしいですか。 

○小枝委員 はい。 

○嶋崎分科会長 ここ。 

○小枝委員 今の件で。 

○嶋崎分科会長 えっ。 

○小枝委員 今の件で。 

○嶋崎分科会長 はい。関連でね。 

○小枝委員 価格入札だという話でしたけれども、そのエリアによっては、重点的な課題

が違うんじゃないかと思うんですよね。そういうのは、何というんでしょう、課題をちゃ

んと前に出して、ただ安ければいいというのではなくて、その課題に対して、しっかりと

仕事ができるところを選び取っていくということが、職員がもちろん技官として判断する

にしても、それをサポートするコンサルにとって、非常に重要なことじゃないかというふ

うに思うんですけども、それはいかがでしょうか。 

○江原地域まちづくり課長 私も、ちょっとそういった課題認識を持っておりまして、や

はり何社か見積りを取って、入札をかけるんですけど、取りたい社がかなり安く、まあ、

ちょっと今答弁があれかもしれないです。価格競争なので、そういう性質のものかなと思

っています。先ほどのはやお委員のご指摘も含めて、委託業務の出し方というところは、

いま一度、ちょっとそういった検討も含めて、予算を組み立てる必要があるかなという認

識をしております。 

 ですので、仕様書、やる業務項目としては、作業的なことが多い中で、そういった専門

的な伝承とかを入れるなどして、それを単純に価格競争入札ではないやり方を検討して、

質の高い伝承ができるように、そういったやり方というのもちょっと検討していく必要が

あるかなというふうに思っております。 

○小枝委員 はい。結構です。 

○嶋崎分科会長 いいですか。 

 この地域整備費のところはありますか。いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎分科会長 じゃあ、地域整備費の調査を終わります。 
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 ちょっと休憩します。 

午後６時４８分休憩 

午後６時４９分再開 

○嶋崎分科会長 それでは、分科会を再開いたします。 

 本日はこの程度で終了させていただきまして、次回は、目３、住宅整備費から、決算参

考書２２８ページから２３１ページまでのところから始めさせていただきたいと思います

けど、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○嶋崎分科会長 はい。それでは、本日は、この程度をもって、分科会を終了します。 

 お疲れさまでした。 

午後６時５０分閉会 


